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国
史
見
在
社
に
つ
い
て

資
料
紹
介

国
史
見
在
社
の
定
義

　国
史
見
在
社
と
は
「
六
国
史
に
見
在
す
る
式
内
社
以
外
の
神
社
」
と
定
義
さ
れ
る
。

た
だ
、
六
国
史
に
は
社
名
で
な
く
神
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
国
史
見
在
神
と

称
す
る
の
が
適
切
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
式
内
社
の
場
合
は
「
神

名
帳
」
と
称
し
て
い
る
が
、
神
名
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
社
名
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
律
令
時
代
で
は
、
社
名
（
神
社
名
）
と
神
名
（
祭
神
名
）
と
の
区
別
を

曖
昧
に
用
い
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
こ

で
も
両
者
の
区
別
を
厳
密
に
し
な
い
こ
と
に
し
た
。

　そ
れ
は
と
も
か
く
、
国
史
見
在
社
は
国
史
現
在
社
と
も
表
記
さ
れ
、
と
も
に
「
こ

く
し
げ
ん
ざ
い
し
ゃ
」
と
読
ん
で
い
る
。
名
称
の
国
史
は
律
令
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

官
撰
の
正
史
で
あ
る
六
国
史
、
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』

『
続
日
本
後
記
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実
録
』
を
指
し
て
い
る
。
次

ぎ
の
見
在
は
現
在
と
同
じ
で
あ
る
が
、
古
く
は
見
在
と
用
い
る
場
合
が
多
い
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
の
見
在
・
現
在
は
六
国
史
の
な
か
に
実
際
に
現
存
し
て
い
る
と

の
意
味
で
あ
る
。
最
後
の
社
は
そ
の
神
を
祭
る
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

六
国
史
に
そ
の
名
が
所
載
さ
れ
て
い
る
神
社
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

で
、
国
史
見
在
社
は
国
史
所
載
社
と
も

（
（
（

、
さ
ら
に
古
く
は
国
史
記
載
社
と
も
称
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
国
史
記
載
社
と
の
名
称
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　し
か
し
、
こ
れ
ら
国
史
見
在
社
・
国
史
現
在
社
・
国
史
所
載
社
・
国
史
記
載
社
な

ど
の
名
称
は
、
広
義
に
は
国
史
（
六
国
史
）
に
記
載
さ
れ
る
神
社
と
な
り
、
そ
こ
に

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
式
内
社
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
六

国
史
に
記
載
す
る
式
内
社
以
外
の
神
社
に
限
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
名
称
を
用
い
る
こ

と
に
し
た
の
で
あ
る
。

国
史
見
在
社
の
名
称

　梅
田
義
彦
は
「
以
前
は
、
国
史
見
在
社
の
こ
と
を
、
式
外
旧
社
、
式
外
社
、
式
外

諸
神
な
ど
と
呼
び
、
国
史
所
載
社
（
官
社
を
含
む
）
の
語
と
並
ん
で
国
史
見
在
社
の

称
を
用
い
る
に
至
っ
た
の
は
明
治
以
後
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
証
左
と
し
て
、
明

治
四
年
五
月
十
四
日
の
太
政
官
布
告
の
中
に
「
式
内
及
国
史
見
在
社
ノ
諸
社
」
と
記

す
こ
と
、
ま
た
同
日
長
尾
藩
の
伺
に
対
す
る
同
年
六
月
十
二
日
の
太
政
官
の
指
令
に

「
式
内
并
国
史
現
在
ノ
神
社
」
と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
明
治
三
十
年
代
以
前
に
所
定

さ
れ
た
「
府
県
郷
村
社
格
内
規
」
の
第
一
条
中
に
「
延
喜
式
若
ク
ハ
六
国
史
所
載
ノ

神
社

（
（
（

」
と
見
え
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
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　ま
た
近
藤
喜
博
も
「
国
史
現
在
社
の
呼
称
の
初
見
は
何
か
」
と
求
め
、「
管
見
に

よ
れ
ば
明
治
年
間
に
入
っ
て
か
ら

（
（
（

」
と
述
べ
、
明
治
七
年
六
月
二
十
九
日
に
、
教
部

大
輔
宍
戸
璣
の
名
で
出
し
た
達
書
第
二
十
八
号
に
「
国
史
見
在
ノ
神
社
」
と
あ
る
の

を
証
拠
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

　確
か
に
両
先
学
が
述
べ
る
よ
う
に
、
国
史
見
在
社
・
国
史
現
在
社
、
あ
る
い
は
国

史
見
在
社
ノ
諸
社
・
国
史
現
在
ノ
神
社
・
六
国
史
所
載
ノ
神
社
な
ど
と
い
う
用
語
に

限
定
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
明
治
以
後
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
「
六
国
史
に
見
在
す
る
式
内
社
以
外
の
神
社
」
と
の
定
義
に
基
づ
い
て
、
そ
の

よ
う
な
神
社
の
用
語
を
た
ず
ね
る
と
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
前
期
に
ま
で
遡

る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　そ
れ
は
『
加
能
越
式
内
等
旧
社
記
』（
一
冊
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵

（
（
（

）
の
中
に
見
ら

れ
る
国
史
記
載
社
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
に
い
う
国
史
見
在
社
を
意
味
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
少
し
詳
し
く
本
書
の
成
立
や
内
容
等
に

つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　ま
ず
本
書
の
成
立
を
み
る
と
、
末
尾
に
、

　
　原

本
奥
書

　
　
　
　承

応
弐
年
癸
巳
閏
六
月
廿
六
日
書
写
之
畢

　同
廿
七
日
校
合
了

　
　右

旧
社
記
三
巻
以
白
山
長
吏
所
蔵
之
古
写
本
謄
写
之
加
一
校
畢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　柹

園

　紀

　良
見

と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
奥
書
か
ら
本
書
は
加
賀
国
一
宮
の
白
山
咩
神
社
の
長
吏
が
所

蔵
す
る
古
写
本
で
あ
り
、
そ
れ
は
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
閏
六
月
二
十
六
日
に
書

写
し
、
さ
ら
に
同
月
二
十
七
日
校
合
し
た
も
の
を
柹
園
紀
良
見
（
森
田
平
次

（
（
（

）
が
謄

写
し
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
著
者
不
詳
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
前
期
の
承
応
二
年
に
成

立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　つ
ぎ
に
内
容
は
、
加
賀
・
能
登
・
越
中
の
式
内
社
と
国
史
見
在
社
お
よ
び
式
外
の

古
社
を
、
郡
毎
に
載
せ
、
鎮
座
地
・
祭
神
・
社
名
・
由
緒
等
を
記
し
て
あ
り
、
問
題

の
国
史
記
載
社
（
国
史
見
在
社
）
に
視
点
を
移
す
と
、
加
賀
国
で
は
江
沼
郡
二
社
、

加
賀
郡
一
社
、
能
登
国
は
な
く

（
（
（

、
越
中
国
で
は
礪
波
郡
一
社
、
射
水
郡
三
社

（
（
（

、
婦
負

郡
一
社
が
見
え
る
。

　そ
こ
で
、
具
体
的
に
加
賀
国
江
沼
郡
の
分
で
み
る
と
、
御
木
神
社
に
は
「
式
内
一

座
」
と
記
す
が
、
治
田
若
御
子
神
社
に
は
「
国
史
記
載
社
也
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
山

代
大
堰
神
社
に
も
「
国
史
記
載
社
也
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
史
記
載
社

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　ま
た
、伴
信
友
の
『
神
名
帳
考
証
』
に
は
「
式
外
旧
社
」、文
化
九
年
（
一
八
一
二
）

二
月
に
成
稿
し
た
吉
野
重
泰
の
『
式
外
神
名
考
』
に
は
「
式
外
神
名
」、
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
仲
冬
に
成
稿
し
た
平
経
惟
の
『
国
史
神
名
考
』
に
は
「
国
史
神
名
」

と
あ
り
、
本
文
中
で
は
式
内
社
を
「
官
社
」、
国
史
見
在
社
を
「
国
社
」
と
記
し
て

い
る
。
さ
ら
に
松
岡
調
の
『
式
外
官
社
録
』
は
「
式
外
」、鈴
鹿
連
胤
の
『
神
社
覈
録
』

に
は
「
式
外
社
」、
栗
田
寛
の
『
神
祇
志
料
』
に
は
「
式
外
諸
神
」
と
い
う
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
以
前
は
、
国
史
見
在
社
の
こ
と
を
、
式
外
旧
社
・
式
外

神
名
・
国
史
神
名
・
国
社
・
式
外
・
式
外
社
・
式
外
諸
神
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
、
国
史
見
在
社
ノ
諸
社
・
国
史
現
在
ノ
神

社
・
六
国
史
所
載
ノ
神
社
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
整
理
さ
れ
て
、
現

在
、
一
般
的
に
い
う
国
史
見
在
社
・
国
史
現
在
社
・
国
史
所
載
社
な
ど
と
い
う
語
に

定
着
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
程
の
な
か
で
、
は
や
く
江
戸
時
代
前
期
に
お

い
て
国
史
記
載
社
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
の
で

あ
る
。
な
お
、
今
後
と
も
名
称
の
変
遷
に
関
す
る
詳
し
い
調
査
研
究
が
俟
た
れ
る
の

で
あ
る
。

国
史
見
在
社
の
意
義

　律
令
時
代
の
神
社
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
代
表
的
な
古
社
の
解
明
に
は
、
少
な
く

と
も
式
内
社
・
国
史
見
在
社
・
国
内
神
名
帳
社
（
国
帳
社
）
の
確
か
で
豊
富
な
史
料
・

資
料
が
必
要
で
あ
る
。
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　こ
の
う
ち
最
初
の
式
内
社
は
『
延
喜
式
』
巻
九
・
巻
十
所
収
の
『
神
名
帳
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
天
神
地
祇
二
千
八
百
六
十
一
社
、
三
千
百
三
十
二
座
の
こ
と
で
、
こ

れ
ら
の
調
査･

研
究
は
江
戸
時
代
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
す
で
に
膨
大

な
調
査
報
告
書
も
刊
行
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。

　そ
れ
に
比
べ
て
、
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
国
史
見
在
社
は
、
式
内
社
と
同
等
の
歴
史

や
由
緒
、
そ
し
て
価
値
を
も
つ
古
社
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
確
か
な
社
数
も
把
捉

さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
地
の
現
地
調
査
や
神
社
の
比
定
も
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

　最
後
の
国
内
神
名
帳
社
も
、
国
史
見
在
社
と
同
じ
よ
う
に
調
査
や
研
究
は
進
ん
で

い
な
い
。
国
内
神
名
帳
の
な
か
に
は
、
式
内
社
や
国
史
見
在
社
も
記
載
さ
て
い
る
の

で
、
こ
の
神
名
帳
社
は
諸
国
の
神
社
を
把
捉
す
る
た
め
の
根
本
史
料
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
存
す
る
も
の
は
、
日
本
六
十
六
カ
国
の
う
ち
の
二
十
二
カ
国
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る

（
（
（

。
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
残
る
四
十
四
カ
国
の
国
内
神
名
帳
が
見
出
さ
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
、
国
史
見
在
社
が
官
撰
の
正
史
で
あ
る
六
国
史
に
記
載
さ
れ
た
理
由
を

た
ず
ね
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
神
階
叙
位
で
あ
る
。
つ
い
で
奉
幣
・
霊
験
な
ど
で

あ
り
、
ほ
か
に
祭
祀
・
大
祓
・
遷
座
・
寄
進
・
祈
請
・
社
殿
の
造
営
な
ど
の
記
事
も

見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
事
由
で
官
社
に
列
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
換
言
す
れ

ば
、
延
喜
式
神
名
帳
に
登
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
詳
し
く
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
国
史
見
在
社
の

特
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
説
に
神
仏
習
合
が
著
し

い
神
社
だ
か
ら
と
か
、
創
祀
の
年
代
が
新
し
い
な
ど
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　そ
れ
は
と
も
か
く
、
国
史
見
在
社
の
も
つ
価
値
や
重
要
さ
は
、
式
内
社
と
同
等
な

い
し
そ
れ
に
次
ぐ
位
置
に
あ
り
、な
か
に
は
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
や
大
原
野
神
社
、

あ
る
い
は
福
岡
の
香
椎
宮
な
ど
の
よ
う
に
国
家
や
朝
廷
か
ら
奉
幣
を
う
け
、
社
格
の

高
い
神
社
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
史
見
在
社
は
わ
が
国
の
代
表
的
な
古

社
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
総
数
さ
え
も
確
定
し
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

国
史
見
在
社
の
総
数

　そ
う
は
い
う
も
の
の
国
史
見
在
社
の
総
数
は
、
三
百
九
十
一
社
と
か
四
百
六
十
一

社
と
か
、
あ
る
い
は
四
百
四
十
七
社
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
総
数
が

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
六
国
史
以
外
か
ら
採
択
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま

た
六
国
史
か
ら
の
採
択
で
も
、
そ
の
仕
方
や
社
の
数
え
方
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。　ち

な
み
に
、近
藤
喜
博
は
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
の
「
覚
書
」
の
な
か
で
、

前
記
し
た
文
政
九
年
仲
冬
成
稿
の
平
経
惟
編
『
国
史
神
名
考
』（
近
藤
は
天
理
大
学

吉
田
文
庫
蔵
、
写
本
、
五
巻
一
册
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
稿
本
が
大
阪
府
立

中
之
島
図
書
館
に
、
写
本
が
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
）
の
巻
末
に
、

宮
中
京
中

　官
社
三
十
三
座

　
　
　国

社
七
十
二
座

畿
内
神

　
　官

社
百
九
十
三
座

　
　国

社
八
十
座

東
海
道

　
　官

社
百
十
五
座

　
　
　国

社
六
十
七
座

東
山
道

　
　官

社
八
十
九
座

　
　
　国

社
九
十
六
座

北
陸
道

　
　官

社
三
十
五
座

　
　
　国

社
二
十
九
座

山
陰
道

　
　官

社
六
十
九
座

　
　
　国

社
四
十
七
座

山
陽
道

　
　官

社
三
十
座

　
　
　
　国

社
三
十
九
座

南
海
道

　
　官

社
五
十
二
座

　
　
　国

社
五
十
一
座

西
海
道

　
　官

社
六
十
六
座

　
　
　国

社
五
十
二
座

総
計

　但
シ
不
数
宮
中
京
中

官
社
合

　六
百
四
十
七
社

国
社
合

　四
百
六
十
一
社

と
あ
る
の
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
国
社
（
国
史
見
在
社
）
の
総
数
を
四
百
六
十
一

社
と
す
る
が
、こ
れ
は
六
国
史
以
外
か
ら
採
択
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
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　こ
の
う
ち
最
初
の
式
内
社
は
『
延
喜
式
』
巻
九
・
巻
十
所
収
の
『
神
名
帳
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
天
神
地
祇
二
千
八
百
六
十
一
社
、
三
千
百
三
十
二
座
の
こ
と
で
、
こ

れ
ら
の
調
査･

研
究
は
江
戸
時
代
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
す
で
に
膨
大

な
調
査
報
告
書
も
刊
行
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。

　そ
れ
に
比
べ
て
、
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
国
史
見
在
社
は
、
式
内
社
と
同
等
の
歴
史

や
由
緒
、
そ
し
て
価
値
を
も
つ
古
社
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
確
か
な
社
数
も
把
捉

さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
地
の
現
地
調
査
や
神
社
の
比
定
も
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。

　最
後
の
国
内
神
名
帳
社
も
、
国
史
見
在
社
と
同
じ
よ
う
に
調
査
や
研
究
は
進
ん
で

い
な
い
。
国
内
神
名
帳
の
な
か
に
は
、
式
内
社
や
国
史
見
在
社
も
記
載
さ
て
い
る
の

で
、
こ
の
神
名
帳
社
は
諸
国
の
神
社
を
把
捉
す
る
た
め
の
根
本
史
料
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
存
す
る
も
の
は
、
日
本
六
十
六
カ
国
の
う
ち
の
二
十
二
カ
国
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る

（
（
（

。
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
、
残
る
四
十
四
カ
国
の
国
内
神
名
帳
が
見
出
さ
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　と
こ
ろ
で
、
国
史
見
在
社
が
官
撰
の
正
史
で
あ
る
六
国
史
に
記
載
さ
れ
た
理
由
を

た
ず
ね
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
神
階
叙
位
で
あ
る
。
つ
い
で
奉
幣
・
霊
験
な
ど
で

あ
り
、
ほ
か
に
祭
祀
・
大
祓
・
遷
座
・
寄
進
・
祈
請
・
社
殿
の
造
営
な
ど
の
記
事
も

見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
事
由
で
官
社
に
列
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、
換
言
す
れ

ば
、
延
喜
式
神
名
帳
に
登
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
詳
し
く
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
国
史
見
在
社
の

特
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
説
に
神
仏
習
合
が
著
し

い
神
社
だ
か
ら
と
か
、
創
祀
の
年
代
が
新
し
い
な
ど
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　そ
れ
は
と
も
か
く
、
国
史
見
在
社
の
も
つ
価
値
や
重
要
さ
は
、
式
内
社
と
同
等
な

い
し
そ
れ
に
次
ぐ
位
置
に
あ
り
、な
か
に
は
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
や
大
原
野
神
社
、

あ
る
い
は
福
岡
の
香
椎
宮
な
ど
の
よ
う
に
国
家
や
朝
廷
か
ら
奉
幣
を
う
け
、
社
格
の

高
い
神
社
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
史
見
在
社
は
わ
が
国
の
代
表
的
な
古

社
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
総
数
さ
え
も
確
定
し
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

国
史
見
在
社
の
総
数

　そ
う
は
い
う
も
の
の
国
史
見
在
社
の
総
数
は
、
三
百
九
十
一
社
と
か
四
百
六
十
一

社
と
か
、
あ
る
い
は
四
百
四
十
七
社
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
総
数
が

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
六
国
史
以
外
か
ら
採
択
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま

た
六
国
史
か
ら
の
採
択
で
も
、
そ
の
仕
方
や
社
の
数
え
方
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。　ち

な
み
に
、近
藤
喜
博
は
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
の
「
覚
書
」
の
な
か
で
、

前
記
し
た
文
政
九
年
仲
冬
成
稿
の
平
経
惟
編
『
国
史
神
名
考
』（
近
藤
は
天
理
大
学

吉
田
文
庫
蔵
、
写
本
、
五
巻
一
册
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
稿
本
が
大
阪
府
立

中
之
島
図
書
館
に
、
写
本
が
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
）
の
巻
末
に
、

宮
中
京
中

　官
社
三
十
三
座

　
　
　国

社
七
十
二
座

畿
内
神

　
　官

社
百
九
十
三
座

　
　国

社
八
十
座

東
海
道

　
　官

社
百
十
五
座

　
　
　国

社
六
十
七
座

東
山
道

　
　官

社
八
十
九
座

　
　
　国

社
九
十
六
座

北
陸
道

　
　官

社
三
十
五
座

　
　
　国

社
二
十
九
座

山
陰
道

　
　官

社
六
十
九
座

　
　
　国

社
四
十
七
座

山
陽
道

　
　官

社
三
十
座

　
　
　
　国

社
三
十
九
座

南
海
道

　
　官

社
五
十
二
座

　
　
　国

社
五
十
一
座

西
海
道

　
　官

社
六
十
六
座

　
　
　国

社
五
十
二
座

総
計

　但
シ
不
数
宮
中
京
中

官
社
合

　六
百
四
十
七
社

国
社
合

　四
百
六
十
一
社

と
あ
る
の
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
国
社
（
国
史
見
在
社
）
の
総
数
を
四
百
六
十
一

社
と
す
る
が
、こ
れ
は
六
国
史
以
外
か
ら
採
択
し
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
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国
社
の
合
計
を
四
六
一
社
と
記
す
が
、
こ
れ
は
五
三
三
社
の
誤
り
で
あ
り
、
官
社
の

合
計
も
六
四
七
社
は
な
く
六
八
二
社
で
あ
る
。
現
在
の
事
典
・
辞
典
の
多
く
は
「
国

史
現
在
社
」
と
の
項
目
を
設
け
て
い
る
が
、そ
の
総
数
に
つ
い
て
は
、い
ず
れ
も
、「
約

四
百
社
前
後
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
表
記
と
な
っ
て
い
る

（
（（
（

。

　な
お
、
全
国
六
十
八
ヶ
国
中
で
、
志
摩
・
参
河
・
伊
豆
・
相
模
・
安
房
・
越
後
・

備
前
・
大
隈
の
八
ヶ
国
に
は
国
史
見
在
社
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が

梅
田
義
彦
は
備
前
に
も
国
史
見
在
社
が
存
在
す
る
と
し
て
、
見
上
神
と
真
賀
山
神
の

二
神
を
掲
げ
、
こ
れ
ら
の
神
階
授
位
の
記
事
が
『
三
代
実
録
』
巻
十
一
清
和
天
皇
貞

観
七
年
七
月
乙
巳
（
二
十
六
日
）
の
条
に
見
え
る
と
し
て
い
る

（
（（
（

。
そ
こ
で
同
条
を
見

る
と
「
備
前
国
正
六
位
上
神
根
神
。
壱
岐
嶋
正
六
位
上
見
上
神
。
真
賀
山
神
等
並
従

五
位
下
」
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
上
神
と
真
賀
山
神
は
備
前
で
な
く
、
壱

岐
嶋
に
所
在
す
る
神
祇
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
梅
田
の
誤
記
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
も
、
見
上
神
は
壱
岐
の
、
神
根
神
は
備
前
の
式
内
社
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

今
の
と
こ
ろ
備
前
も
国
史
見
在
社
は
存
在
し
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
な
判
断
と
考
え

て
い
る
。

註（
（
）

　『
神
道
大
辞
典
』（
昭
和
十
四
年
六
月
、
平
凡
社
）
に
「
ま
た
こ
れ
を
国
史
所
載
社
と
も
い
ふ
」

と
あ
り
、『
神
道
事
典
』（
平
成
六
年
七
月
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
）
に
も
「
国
史
見

在
社
、
国
史
所
載
社
と
も
い
う
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
国
史
現
在
社
」
の
項
目
中
。

（
（
）

　梅
田
義
彦「
国
史
見
在
社
考
」（『
神
祇
制
度
史
の
基
礎
的
研
究
』所
収
、昭
和
三
十
九
年
三
月
）。

（
（
）

　近
藤
喜
博
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』（
昭
和
五
十
年
二
月
、
私
家
版
）。

（
（
）

　本
書
は
、
明
治
四
十
一
年
十
二
月
に
『
神
祇
全
書
』
第
五
輯
に
収
録
さ
れ
、
つ
い
で
昭
和

六
十
二
年
十
二
月
に『
神
道
大
系
』神
社
編（
若
狭
・
越
前
・
加
賀
・
能
登
国
）に
収
録
さ
れ
た
。

（
（
）

　柹
園
紀
良
見
は
加
賀
藩
藩
主
前
田
家
の
家
史
編
纂
に
従
事
し
た
森
田
平
次
の
こ
と
。
柹
園
は

号
、
紀
は
本
姓
、
良
見
は
諱
で
あ
る
。
明
治
四
十
一
年
に
八
十
六
歳
で
没
し
た
。

（
（
）

　梅
田
・
近
藤
と
も
に
、
能
登
で
は
高
倉
彦
神
を
掲
げ
て
い
る
。

（
（
）

　本
書
で
は
越
中
国
射
水
郡
の
分
に
「
垂
比
咩
神
社
、
国
史
記
載
社
」
を
掲
げ
る
が
、
こ
の
神

社
は
『
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
六
月
二
十
三
日
壬
午
の
条
に
見
え
る
「
加
賀
国
正
六
位
上
（
中

略
）
垂
比
咩
神
、
並
従
五
位
下
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
）

　例
え
ば
、『
式
内
社
調
査
報
告
』
全
二
十
五
巻
（
式
内
社
研
究
会
編
）
が
あ
る
。

（
（
）

　詳
し
く
は
、
三
橋
健
『
国
内
神
名
帳
の
研
究
』
論
説
編
・
資
料
編
（
平
成
十
一
年
五
月
）
を

参
照
。

（
（0
）

　梅
田
義
彦
は
「
国
史
見
在
社
考
」
で
「
宮
中
、
京
中
、
お
よ
び
山
城
国
以
下
六
十
一
箇
国
を

通
じ
て
見
在
社
は
す
べ
て
三
百
九
十
一
箇
所
に
達
す
る
」
と
記
す
が
、
す
ぐ
後
の
事
由
に
つ
い

て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
授
位
四
〇
七
、
奉
告
六
、
奉
幣
一
三
、
祭
祀
八
、
神
領
奉
寄
一
、
寄

進
一
、
祈
請
七
、
鎮
祭
三
、
霊
験
発
揚
二
、
神
崇
一
、
そ
の
他
三
、
合
計
四
五
八
社
と
記
し
て

い
る
。
こ
れ
は
合
計
四
五
八
で
な
く
四
五
二
で
あ
り
、
し
か
も
前
記
の
三
九
一
社
と
も
相
違
し

て
お
り
、
記
述
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
恐
ら
く
『
世
界
宗
教
大
事
典
』「
し
ん
と
う
（
神
道
）」

の
項
に
「
式
内
社
以
外
で
六
国
史
に
そ
の
名
を
記
さ
れ
て
い
る
三
九
一
社
の
神
社
を
、〈
国
史

現
在
社
〉
と
呼
ん
で
、式
内
社
に
つ
ぐ
も
の
と
し
た
」
と
記
す
の
は
梅
田
の
「
国
史
見
在
社
考
」

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
近
藤
善
博
の
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
に
は
「
国
史

現
在
社
の
数
、『
国
史
神
名
考
』
に
示
さ
れ
た
式
外
国
社
の
総
数
は
四
六
一
社
と
し
、『
式
外
官

社
名
帳
』（
旧
熱
田
文
庫
本
、
角
田
忠
行
書
写
）
は
「
社
四
四
七
所
」
と
し
て
、
相
互
に
総
数

を
異
に
す
る
」
と
記
し
、
さ
ら
に
「
私
の
稿
本
国
史
現
在
帳
も
、
そ
の
数
え
方
に
は
難
渋
す
る

場
合
な
し
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
大
要
四
〇
〇
余
社
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い

る
。
最
近
の
『
神
道
史
大
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
）「
国
史
見
在
社
」
の
解
説
に
も
「
約
四
百
社

前
後
を
数
え
る
」
と
記
し
て
い
る
。

（
（（
）

　詳
し
く
は
、
梅
田
義
彦
「
国
史
見
在
社
考
」
を
参
照
。
な
お
、『
神
道
史
大
辞
典
』「
国
史
見

在
社
」
の
解
説
に
「
志
摩
・
三
河
・
伊
豆
・
相
模
・
安
房
・
越
後
・
大
隈
を
除
い
た
全
国
に
所

在
し
」
と
す
る
の
も
、
梅
田
説
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
備
前
に
も
国
史
見
在
社

は
見
出
せ
な
い
か
ら
、
上
記
の
国
史
見
在
社
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
諸
国
の
中
に
備
前
を

加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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神
名

天
皇

年
月
日

事
項

事
由

出
典
・
頁

庭
火
御
竈
神

庭
火
皇
神

庭
火
神

聖
武

文
徳　

　

清
和

陽
成

天
平
三
・
正
・
二
十
六
乙
亥

齋
衡
二
・
十
二
・
朔
丙
子

天
安
元
・
四
・
六
癸
酉

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

貞
観
九
・
正
・
二
十
六
丁
卯

元
慶
二
・
七
・
八
辛
丑

神
祇
官
奏
。
庭
火
御
竈
。
四
時
祭
祀
。
永
為
二
常
例
一
。

内
膳
司
。
庭
火
皇
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

内
膳
司
。
忌
火
。
庭
火
皇4（
據
齋
衡
二
年
十
二
月
紀
補
）神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

内
膳
司
。
従
五
位
下
。
庭
火
皇
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
。

授
二
内
膳
司
。
従
五
位
上
。
庭
火
皇
神
。
従
四
位
下
一
。

授
二
内
膳
司
。
従
四
位
下
。
庭
火
神
。
従
四
位
上
一
。

祭
祀

授
位

授
位

授
位

授
位

授
位

続
紀
十
一
・
一
二
五

文
実
七
・
七
七

文
実
九
・
九
七

三
実
二
・
一
七

三
実
十
四
・
二
一
〇

三
実
三
十
四
・
四
三
三

齋
火
武
主
比
命
神

文
徳

清
和

齋
衡
二
・
十
二
・
朔
丙
子

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

大
炊
寮
（
中
略
）齋
火
武
主
比
命
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

大
炊
寮
（
中
略
）齋
火
武
主
比
命
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

文
実
七
・
七
七

三
実
二
・
一
七

酒
甕
神

甕
神

文
徳

清
和

齋
衡
三
・
九
・
十
一
辛
亥

貞
観
八
・
十
一
・
朔
壬
寅

造
酒
司
。酒
甕
神
。従
五
位
下
。大
邑
刀
自
。小
邑
刀
自
神
。等
。並
預
二
春
秋
祭
一
。

造
酒
司
。従
五
位
下
。次
邑
刀
自
甕
神
。准
二
大
邑
刀
自
。小
邑
刀
自
。甕
神
。等
一
。

預
二
春
秋
二
季
祭
一
。

祭
祀

祭
祀

文
実
八
・
八
四

三
実
十
三
・
二
〇
二

大
邑
刀
自
神

文
徳

清
和

齋
衡
三
・
九
・
十
一
辛
亥

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

貞
観
八
・
十
一
・
朔
壬
寅

造
酒
司
。酒
甕
神
。従
五
位
下
。大
邑
刀
自
。小
邑
刀
自
神
。等
。並
預
二
春
秋
祭
一
。

造
酒
司
。
従
五
位
下
。
大
戸
自
神
。
等
。
並
従
五
位
上
。

造
酒
司
。
従
五
位
下
。
次
邑
刀
自
甕
神
。
准
二
。
大
邑4

（
原
作
色
、
今
従
御
イ

本
、

下
同
）
刀
自
。
小
邑
刀
自
。
甕
神
。
等
一
。
預
二
春
秋
二
季
祭
一
。

祭
祀

授
位

祭
祀

文
実
八
・
八
四

三
実
二
・
一
七

三
実
十
三
・
二
〇
二

国
史
見
在
社
表
覧

宮
中

　宮
中
（
七
所
）

　
　
　凡

　例

一

　宮
中
・
京
中
・
五
畿
内
七
道
諸
国
に
所
在
す
る
国
史
見
在
社
を
、
国
別
に
年
次
を
追
っ
て
表
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

二

　出
典
の
六
国
史
は
す
べ
て
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
」
を
用
い
、
巻
数
・
頁
数
を
示
し
た
。

三

　事
項
は
、
便
宜
の
た
め
、
必
要
以
上
に
読
点
を
付
し
た
。
な
お
、「
国
史
大
系
本
」
の
校
注
で
必
要
な
も
の
は
、
そ
の
文
字
の
右
脇
に
・
印
を
付
し
て
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
が
、
諸
異
本
の

略
称
は
煩
雑
に
な
る
の
で
掲
げ
な
か
っ
た
。
詳
し
く
は
各
書
の
凡
例
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

四

　六
国
史
の
書
名
に
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
た
。
日
本
書
紀
＝
書
紀
上
下
・
続
日
本
紀
＝
続
紀
・
日
本
後
紀
＝
後
紀
・
続
日
本
後
紀
＝
続
後
紀
・
日
本
文
徳
天
皇
実
録
＝
文
実
・
日
本
三
代

実
録
＝
三
実
。

五

　備
考
に
用
い
た
主
な
参
考
文
献
は
、
鈴
鹿
連
胤
『
神
社
覈
録
』・
栗
田
寛
『
神
祇
志
料
』・
梅
田
義
彦
「
国
史
見
在
社
考
」・
近
藤
善
博
『
稿
本
国
史
現
在
社
神
名
帳
』（「
国
史
現
在
社
神
名
帳
」

と
略
称
）
な
ど
で
あ
る
。
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田
村
後
宮
今
木
大
神

桓
武

延
暦
元
・
十
一
・
十
九
丁
酉

叙
二
。
田
村
後
宮
今
木
大
神
。
従
四
位
上
一
。

授
位

続
紀
三
十
七
・
四
八
八

田
心
姫
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
三
十
丙
辰

貞
観
六
・
十
・
十
一
甲
子

太
政
大
臣
。
東
京
一
條
第
。
従
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
授
二
正
二
位
一
。

坐
二
太
政
大
臣
。
東
京
第4（
據
上
文
貞
観
元
年
二
月
紀
補
）一
。
正
二
位
。
勲
八
等
。

田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市
杵
嶋
姫
神
。
並
進
二
階
級
一
。
加
二
従
一
位
一
。

授
位

授
位

三
実
二
・
二
一
～
二
二

三
実
九
・
一
四
一
～
一
四
二

湍
津
姫
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
三
十
丙
辰

貞
観
六
・
十
・
十
一
甲
子

太
政
大
臣
。
東
京
一
條
第
。
従
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍4

（
原
作
崎
、
據

印
本
改
、
下
同
）津
姫
神
。
市
杵
嶋
姫
神
。
並
授
二
正
二
位
一
。

坐
二
太
政
大
臣
。
東
京
第
一
。
正
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
進
二
階
級
一
。
加
二
従
一
位
一
。

授
位

授
位

三
実
二
・
二
一
～
二
二

三
実
九
・
一
四
一
～
一
四
二

市
杵
嶋
姫
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
三
十
丙
辰

貞
観
六
・
十
・
十
一
甲
子

太
政
大
臣
。
東
京
一
條
第
。
従
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
授
二
正
二
位
一
。

坐
二
太
政
大
臣
。
東
京
第
一
。
正
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
進
二
階
級
一
。
加
二
従
一
位
一

授
位

授
位

三
実
二
・
二
一
～
二
二

三
実
九
・
一
四
一
～
一
四
二

木
枯
神

清
和

貞
観
四
・
四
・
二
十
四
壬
戌

授
二
皇
太
后
宮
。
无
位
。
木
枯
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
六
・
九
二

黒
山
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
鋳
銭
司
。
正
六
位
。
上
黒
山
神
。
火
山
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

火
山
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
鋳
銭
司
。
正
六
位
。
上
黒
山
神
。
火
山
神

4

4

4

（
御
本
作
大
神
、
類
史
作
大
山
神
）。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

東
一
條
隅
神

陽
成

元
慶
元
・
四
・
十
三
甲
申

頒
二
幣
。
梅
宮
。
木
嶋
。
貴
布
祢
。
故
太
政
大
臣
。
東
一
條
隅
神
一
。

班
幣

三
実
三
十
一
・
四
〇
二

生
馬
神

陽
成

元
慶
三
・
二
・
四
甲
子

授
二
左
馬
寮
。
无
位
。
生
馬
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
五
・
四
四
六

宮
中

　京
中
（
十
一
所
）

小
邑
刀
自
神

文
徳

清
和

齋
衡
三
・
九
・
十
一
辛
亥

貞
観
八
・
十
一
・
朔
壬
寅

造
酒
司
。酒
甕
神
。従
五
位
下
。大
邑
刀
自
。小
邑
刀
自
神
。等
。並
預
二
春
秋
祭
一
。

造
酒
司
。
従
五
位
下
。
次
邑
刀
自
甕
神
。
准
二
。
大
邑
刀
自
。
小
邑4

刀
自
。
甕
神
。

等
一
。
預
二
春
秋
二
季
祭
。一

祭
祀

祭
祀

文
実
八
・
八
四

三
実
十
三
・
二
〇
二

忌
火
神

文
徳

天
安
元
・
四
・
六
癸
酉

内
膳
司
。
忌
火
。
庭
火
皇
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
九
・
九
七

次
邑
刀
自
甕
神

清
和

貞
観
八
・
十
一
・
朔
壬
寅

造
酒
司
。
従
五
位
下
。
次
邑4

刀
自
甕
神
。
准
二
。
大
邑
刀
自
。
小
邑
刀
自
。
甕
神
。

等
一
。
預
二
春
秋
二
季
祭
一
。

祭
祀

三
実
十
三
・
二
〇
二

（
備
考
）『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』
に
は
『
三
実
』
貞
観
元
年
正
月
廿
七
日
甲
申
の
条
（
一
七
頁
）
に
み
え
る
「
无
位
。
酒
殿
神
。
従
五
位
下
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
の
神
は
『
延
喜
式
神
名
帳
』
宮
中
の
神
三
十
六
座
の
造
酒
司
に
坐
す
神
六
座
の
中
の
「
酒
殿
神
二
座
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
掲
げ
な
い
こ
と
に
し
た
。
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田
村
後
宮
今
木
大
神

桓
武

延
暦
元
・
十
一
・
十
九
丁
酉

叙
二
。
田
村
後
宮
今
木
大
神
。
従
四
位
上
一
。

授
位

続
紀
三
十
七
・
四
八
八

田
心
姫
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
三
十
丙
辰

貞
観
六
・
十
・
十
一
甲
子

太
政
大
臣
。
東
京
一
條
第
。
従
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
授
二
正
二
位
一
。

坐
二
太
政
大
臣
。
東
京
第4（
據
上
文
貞
観
元
年
二
月
紀
補
）一
。
正
二
位
。
勲
八
等
。

田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市
杵
嶋
姫
神
。
並
進
二
階
級
一
。
加
二
従
一
位
一
。

授
位

授
位

三
実
二
・
二
一
～
二
二

三
実
九
・
一
四
一
～
一
四
二

湍
津
姫
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
三
十
丙
辰

貞
観
六
・
十
・
十
一
甲
子

太
政
大
臣
。
東
京
一
條
第
。
従
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍4

（
原
作
崎
、
據

印
本
改
、
下
同
）津
姫
神
。
市
杵
嶋
姫
神
。
並
授
二
正
二
位
一
。

坐
二
太
政
大
臣
。
東
京
第
一
。
正
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
進
二
階
級
一
。
加
二
従
一
位
一
。

授
位

授
位

三
実
二
・
二
一
～
二
二

三
実
九
・
一
四
一
～
一
四
二

市
杵
嶋
姫
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
三
十
丙
辰

貞
観
六
・
十
・
十
一
甲
子

太
政
大
臣
。
東
京
一
條
第
。
従
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
授
二
正
二
位
一
。

坐
二
太
政
大
臣
。
東
京
第
一
。
正
二
位
。
勲
八
等
。
田
心
姫
神
。
湍
津
姫
神
。
市

杵
嶋
姫
神
。
並
進
二
階
級
一
。
加
二
従
一
位
一

授
位

授
位

三
実
二
・
二
一
～
二
二

三
実
九
・
一
四
一
～
一
四
二

木
枯
神

清
和

貞
観
四
・
四
・
二
十
四
壬
戌

授
二
皇
太
后
宮
。
无
位
。
木
枯
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
六
・
九
二

黒
山
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
鋳
銭
司
。
正
六
位
。
上
黒
山
神
。
火
山
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

火
山
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
鋳
銭
司
。
正
六
位
。
上
黒
山
神
。
火
山
神

4

4

4

（
御
本
作
大
神
、
類
史
作
大
山
神
）。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

東
一
條
隅
神

陽
成

元
慶
元
・
四
・
十
三
甲
申

頒
二
幣
。
梅
宮
。
木
嶋
。
貴
布
祢
。
故
太
政
大
臣
。
東
一
條
隅
神
一
。

班
幣

三
実
三
十
一
・
四
〇
二

生
馬
神

陽
成

元
慶
三
・
二
・
四
甲
子

授
二
左
馬
寮
。
无
位
。
生
馬
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
五
・
四
四
六

宮
中

　京
中
（
十
一
所
）

小
邑
刀
自
神

文
徳

清
和

齋
衡
三
・
九
・
十
一
辛
亥

貞
観
八
・
十
一
・
朔
壬
寅

造
酒
司
。酒
甕
神
。従
五
位
下
。大
邑
刀
自
。小
邑
刀
自
神
。等
。並
預
二
春
秋
祭
一
。

造
酒
司
。
従
五
位
下
。
次
邑
刀
自
甕
神
。
准
二
。
大
邑
刀
自
。
小
邑4

刀
自
。
甕
神
。

等
一
。
預
二
春
秋
二
季
祭
。一

祭
祀

祭
祀

文
実
八
・
八
四

三
実
十
三
・
二
〇
二

忌
火
神

文
徳

天
安
元
・
四
・
六
癸
酉

内
膳
司
。
忌
火
。
庭
火
皇
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
九
・
九
七

次
邑
刀
自
甕
神

清
和

貞
観
八
・
十
一
・
朔
壬
寅

造
酒
司
。
従
五
位
下
。
次
邑4

刀
自
甕
神
。
准
二
。
大
邑
刀
自
。
小
邑
刀
自
。
甕
神
。

等
一
。
預
二
春
秋
二
季
祭
一
。

祭
祀

三
実
十
三
・
二
〇
二

（
備
考
）『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』
に
は
『
三
実
』
貞
観
元
年
正
月
廿
七
日
甲
申
の
条
（
一
七
頁
）
に
み
え
る
「
无
位
。
酒
殿
神
。
従
五
位
下
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
の
神
は
『
延
喜
式
神
名
帳
』
宮
中
の
神
三
十
六
座
の
造
酒
司
に
坐
す
神
六
座
の
中
の
「
酒
殿
神
二
座
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
掲
げ
な
い
こ
と
に
し
た
。
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（
備
考
）『
三
実
』
貞
観
七
年
四
月
十
七
日
丁
卯
条
（
一
五
四
頁
）「
内
藏
頭
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
安
方
、向
二
太
政
大
臣
東
京
第
社
一
。
並
奉
二
楯
桙
御
鞍
等
一
、告
文
、同
二
石
清
水
一
。」

と
あ
り
、「
太
政
大
臣
東
京
第
社
」
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』『
神
社
覈
録
』
は
「
田
心
姫
神
・
湍
津
姫
神
・
市
杵
島
姫
神
」
を
祀
る
と
し
て
、
こ
の
三

神
を
一
括
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
三
神
を
別
々
と
す
べ
き
と
判
断
し
た
。

畿
内
　
山
城
国
（
十
八
所
）

堀
雷
氷
都
久
雷
湯
豆
波
和

氣
神

文
徳

仁
壽
元
・
八
・
三
壬
寅

授
二
山
城
國
。
堀
雷
氷
都4（
御
本
印
一
本
无
）久
雷
湯
豆
波
和
氣
神
。
従
五
位
下
一
。
授
位

文
実
三
・
三
〇

和
攴
神

清
和

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

従
五
位
下
。（
中
略
）木
嶋
天
照
御
魂
神
。
和
攴
神
。
並
正
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
一
七

天
野
夫
攴
賣
神

清
和

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

従
五
位
下
。（
中
略
）天
野
夫
攴
賣
神
。（
中
略
）鴨
川
合
神
等
。
並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
一
七

小
社
神

清
和

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

正
六
位
上
。
與
度
神
。（
中
略
）无
位
。
小
社
神
。
並
従
五
位
下
。

又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小コ

モ
リ社4（

恐
当
作
杜
、下
同
）。

五
神
。
奉
二
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。

授
位

奉
幣

三
実
二
・
一
七

三
実
十
八
・
二
七
九

大
川
原
國
津
神

清
和

貞
観
元
・
五
・
二
十
八
癸
未

山
城
國
。従
五
位
下
。大
川
原
國
津
神
。有
市
國
津
神
。正
六
位
上
。天
照
御
門
神
。

並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
三
一

有
市
國
津
神

清
和

貞
観
元
・
五
・
二
十
八
癸
未

山
城
國
。従
五
位
下
。大
川
原
國
津
神
。有
市
國
津
神
。正
六
位
上
。天
照
御
門
神
。

並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
三
一

天
照
御
門
神

清
和

貞
観
元
・
五
・
二
十
八
癸
未

山
城
國
。従
五
位
下
。大
川
原
國
津
神
。有
市
國
津
神
。正
六
位
上
。天
照
御
門
神
。

並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
三
一

大
原
野
社

清
和

貞
観
元
・
七
・
十
四
丁
卯

貞
観
元
・
十
一
・
十
三
甲
子

貞
観
二
・
二
・
十
辛
卯

貞
観
三
・
二
・
二
十
五
己
巳

貞
観
七
・
二
・
三
乙
卯

貞
観
七
・
四
・
十
七
丁
卯

貞
観
七
・
十
二
・
十
七
甲
子

貞
観
八
・
十
二
・
二
十
五
丙
申

貞
観
九
・
二
・
九
己
卯

遣
下
二
使
諸
社
一
。
奉
中
神
寶
幣
帛
上
。（
中
略
）従
五
位
下
行4（
原
作
守
、今
従
一
本
）。

主
殿
權
助
藤
原
朝
臣
水
谷
為
二
大
原
野
社
使
一
。

大
原
野
神
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

皇
太4

（
原
作
大
、
今
従
上
文
及
華
本
印
本
）后
向
二
大
原
野
神
社
一
奉
レ
幣
。

大
原
野
祭
。

勅
。
奉
レ
充
二
諸
明
神
。
神
田
一
。（
中
略
）大
原
野
神
。
五
段
。

勅
。
准
二
春
日
。
大
原
野
神
一
。
春
秋
二
祭
。
奉
幣
。
永
以
為
レ
例
。

詔
以
二
藤
原
朝
臣 

 

惠
子
一
。
為
二
春
日
。
并
大
原
野
神
。
齋
一
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

奉
幣

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

寄
進

奉
幣

斎
女

祭
祀

三
実
二
・
三
五

三
実
三
・
三
九

三
実
四
・
四
七

三
実
五
・
六
八

三
実
十
・
一
四
八

三
実
十
・
一
五
四

三
実
十
一
・
一
六
八

三
実
十
三
・
二
〇
六

三
実
十
四
・
二
一
〇

辰
巳
隅
神

陽
成

元
慶
三
・
閏
十
・
二
十
三
己
酉
授
二
織
部
司
。
正
六
位
上
。
辰
巳
隅
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
六
二

戌
亥
隅
神

陽
成

元
慶
三
・
閏
十
・
二
十
三
己
酉
授
二
織
部
司
。
正
六
位
上
。（
中
略
）戌
亥
隅
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
六
二
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（
備
考
）『
三
実
』
貞
観
七
年
四
月
十
七
日
丁
卯
条
（
一
五
四
頁
）「
内
藏
頭
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
安
方
、向
二
太
政
大
臣
東
京
第
社
一
。
並
奉
二
楯
桙
御
鞍
等
一
、告
文
、同
二
石
清
水
一
。」

と
あ
り
、「
太
政
大
臣
東
京
第
社
」
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』『
神
社
覈
録
』
は
「
田
心
姫
神
・
湍
津
姫
神
・
市
杵
島
姫
神
」
を
祀
る
と
し
て
、
こ
の
三

神
を
一
括
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
三
神
を
別
々
と
す
べ
き
と
判
断
し
た
。

畿
内
　
山
城
国
（
十
八
所
）

堀
雷
氷
都
久
雷
湯
豆
波
和

氣
神

文
徳

仁
壽
元
・
八
・
三
壬
寅

授
二
山
城
國
。
堀
雷
氷
都4（
御
本
印
一
本
无
）久
雷
湯
豆
波
和
氣
神
。
従
五
位
下
一
。
授
位

文
実
三
・
三
〇

和
攴
神

清
和

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

従
五
位
下
。（
中
略
）木
嶋
天
照
御
魂
神
。
和
攴
神
。
並
正
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
一
七

天
野
夫
攴
賣
神

清
和

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

従
五
位
下
。（
中
略
）天
野
夫
攴
賣
神
。（
中
略
）鴨
川
合
神
等
。
並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
一
七

小
社
神

清
和

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

正
六
位
上
。
與
度
神
。（
中
略
）无
位
。
小
社
神
。
並
従
五
位
下
。

又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小コ

モ
リ社4（

恐
当
作
杜
、下
同
）。

五
神
。
奉
二
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。

授
位

奉
幣

三
実
二
・
一
七

三
実
十
八
・
二
七
九

大
川
原
國
津
神

清
和

貞
観
元
・
五
・
二
十
八
癸
未

山
城
國
。従
五
位
下
。大
川
原
國
津
神
。有
市
國
津
神
。正
六
位
上
。天
照
御
門
神
。

並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
三
一

有
市
國
津
神

清
和

貞
観
元
・
五
・
二
十
八
癸
未

山
城
國
。従
五
位
下
。大
川
原
國
津
神
。有
市
國
津
神
。正
六
位
上
。天
照
御
門
神
。

並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
三
一

天
照
御
門
神

清
和

貞
観
元
・
五
・
二
十
八
癸
未

山
城
國
。従
五
位
下
。大
川
原
國
津
神
。有
市
國
津
神
。正
六
位
上
。天
照
御
門
神
。

並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
三
一

大
原
野
社

清
和

貞
観
元
・
七
・
十
四
丁
卯

貞
観
元
・
十
一
・
十
三
甲
子

貞
観
二
・
二
・
十
辛
卯

貞
観
三
・
二
・
二
十
五
己
巳

貞
観
七
・
二
・
三
乙
卯

貞
観
七
・
四
・
十
七
丁
卯

貞
観
七
・
十
二
・
十
七
甲
子

貞
観
八
・
十
二
・
二
十
五
丙
申

貞
観
九
・
二
・
九
己
卯

遣
下
二
使
諸
社
一
。
奉
中
神
寶
幣
帛
上
。（
中
略
）従
五
位
下
行4（
原
作
守
、今
従
一
本
）。

主
殿
權
助
藤
原
朝
臣
水
谷
為
二
大
原
野
社
使
一
。

大
原
野
神
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

皇
太4

（
原
作
大
、
今
従
上
文
及
華
本
印
本
）后
向
二
大
原
野
神
社
一
奉
レ
幣
。

大
原
野
祭
。

勅
。
奉
レ
充
二
諸
明
神
。
神
田
一
。（
中
略
）大
原
野
神
。
五
段
。

勅
。
准
二
春
日
。
大
原
野
神
一
。
春
秋
二
祭
。
奉
幣
。
永
以
為
レ
例
。

詔
以
二
藤
原
朝
臣 

 

惠
子
一
。
為
二
春
日
。
并
大
原
野
神
。
齋
一
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

奉
幣

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

寄
進

奉
幣

斎
女

祭
祀

三
実
二
・
三
五

三
実
三
・
三
九

三
実
四
・
四
七

三
実
五
・
六
八

三
実
十
・
一
四
八

三
実
十
・
一
五
四

三
実
十
一
・
一
六
八

三
実
十
三
・
二
〇
六

三
実
十
四
・
二
一
〇

辰
巳
隅
神

陽
成

元
慶
三
・
閏
十
・
二
十
三
己
酉
授
二
織
部
司
。
正
六
位
上
。
辰
巳
隅
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
六
二

戌
亥
隅
神

陽
成

元
慶
三
・
閏
十
・
二
十
三
己
酉
授
二
織
部
司
。
正
六
位
上
。（
中
略
）戌
亥
隅
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
六
二
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陽
成

光
孝

貞
観
十
・
十
一
・
二
十
三
壬
子

貞
観
十
一
・
二
・
三
辛
卯

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
九
辛
卯

貞
観
十
四
・
三
・
二
十
三
癸
巳

貞
観
十
五
・
十
・
六
丁
酉

貞
観
十
六
・
正
・
二
十
九
庚
寅

貞
観
十
六
・
二
・
朔
辛
卯

貞
観
十
六
・
十
一
・
十
六
辛
丑

貞
観
十
七
・
二
・
朔
乙
卯

貞
観
十
七
・
六
・
八
己
未

貞
観
十
八
・
二
・
七
乙
卯

貞
観
十
八
・
十
一
・
十
五
戊
子

元
慶
元
・
七
・
十
九
戊
午

元
慶
二
・
三
・
九
乙
巳

元
慶
三
・
二
・
七
丁
卯

元
慶
三
・
十
一
・
二
十
一
丙
子

元
慶
四
・
二
・
五
己
丑

元
慶
四
・
十
一
・
十
四
甲
子

元
慶
七
・
二
・
六
癸
卯

元
慶
八
・
二
・
十
二
癸
卯

元
慶
八
・
十
一
・
十
九
丙
子

仁
和
元
・
九
・
二
十
二
癸
卯

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

分
二
遣
使
者
諸
社
一
。
奉
二
鋳
銭
司
及
葛
野
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。（
中
略
）大
原
野
社

使
。
主
水
正
正
六
位
上
。
大
中
臣
朝
臣
鹿
主
。

又
平
野
。
春
日
。
梅
宮
。
大
原
野
等
祭
。
並
随
二
停
止
一
。
以
二
太
皇
大
后
崩
一
也
。

分
二
遣
使
者
諸
神
社
一
。
奉
幣
。（
中
略
）参
議
右
大
弁
従
四
位
上
兼
行
。
讃
岐
權

守
藤
原
朝
臣
家
宗
為
二
大
原
野
社
使
一
。

遣
下
二
使
於
賀
茂
。
松
尾
。
平
野
。
大
原
野
一
奉
上
レ
幣
。

應
レ
祠
二
祈
年
。
大
原
野
。
春
日
等
神
一
。
仍
是
日
。
大
二
秡
於
建
禮
門
前
一
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
。（
中
略
）鎮
魂
等
諸
祭
。皆
従
二
停
廢
一
。
大
二
祓
於
建
禮
門
前
一
。

停
二
大
原
野
祭
一
。

遣
二
左
衞
門
佐
従
五
位
上
。
藤
原
朝
臣
利
基
。
於
山
城
國
。
大
原
野
神
社
一
。

停
二
大
野
祭
一
。
以
三
大
膳
職
觸
二
死
穢
一
也
。
大
二
秡
於
建
禮
門
前
一
。
承
前
之
例
。

有
二
事
故
一
停
二
。
春
日
。
大
原
野
祭
一
之
時
。
不
レ
修
二
大
秡
一
。

大
原
野
祭
。

遣
下（
中
略
）
并
分
二
使
。
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）大
原
野
神
社
一
奉
幣
上
。

分
二
遣
使
者
一
。
奉
二
幣
馬
。
於
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）大
原
野
。
梅
宮
一
。

釋
奠
。
并
大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。

従
四
位
下
行
。
右
馬
頭
藤
原
朝
臣
門
宗
。
於
大
原
野
社
。（
中
略
）並
奉
幣
。

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。

分
二
遣
使
者
於
賀
茂
上
下
。（
中
略
）大
原
野
。
梅
宮
。
十
一
神
社
一
奉
幣
。

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

奉
幣

奉
幣

大
祓

祭
祀

大
祓

祭
祀

奉
幣

大
祓

祭
祀

奉
幣

奉
幣

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

祭
祀

祭
祀

祭
祀

奉
幣

三
実
十
五
・
二
三
五

三
実
十
六
・
二
四
三

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
二
十
・
三
〇
一

三
実
二
十
一
・
三
〇
五

三
実
二
十
四
・
三
二
九

三
実
二
十
五
・
三
三
七

三
実
二
十
五
・
三
三
七

三
実
二
十
六
・
三
五
三

三
実
二
十
七
・
三
五
八

三
実
二
十
七
・
三
六
三

三
実
二
十
八
・
三
六
九
～

　

　
　
　
　
　
　
　三

七
〇

三
実
二
十
九
・
三
八
三

三
実
三
十
二
・
四
八
一

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
実
三
十
五
・
四
四
六

三
実
三
十
六
・
四
六
三

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

三
実
三
十
八
・
四
八
三

三
実
四
十
三
・
五
三
三

三
実
四
十
五
・
五
五
〇

三
実
四
十
六
・
五
七
四

三
実
四
十
八
・
五
九
五

石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮

清
和

貞
観
三
・
五
・
十
五
戊
子

遣
二
使
者
於
近
レ
京
名
神
七
社
一
。
奉
レ
幣
祈
レ
雨
。
告
文
曰
。
天
皇

我
詔
旨

止
掛
畏

攴

八
幡
大
菩
薩

乃
廣
前

仁
申
賜

倍
止

申
久

。（
下
略
）。

奉
幣

三
実
五
・
七
五
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陽
成

光
孝

貞
観
十
・
十
一
・
二
十
三
壬
子

貞
観
十
一
・
二
・
三
辛
卯

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
九
辛
卯

貞
観
十
四
・
三
・
二
十
三
癸
巳

貞
観
十
五
・
十
・
六
丁
酉

貞
観
十
六
・
正
・
二
十
九
庚
寅

貞
観
十
六
・
二
・
朔
辛
卯

貞
観
十
六
・
十
一
・
十
六
辛
丑

貞
観
十
七
・
二
・
朔
乙
卯

貞
観
十
七
・
六
・
八
己
未

貞
観
十
八
・
二
・
七
乙
卯

貞
観
十
八
・
十
一
・
十
五
戊
子

元
慶
元
・
七
・
十
九
戊
午

元
慶
二
・
三
・
九
乙
巳

元
慶
三
・
二
・
七
丁
卯

元
慶
三
・
十
一
・
二
十
一
丙
子

元
慶
四
・
二
・
五
己
丑

元
慶
四
・
十
一
・
十
四
甲
子

元
慶
七
・
二
・
六
癸
卯

元
慶
八
・
二
・
十
二
癸
卯

元
慶
八
・
十
一
・
十
九
丙
子

仁
和
元
・
九
・
二
十
二
癸
卯

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

分
二
遣
使
者
諸
社
一
。
奉
二
鋳
銭
司
及
葛
野
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。（
中
略
）大
原
野
社

使
。
主
水
正
正
六
位
上
。
大
中
臣
朝
臣
鹿
主
。

又
平
野
。
春
日
。
梅
宮
。
大
原
野
等
祭
。
並
随
二
停
止
一
。
以
二
太
皇
大
后
崩
一
也
。

分
二
遣
使
者
諸
神
社
一
。
奉
幣
。（
中
略
）参
議
右
大
弁
従
四
位
上
兼
行
。
讃
岐
權

守
藤
原
朝
臣
家
宗
為
二
大
原
野
社
使
一
。

遣
下
二
使
於
賀
茂
。
松
尾
。
平
野
。
大
原
野
一
奉
上
レ
幣
。

應
レ
祠
二
祈
年
。
大
原
野
。
春
日
等
神
一
。
仍
是
日
。
大
二
秡
於
建
禮
門
前
一
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
。（
中
略
）鎮
魂
等
諸
祭
。皆
従
二
停
廢
一
。
大
二
祓
於
建
禮
門
前
一
。

停
二
大
原
野
祭
一
。

遣
二
左
衞
門
佐
従
五
位
上
。
藤
原
朝
臣
利
基
。
於
山
城
國
。
大
原
野
神
社
一
。

停
二
大
野
祭
一
。
以
三
大
膳
職
觸
二
死
穢
一
也
。
大
二
秡
於
建
禮
門
前
一
。
承
前
之
例
。

有
二
事
故
一
停
二
。
春
日
。
大
原
野
祭
一
之
時
。
不
レ
修
二
大
秡
一
。

大
原
野
祭
。

遣
下（
中
略
）
并
分
二
使
。
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）大
原
野
神
社
一
奉
幣
上
。

分
二
遣
使
者
一
。
奉
二
幣
馬
。
於
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）大
原
野
。
梅
宮
一
。

釋
奠
。
并
大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。

従
四
位
下
行
。
右
馬
頭
藤
原
朝
臣
門
宗
。
於
大
原
野
社
。（
中
略
）並
奉
幣
。

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。

分
二
遣
使
者
於
賀
茂
上
下
。（
中
略
）大
原
野
。
梅
宮
。
十
一
神
社
一
奉
幣
。

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

奉
幣

奉
幣

大
祓

祭
祀

大
祓

祭
祀

奉
幣

大
祓

祭
祀

奉
幣

奉
幣

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

祭
祀

祭
祀

祭
祀

奉
幣

三
実
十
五
・
二
三
五

三
実
十
六
・
二
四
三

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
二
十
・
三
〇
一

三
実
二
十
一
・
三
〇
五

三
実
二
十
四
・
三
二
九

三
実
二
十
五
・
三
三
七

三
実
二
十
五
・
三
三
七

三
実
二
十
六
・
三
五
三

三
実
二
十
七
・
三
五
八

三
実
二
十
七
・
三
六
三

三
実
二
十
八
・
三
六
九
～

　

　
　
　
　
　
　
　三

七
〇

三
実
二
十
九
・
三
八
三

三
実
三
十
二
・
四
八
一

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
実
三
十
五
・
四
四
六

三
実
三
十
六
・
四
六
三

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

三
実
三
十
八
・
四
八
三

三
実
四
十
三
・
五
三
三

三
実
四
十
五
・
五
五
〇

三
実
四
十
六
・
五
七
四

三
実
四
十
八
・
五
九
五

石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮

清
和

貞
観
三
・
五
・
十
五
戊
子

遣
二
使
者
於
近
レ
京
名
神
七
社
一
。
奉
レ
幣
祈
レ
雨
。
告
文
曰
。
天
皇

我
詔
旨

止
掛
畏

攴

八
幡
大
菩
薩

乃
廣
前

仁
申
賜

倍
止

申
久

。（
下
略
）。

奉
幣

三
実
五
・
七
五

陽
成

光
孝

貞
観
七
・
四
・
十
七
丁
卯

貞
観
十
一
・
十
二
・
二
十
九
壬
子

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
四
・
三
・
二
十
三
癸
巳

貞
観
十
八
・
五
・
二
十
八
甲
辰

貞
観
十
八
・
八
・
十
三
丁
巳

元
慶
元
・
四
・
九
庚
辰

元
慶
元
・
六
・
十
四
癸
未

元
慶
二
・
二
・
九
乙
巳

仁
和
元
・
九
・
二
十
二
癸
卯

仁
和
二
・
五
・
二
十
六
甲
辰

仁
和
二
・
六
・
七
乙
卯

仁
和
三
・
四
・
七
庚
戌

遣
下
二
従
五
位
下
行
。木
工
權
助
和
氣
朝
臣
彜
範
一
。向
二
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
一
。

奉
中
楯
矛
并
御
鞍
上
。

遣
下
二
使
者
。
於
石
清
水
神
社
一
。
奉
幣
上
。

分
二
遣
使
者
諸
社
一
。
奉
二
鋳
銭
司
及
葛
野
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。（
中
略
）石
清
水
社

使
。
主
水
佑
正
六
位
上
。
大
中
臣
朝
臣
坂
田
麿
。

分
二
遣
使
者
諸
神
社
一
。
奉
幣
。（
中
略
）従
五
位
上
行
。
少
納
言
兼
侍
従
和
氣
朝

臣
彜
範
。
為
二
石
清
水
社
使
一
。

勅
令
下
二
山
城
國
一
。毎
年
米
卌
二
斛
。充
中
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
上
。永
以
為
レ
例
。

石
清
水
八
幡
護
国
寺
。
申
牒 

 

。

奉
二
幣
。
於
伊
勢
大
神
宮
。
及
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
。

奉
二
幣
。
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
。（
中
略
）。
祈
二
甘
雨
一
也
。

分
二
遣
使
者
一
。
奉
二
幣
馬
。
於
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）石
清
水
。

分
二
遣
使
者
。於
賀
茂
上
下
。（
中
略
）石
清
水
。（
中
略
）梅
宮
。十
一
神
社
一
。奉
幣
。

山
城
國
。
石
清
水
八
幡4

（
原
作
満
、據
林
本
印
本
及
紀
略
改
）
大
菩
薩
宮
。
自
鳴
。

縁
二
石
清
水
大
菩
薩
宮
。
樓
鳴
之
恠
一
也
。

奉
。石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
。幣
使
。従
三
位
行
。刑
部
卿
基
棟
王
到
二
東
京
四
條
一
。

寄
進

奉
幣

奉
幣

奉
幣

神
宮
寺

神
宮
寺

奉
幣

奉
幣

奉
幣

奉
幣

霊
験

霊
験

奉
幣

三
実
十
・
一
五
四

三
実
十
六
・
二
五
六

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
二
十
一
・
三
〇
五

三
実
二
十
八
・
三
七
五

三
実
二
十
九
・
三
八
〇

三
実
三
十
一
・
四
〇
二

三
実
三
十
一
・
四
〇
七

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
実
四
十
八
・
五
九
五

三
実
四
十
九
・
六
一
〇

三
実
四
十
九
・
六
一
一

三
実
五
十
・
六
三
〇

廣
幡
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
二
十
二
甲
申

勅
遷
二
山
城
國
。
廣
幡
神
。
田
中
神
。
於
愛
宕
郡
伊
佐
彌
里
一
。
以
三
舊
社
近
二
於

汚
穢
一
也
。

遷
座

三
実
七
・
一
一
三

田
中
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
二
十
二
甲
申

勅
遷
二
山
城
國
。
廣
幡
神
。
田
中
神
。
於
愛
宕
郡
伊
佐
彌
里
一
。
以
三
舊
社
近
二
於

汚
穢
一
也
。

遷
座

三
実
七
・
一
一
三

春
日
年
祈
神

清
和

貞
観
五
・
十
二
・
三
辛
酉

山
城
國
。
春
日
年
祈
神
。（
中
略
）川
内
神
等
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九
～
一
二
〇

興
我
萬
代
繼
神

清
和

貞
観
八
・
八
・
十
四
丙
戌

貞
観
十
六
・
閏
四
・
七
乙
丑

授
二
山
城
國
。
正
六
位
上
。
興
我
萬
代
繼
神
。
従
五
位
下
一
。

授
二
山
城
國
。
従
五
位
下
。
興4

（
原
作
與
、
據
朝
本
及
類
史
改
）我
万
代
繼
神
。

従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
十
三
・
一
九
三

三
実
二
十
五
・
三
四
二

宗
像
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑
又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小
社4（
恐
当
作
杜
、下
同
）

五
神
。
奉
二
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。

奉
幣

三
実
十
八
・
二
七
九

清
水
神

澄
水
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小コ

モ
リ社

五
神
。
奉
二
鋳
銭

所
新
鋳
銭
一
。

山
城
國
。
正
六
位
上
。
澄
水
神
。
市
河
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

奉
幣

授
位

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
十
九
・
二
八
六

堰
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑
又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小
社
五
神
。
奉
二
鋳
銭

所
新
鋳
銭
一
。

奉
幣

三
実
十
八
・
二
七
九
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陽
成

光
孝

貞
観
十
・
十
一
・
二
十
三
壬
子

貞
観
十
一
・
二
・
三
辛
卯

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
九
辛
卯

貞
観
十
四
・
三
・
二
十
三
癸
巳

貞
観
十
五
・
十
・
六
丁
酉

貞
観
十
六
・
正
・
二
十
九
庚
寅

貞
観
十
六
・
二
・
朔
辛
卯

貞
観
十
六
・
十
一
・
十
六
辛
丑

貞
観
十
七
・
二
・
朔
乙
卯

貞
観
十
七
・
六
・
八
己
未

貞
観
十
八
・
二
・
七
乙
卯

貞
観
十
八
・
十
一
・
十
五
戊
子

元
慶
元
・
七
・
十
九
戊
午

元
慶
二
・
三
・
九
乙
巳

元
慶
三
・
二
・
七
丁
卯

元
慶
三
・
十
一
・
二
十
一
丙
子

元
慶
四
・
二
・
五
己
丑

元
慶
四
・
十
一
・
十
四
甲
子

元
慶
七
・
二
・
六
癸
卯

元
慶
八
・
二
・
十
二
癸
卯

元
慶
八
・
十
一
・
十
九
丙
子

仁
和
元
・
九
・
二
十
二
癸
卯

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

分
二
遣
使
者
諸
社
一
。
奉
二
鋳
銭
司
及
葛
野
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。（
中
略
）大
原
野
社

使
。
主
水
正
正
六
位
上
。
大
中
臣
朝
臣
鹿
主
。

又
平
野
。
春
日
。
梅
宮
。
大
原
野
等
祭
。
並
随
二
停
止
一
。
以
二
太
皇
大
后
崩
一
也
。

分
二
遣
使
者
諸
神
社
一
。
奉
幣
。（
中
略
）参
議
右
大
弁
従
四
位
上
兼
行
。
讃
岐
權

守
藤
原
朝
臣
家
宗
為
二
大
原
野
社
使
一
。

遣
下
二
使
於
賀
茂
。
松
尾
。
平
野
。
大
原
野
一
奉
上
レ
幣
。

應
レ
祠
二
祈
年
。
大
原
野
。
春
日
等
神
一
。
仍
是
日
。
大
二
秡
於
建
禮
門
前
一
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
。（
中
略
）鎮
魂
等
諸
祭
。皆
従
二
停
廢
一
。
大
二
祓
於
建
禮
門
前
一
。

停
二
大
原
野
祭
一
。

遣
二
左
衞
門
佐
従
五
位
上
。
藤
原
朝
臣
利
基
。
於
山
城
國
。
大
原
野
神
社
一
。

停
二
大
野
祭
一
。
以
三
大
膳
職
觸
二
死
穢
一
也
。
大
二
秡
於
建
禮
門
前
一
。
承
前
之
例
。

有
二
事
故
一
停
二
。
春
日
。
大
原
野
祭
一
之
時
。
不
レ
修
二
大
秡
一
。

大
原
野
祭
。

遣
下（
中
略
）
并
分
二
使
。
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）大
原
野
神
社
一
奉
幣
上
。

分
二
遣
使
者
一
。
奉
二
幣
馬
。
於
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）大
原
野
。
梅
宮
一
。

釋
奠
。
并
大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。

従
四
位
下
行
。
右
馬
頭
藤
原
朝
臣
門
宗
。
於
大
原
野
社
。（
中
略
）並
奉
幣
。

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。

大
原
野
祭
。
如
レ
常
。

大
原
野
祭
。

分
二
遣
使
者
於
賀
茂
上
下
。（
中
略
）大
原
野
。
梅
宮
。
十
一
神
社
一
奉
幣
。

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

奉
幣

奉
幣

大
祓

祭
祀

大
祓

祭
祀

奉
幣

大
祓

祭
祀

奉
幣

奉
幣

祭
祀

祭
祀

奉
幣

祭
祀

祭
祀

祭
祀

祭
祀

奉
幣

三
実
十
五
・
二
三
五

三
実
十
六
・
二
四
三

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
二
十
・
三
〇
一

三
実
二
十
一
・
三
〇
五

三
実
二
十
四
・
三
二
九

三
実
二
十
五
・
三
三
七

三
実
二
十
五
・
三
三
七

三
実
二
十
六
・
三
五
三

三
実
二
十
七
・
三
五
八

三
実
二
十
七
・
三
六
三

三
実
二
十
八
・
三
六
九
～

　

　
　
　
　
　
　
　三

七
〇

三
実
二
十
九
・
三
八
三

三
実
三
十
二
・
四
八
一

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
実
三
十
五
・
四
四
六

三
実
三
十
六
・
四
六
三

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

三
実
三
十
八
・
四
八
三

三
実
四
十
三
・
五
三
三

三
実
四
十
五
・
五
五
〇

三
実
四
十
六
・
五
七
四

三
実
四
十
八
・
五
九
五

石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮

清
和

貞
観
三
・
五
・
十
五
戊
子

遣
二
使
者
於
近
レ
京
名
神
七
社
一
。
奉
レ
幣
祈
レ
雨
。
告
文
曰
。
天
皇

我
詔
旨

止
掛
畏

攴

八
幡
大
菩
薩

乃
廣
前

仁
申
賜

倍
止

申
久

。（
下
略
）。

奉
幣

三
実
五
・
七
五

陽
成

光
孝

貞
観
七
・
四
・
十
七
丁
卯

貞
観
十
一
・
十
二
・
二
十
九
壬
子

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
四
・
三
・
二
十
三
癸
巳

貞
観
十
八
・
五
・
二
十
八
甲
辰

貞
観
十
八
・
八
・
十
三
丁
巳

元
慶
元
・
四
・
九
庚
辰

元
慶
元
・
六
・
十
四
癸
未

元
慶
二
・
二
・
九
乙
巳

仁
和
元
・
九
・
二
十
二
癸
卯

仁
和
二
・
五
・
二
十
六
甲
辰

仁
和
二
・
六
・
七
乙
卯

仁
和
三
・
四
・
七
庚
戌

遣
下
二
従
五
位
下
行
。木
工
權
助
和
氣
朝
臣
彜
範
一
。向
二
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
一
。

奉
中
楯
矛
并
御
鞍
上
。

遣
下
二
使
者
。
於
石
清
水
神
社
一
。
奉
幣
上
。

分
二
遣
使
者
諸
社
一
。
奉
二
鋳
銭
司
及
葛
野
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。（
中
略
）石
清
水
社

使
。
主
水
佑
正
六
位
上
。
大
中
臣
朝
臣
坂
田
麿
。

分
二
遣
使
者
諸
神
社
一
。
奉
幣
。（
中
略
）従
五
位
上
行
。
少
納
言
兼
侍
従
和
氣
朝

臣
彜
範
。
為
二
石
清
水
社
使
一
。

勅
令
下
二
山
城
國
一
。毎
年
米
卌
二
斛
。充
中
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
上
。永
以
為
レ
例
。

石
清
水
八
幡
護
国
寺
。
申
牒 

 

。

奉
二
幣
。
於
伊
勢
大
神
宮
。
及
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
。

奉
二
幣
。
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
。（
中
略
）。
祈
二
甘
雨
一
也
。

分
二
遣
使
者
一
。
奉
二
幣
馬
。
於
賀
茂
御
祖
。（
中
略
）石
清
水
。

分
二
遣
使
者
。於
賀
茂
上
下
。（
中
略
）石
清
水
。（
中
略
）梅
宮
。十
一
神
社
一
。奉
幣
。

山
城
國
。
石
清
水
八
幡4

（
原
作
満
、據
林
本
印
本
及
紀
略
改
）
大
菩
薩
宮
。
自
鳴
。

縁
二
石
清
水
大
菩
薩
宮
。
樓
鳴
之
恠
一
也
。

奉
。石
清
水
八
幡
大
菩
薩
宮
。幣
使
。従
三
位
行
。刑
部
卿
基
棟
王
到
二
東
京
四
條
一
。

寄
進

奉
幣

奉
幣

奉
幣

神
宮
寺

神
宮
寺

奉
幣

奉
幣

奉
幣

奉
幣

霊
験

霊
験

奉
幣

三
実
十
・
一
五
四

三
実
十
六
・
二
五
六

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
二
十
一
・
三
〇
五

三
実
二
十
八
・
三
七
五

三
実
二
十
九
・
三
八
〇

三
実
三
十
一
・
四
〇
二

三
実
三
十
一
・
四
〇
七

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
実
四
十
八
・
五
九
五

三
実
四
十
九
・
六
一
〇

三
実
四
十
九
・
六
一
一

三
実
五
十
・
六
三
〇

廣
幡
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
二
十
二
甲
申

勅
遷
二
山
城
國
。
廣
幡
神
。
田
中
神
。
於
愛
宕
郡
伊
佐
彌
里
一
。
以
三
舊
社
近
二
於

汚
穢
一
也
。

遷
座

三
実
七
・
一
一
三

田
中
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
二
十
二
甲
申

勅
遷
二
山
城
國
。
廣
幡
神
。
田
中
神
。
於
愛
宕
郡
伊
佐
彌
里
一
。
以
三
舊
社
近
二
於

汚
穢
一
也
。

遷
座

三
実
七
・
一
一
三

春
日
年
祈
神

清
和

貞
観
五
・
十
二
・
三
辛
酉

山
城
國
。
春
日
年
祈
神
。（
中
略
）川
内
神
等
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九
～
一
二
〇

興
我
萬
代
繼
神

清
和

貞
観
八
・
八
・
十
四
丙
戌

貞
観
十
六
・
閏
四
・
七
乙
丑

授
二
山
城
國
。
正
六
位
上
。
興
我
萬
代
繼
神
。
従
五
位
下
一
。

授
二
山
城
國
。
従
五
位
下
。
興4

（
原
作
與
、
據
朝
本
及
類
史
改
）我
万
代
繼
神
。

従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
十
三
・
一
九
三

三
実
二
十
五
・
三
四
二

宗
像
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑
又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小
社4（
恐
当
作
杜
、下
同
）

五
神
。
奉
二
鋳
銭
所
新
鋳
銭
一
。

奉
幣

三
実
十
八
・
二
七
九

清
水
神

澄
水
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小コ

モ
リ社

五
神
。
奉
二
鋳
銭

所
新
鋳
銭
一
。

山
城
國
。
正
六
位
上
。
澄
水
神
。
市
河
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

奉
幣

授
位

三
実
十
八
・
二
七
九

三
実
十
九
・
二
八
六

堰
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
十
七
乙
丑
又
近
二
於
葛
野
鋳
銭
所
一
。
宗
像
。
櫟
谷
。
清
水
。
堰
。
小
社
五
神
。
奉
二
鋳
銭

所
新
鋳
銭
一
。

奉
幣

三
実
十
八
・
二
七
九
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（
備
考
）『
三
実
』
貞
観
八
年
閏
三
月
七
日
壬
子
条
（
一
八
〇
頁
）
に
見
ら
れ
る
「
山
城
國
正
六
位
上
降
居
4

4

神
」
は
頭
注
に
「
降
居
、
或
当
據
印
本
傍
書
作
阿
刀
」
と
あ
る
。
式
内

社
の
阿
刀
神
社
と
考
え
ら
れ
る
の
で
挙
げ
な
い
。

　
　
　「

興
我
萬
代
繼
神
」
は
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
の
備
考
で
式
内
社
の
久
我
神
社
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　「

和
攴
神
」
と
「
天
野
夫
攴
賣
神
」
の
二
神
は
式
内
社
に
「
和
攴
坐
天
乃
夫
攴
賣
神
社
」
と
あ
る
が
、
神
階
に
差
異
が
あ
る
た
め
、
二
神
を
別
々
と
し
て
こ
こ
に
挙
げ
る
。

　
　
　『

国
史
現
在
社
神
名
帳
』
は
「
北
山
神
」
を
掲
げ
る
。
こ
の
神
は
『
日
本
紀
畧
』『
類
聚
国
史

七
四
九

』
に
見
ら
れ
る
。『
日
本
後
紀
』
の
逸
文
と
見
ら
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず

は
備
考
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

畿
内
　
大
和
国（
二
十
三
所
）

墨
坂
神

菟
田
墨
坂
神

崇
神

雄
略

崇
神
九
・
三
・
十
五
戊
寅

崇
神
九
・
四
・
十
六
己
酉

雄
略
七
・
七
・
三
丙
子

以
二
赤
盾
八
枚
。
赤
矛
八
竿
一
。
祠
二
。
墨
坂
神
一
。

依
二
夢
之
敎
一
。
祭
二
。
墨
坂
神
。
大
坂
神
一
。

或
云
。
菟
田
墨
坂
神
也
。

祭
祀

祭
祀

祭
祀

書
紀
上
五
・
一
六
二

書
紀
上
五
・
一
六
三

書
紀
上
十
四
・
三
六
九

大
坂
神

崇
神

崇
神
九
・
三
・
十
五
戊
寅

崇
神
九
・
四
・
十
六
己
酉

以
二
黒
楯
八
枚
。
黒
矛
八
竿
一
。
祠
二
。
大
坂
神
一
。

依
二
夢
之
敎
一
。
祭
二
。
墨
坂
神
。
大
坂
神
一
。

祭
祀

祭
祀

書
紀
上
五
・
一
六
二

書
紀
上
五
・
一
六
三

石
成
神

聖
武

仁
明

神
亀
三
・
七
・
二
十
乙
未

承
和
六
・
四
・
二
十
一
壬
申

遣
レ
使
奉
二
幣
帛
。
於
。
石
成
。（
中
略
）賀
茂
等
神
社
一
。

發
二
遣
雩
使
等
。（
中
略
）大
和
國
石
成
。
湏
知
等
社
一
。

奉
幣

祈
請

続
紀
九
・
一
〇
六

続
後
紀
八
・
八
七

八
幡
大
神

八
幡
神

孝
謙

天
平
勝
寶
元
・
十
一・十
九
己
酉

天
平
勝
寶
元
・
十
二・十
八
戊
寅

天
平
勝
寶
元・十
二・二
十
七
丁
亥

天
平
勝
寶
二
・
二
・
二
十
九
戊
子

八
幡
大
神
。
託
宣
。
向
レ
京
。

遣
二
。
五
位
五
十
人
。
散
位
廿
人
。
六
衛
府
舎
人
各
廿
人
。
迎
二
八
幡
神
。
於
平

群
郡
一
。
是
日
入
京
。
即
於
二
宮
南
梨
原
宮
一
。
造
二
新
殿
一
。
以
為
二
神
宮
一
。
請
二

僧
卌
口
一
。
悔
過
。
七
日
。

因
。
奉
二
大
神
。
一
品
。
比
咩
神
。
二
品
一
。

奉
レ
充
二
。
一
品
。
八
幡
大
神
。
封
八
百
戸
。（
中
略
）位
田
八
十
町
。（
中
略
）二
品
。

比
賣
神
。
封
六
百
戸
。
位
田
六
十
町
一
。

神
託

鎮
祭

祭
祀

神
戸

続
紀
十
七
・
二
〇
六

続
紀
十
七
・
二
〇
六

続
紀
十
七
・
二
〇
六

続
紀
十
八
・
二
〇
九

新
神

桓
武

延
暦
二
十
四
・
二
・
十
庚
戌

聞
下
平
城
松
井
坊
。
有
二
。
新
神
一
。
託
中
女
巫
上
。

神
託

後
紀
十
二
・
三
九

 
 

知
神

仁
明

承
和
六
・
四
・
二
十
一
壬
申

發
二
遣
。
雩
使
等
。（
中
略
）大
和
國
。
石
成
。 

 

知
。
等
社
一
。

祈
請

続
後
紀
八
・
八
七

法
花
寺
坐
神

清
和

貞
観
元
・
四
・
十
乙
未

従
四
位
下
。
法
花
寺
坐
神
。
従
四
位
上
。

授
位

三
実
二
・
二
四

天
玉
敷
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
六
乙
丑

大
和
國
。
正
六
位
上
。
天
玉
敷
神
。
豊
日
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

豊
日
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
六
乙
丑

大
和
國
。
正
六
位
上
。
天
玉
敷
神
。
豊
日
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

田
中
神

清
和

貞
観
七
・
四
・
二
十
五
乙
亥

授
二
大
和
國
。
無
位
。
田
中
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
・
一
五
五

市
河
神

清
和

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

山
城
國
。
正
六
位
上
。
澄
水
神
。
市
河
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

石
坐
神

陽
成

元
慶
四
・
十
・
十
三
癸
巳

山
城
國
。
正
六
位
上
。
石
坐
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
八
・
四
八
二
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武
雷
神

清
和

貞
観
七
・
十
・
九
丁
巳

貞
観
九
・
八
・
十
六
壬
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
武
雷
神
。
保
沼
雷
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

大
和
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
武
雷
神
。
保
沼
雷
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
一
・
一
六
四

三
実
十
四
・
二
二
〇

神
皇
産
霊
神

清
和

貞
観
八
・
三
・
二
戊
寅

授
二
大
和
國
。
従
五
位
下
。
神
皇
産
霊
神
。
正
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
二
・
一
七
八

馬
立
伊
勢
部
田
中
神

清
和

貞
観
九
・
正
・
二
十
五
丙
寅

授
二
大
和
國
。
正
六
位
上
。
馬
立
伊
勢
部
田
中
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
〇

高
生
神

清
和

貞
観
九
・
四
・
二
十
三
壬
辰

大
和
國
。
正
六
位
上
。
高
生
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
五
～

　
　
　
　
　
　
　二

一
六

朝
日
豊
明
姫
拔
田
神

清
和

貞
観
十
一
・
九
・
二
十
八
壬
午
大
和
國
。
正
六
位
上
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
神
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
子
神
。
並
授
二

従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
一

朝
日
豊
明
姫
拔
田
子
神

清
和

貞
観
十
一
・
九
・
二
十
八
壬
午
大
和
國
。
正
六
位
上
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
神
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
子
神
。
並
授
二

従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
一

霊
産
魂
命
神

清
和

貞
観
十
七
・
三
・
二
十
九
壬
子
（
前
略
）大
和
國
。
正
五
位
下
。
天
石
戸
別
神
。
霊
産
魂
命
神
。
並
従
四
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
〇
～

　
　
　
　
　
　
　三

六
一

大
仁
保
神

陽
成

元
慶
二
・
二
・
二
十
七
癸
巳

授
二
大
和
國
。
无
位
。
大
仁
保
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
統
神

陽
成

元
慶
五
・
十
・
二
十
二
丁
酉

授
二
大
和
國
。
正
六
位
上
。
三
統
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
五

子
嶋
神

陽
成

元
慶
五
・
十
一
・
十
四
戊
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
子
嶋
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
六

天
川
俣
神

陽
成

元
慶
六
・
五
・
二
癸
卯

管
高
市
郡
。
従
五
位
下
。
天
川
俣
神
。
社
樹
。
有
レ
烏
巣
。
産
得
二
四
雛
一
。
其

一
雛
毛
色
純
白
。

神
畏

三
実
四
十
一
・
五
一
九

散
吉
大
建
命
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
甲
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
散
吉
大
建
命
神
。
散
吉
伊
能
城
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
四

散
吉
伊
能
城
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
甲
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
散
吉
大
建
命
神
。
散
吉
伊
能
城
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
四

（
備
考
）『
三
実
』
貞
観
七
年
十
月
九
日
丁
巳
条
（
一
六
四
頁
）、
貞
観
九
年
八
月
十
六
日
壬
午
条
（
二
二
〇
頁
）
に
見
ら
れ
る
「
保4

沼
雷
神
」
は
、
広
瀬
郡
の
式
内
社
「
穂
雷
命
神
社
」

に
宛
て
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。
な
お
、「
保
沼
雷
神
」
の
「
保
」
に
つ
い
て
頭
注
に
「
保
、
原
イ

本
林
イ

本
内
本
作
佐
」
と
あ
る
。
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東
海
道
　
駿
河
国
（
四
所
）

阿
氣
大
神

文
徳

天
安
二
・
六
・
二
十
己
酉

駿
河
郡
有
下
自
二
伊
豆
一
。
新
移
神
上
。
名
二
。
阿
氣
大
神
一
。

遷
座

文
実
十
・
一
一
八

大
井
神

清
和

貞
観
七
・
十
二
・
二
十
一
戊
辰
駿
河
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
大
井
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
九

岐
都

命
神

陽
成

元
慶
二
・
四
・
十
四
己
卯

駿
河
國
。
正
六
位
上
。
岐
都
4

（
一
本
作
咩
、
印
本
作
宇
）命
神
。
火
雷
神
。
並

従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
六

火
雷
神

陽
成

元
慶
二
・
四
・
十
四
己
卯

駿
河
國
。
正
六
位
上
。
岐
都

命
神
。
火
雷
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
六

東
海
道
　
甲
斐
国
（
七
所
）

美
和
神

清
和

陽
成

貞
観
五
・
六
・
八
己
亥

貞
観
八
・
三
・
二
十
八
甲
辰

貞
観
十
八
・
七
・
十
一
丙
戌

元
慶
四
・
二
・
八
壬
辰

甲
斐
國
。
従
五
位
下
。
勲
十
二
等
。
物
部
神
。
美
和
神
。
従
五
位
上
。

甲
斐
國
。
従
五
位
上
。
勲
十
二
等
。
物
部
神
。
美
和
神
。
並
授
二
正
五
位
下
一
。

甲
斐
國
。
正
五
位
下
。
美
和
神
。
正
五
位
上
。

甲
斐
國（
中
略
）正
五
位
上
。
美
和
神
。
従
四
位
下
。

授
位

授
位

授
位

授
位

三
実
七
・
一
一
三

三
実
十
二
・
一
七
九

三
実
二
十
九
・
三
七
八
～

　

　
　
　
　
　
　
　三

七
九

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

比
志
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
六
乙
丑

（
前
略
）甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
比
志
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

浅
間
神

清
和

貞
観
七
・
十
二
・
二
十
丁
卯

令
下
甲
斐
國
。
於
二
山
梨
郡
一
致
中
祭
。
浅
間
明
神
上
。
一
同
二
八
代
郡
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
八
～

　
　
　
　
　
　
　一

六
九

檜
岑
神

清
和

貞
観
十
・
九
・
十
七
丁
未

甲
斐
國
。
无
位
。
檜
岑
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
五

船
形
神

光
孝

元
慶
八
・
十
二
・
十
六
壬
寅

甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
船
形
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
六

建
岡
神

光
孝

仁
和
元
・
閏
三
・
二
十
七
壬
子
授
二
甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
建
岡
神
。
藤
武
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
六

藤
武
神

光
孝

仁
和
元
・
閏
三
・
二
十
七
壬
子
授
二
甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
建
岡
神
。
藤
武
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
六

東
海
道
　
武
蔵
国
（
五
所
）

倭
文
一
神

文
徳

天
安
元
・
九
・
十
六
庚
戌

在
二
武
蔵
國
一
。
正
六
位
上
。
倭
文
一4

（
広
本
墨
抹
）神
。
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
九
・
一
〇
二

若
雷
神

清
和

貞
観
六
・
七
・
二
十
七
辛
亥

武
蔵
國
。
従
五
位
下
。
若
雷4

（
原
作
電
、
今
意
改
、
宜
参
攷
古
事
記
伝
六
〇
）神
。

従
五
位
上
。

授
位

三
実
九
・
一
三
八

伊
多
之
神

清
和

貞
観
七
・
十
二
・
二
十
六
癸
酉
武
蔵
國
。
従
五
位
下
。
伊
多
之
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
九

河
輪
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

武
蔵
國
。
正
六
位
上
。
河
輪
神
。
稲
聚
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

稲
聚
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

武
蔵
國
。
正
六
位
上
。
河
輪
神
。
稲
聚
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七
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武
雷
神

清
和

貞
観
七
・
十
・
九
丁
巳

貞
観
九
・
八
・
十
六
壬
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
武
雷
神
。
保
沼
雷
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

大
和
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
武
雷
神
。
保
沼
雷
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
一
・
一
六
四

三
実
十
四
・
二
二
〇

神
皇
産
霊
神

清
和

貞
観
八
・
三
・
二
戊
寅

授
二
大
和
國
。
従
五
位
下
。
神
皇
産
霊
神
。
正
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
二
・
一
七
八

馬
立
伊
勢
部
田
中
神

清
和

貞
観
九
・
正
・
二
十
五
丙
寅

授
二
大
和
國
。
正
六
位
上
。
馬
立
伊
勢
部
田
中
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
〇

高
生
神

清
和

貞
観
九
・
四
・
二
十
三
壬
辰

大
和
國
。
正
六
位
上
。
高
生
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
五
～

　
　
　
　
　
　
　二

一
六

朝
日
豊
明
姫
拔
田
神

清
和

貞
観
十
一
・
九
・
二
十
八
壬
午
大
和
國
。
正
六
位
上
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
神
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
子
神
。
並
授
二

従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
一

朝
日
豊
明
姫
拔
田
子
神

清
和

貞
観
十
一
・
九
・
二
十
八
壬
午
大
和
國
。
正
六
位
上
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
神
。
朝
日
豊
明
姫
拔
田
子
神
。
並
授
二

従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
一

霊
産
魂
命
神

清
和

貞
観
十
七
・
三
・
二
十
九
壬
子
（
前
略
）大
和
國
。
正
五
位
下
。
天
石
戸
別
神
。
霊
産
魂
命
神
。
並
従
四
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
〇
～

　
　
　
　
　
　
　三

六
一

大
仁
保
神

陽
成

元
慶
二
・
二
・
二
十
七
癸
巳

授
二
大
和
國
。
无
位
。
大
仁
保
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
三

三
統
神

陽
成

元
慶
五
・
十
・
二
十
二
丁
酉

授
二
大
和
國
。
正
六
位
上
。
三
統
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
五

子
嶋
神

陽
成

元
慶
五
・
十
一
・
十
四
戊
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
子
嶋
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
六

天
川
俣
神

陽
成

元
慶
六
・
五
・
二
癸
卯

管
高
市
郡
。
従
五
位
下
。
天
川
俣
神
。
社
樹
。
有
レ
烏
巣
。
産
得
二
四
雛
一
。
其

一
雛
毛
色
純
白
。

神
畏

三
実
四
十
一
・
五
一
九

散
吉
大
建
命
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
甲
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
散
吉
大
建
命
神
。
散
吉
伊
能
城
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
四

散
吉
伊
能
城
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
甲
午

大
和
國
。
正
六
位
上
。
散
吉
大
建
命
神
。
散
吉
伊
能
城
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
四

（
備
考
）
『
三
実
』
貞
観
七
年
十
月
九
日
丁
巳
条
（
一
六
四
頁
）、
貞
観
九
年
八
月
十
六
日
壬
午
条
（
二
二
〇
頁
）
に
見
ら
れ
る
「
保4

沼
雷
神
」
は
、
広
瀬
郡
の
式
内
社
「
穂
雷
命
神
社
」

に
宛
て
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。
な
お
、「
保
沼
雷
神
」
の
「
保
」
に
つ
い
て
頭
注
に
「
保
、
原
イ

本
林
イ

本
内
本
作
佐
」
と
あ
る
。

国立歴史民俗博物館研究報告
第 148 集　2008 年 12 月

538

畿
内
　
和
泉
国
（
一
所
）

巻
尾
神

清
和

貞
観
六
・
七
・
二
十
五
己
酉

貞
観
六
・
八
・
二
十
甲
戌

授
二
和
泉
國
。
正
六
位
上
。
巻
尾
神
。
従
五
位
下
一
。

授
二
和
泉
國
。
従
五
位
下
。
巻
尾
神
。
従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
九
・
一
三
七

三
実
九
・
一
四
一

畿
内
　
河
内
国
（
十
二
所
）

和
尔
神

文
徳

嘉
祥
三
・
十
二
・
三
十
癸
酉

進
二
河
内
國
。
和
尔
神
。
階
一
。
加
二
従
五
位
上
一
。

授
位

文
実
二
・
二
三

天
夷
鳥
命
神

文
徳

天
安
二
・
三
・
二
十
二
癸
未

在
二
河
内
國
一
。
天
夷
鳥
命
神
。
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
十
・
一
一
三

彌
加
布
都
命
神

清
和

貞
観
二
・
七
・
十
戊
午

進
二
河
内
國
。
従
三
位
。
弥
加
布
都
命
神
。
比
古
佐
自
布
都
命
神
。
階
一
。
並
加

二
従
二
位
一
。

授
位

三
実
四
・
五
二

比
古
佐
自
布
都
命
神

清
和

貞
観
二
・
七
・
十
戊
午

進
二
河
内
國
。
従
三
位
。
弥
加
布
都
命
神
。
比
古
佐
自
布
都
命
神
。
階
一
。
並
加

二
従
二
位
一
。

授
位

三
実
四
・
五
二

豊
稲
賣
神

清
和

貞
観
二
・
十
一
・
朔
丁
丑

河
内
國
。
従
五
位
下
。
豊
稲
賣
神
。
御
祖
神
。
御
子
宮
神
。
並
授
二
正
五
位
下
一
。
授
位

三
実
四
・
五
九

御
子
宮
神

清
和

貞
観
二
・
十
一
・
朔
丁
丑

河
内
國
。
従
五
位
下
。
豊
稲
賣
神
。
御
祖
神
。
御
子
宮
神
。
並
授
二
正
五
位
下
一
。
授
位

三
実
四
・
五
九

野
神

清
和

貞
観
七
・
九
・
二
十
二
庚
子

河
内
國
。
正
六
位
上
。
野
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
四

天
押
日
命
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
二
十
辛
亥
授
二
河
内
國
。
正
六
位
上
。
天
押
日
命
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
四

掃
部
神

清
和

貞
観
十
六
・
十
二・二
十
九
癸
未
河
内
國
。
正
六
位
上
。
掃
部
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
六
・
三
五
五

野
中
神

清
和

貞
観
十
七
・
八
・
二
十
八
戊
寅
授
二
河
内
國
。
正
六
位
上
。
野
中
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
五

堺
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
河
内
國
。
正
六
位
上
。
栗
栖
神
。
堺
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

垂
水
神

光
孝

仁
和
二
・
十
一
・
十
五
庚
寅

授
二
河
内
國
。
従
五
位
下
。
垂
水
神
。
二
前
。
並
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
十
九
・
六
二
〇

（
備
考
）
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
に
は
、「
彌
加
布
都
命
神
」
を
「
武
甕
槌
命
」、「
比
古
佐
自
布
都
命
神
」
を
「
経
津
主
命
」、「
御
子
宮
神
」
を
「
春
日
戸
社
坐
御
子
神
社
」、「
天

押
日
命
神
」
を
「
伴
林
氏
神
社
」
に
宛
て
て
い
る
が
明
白
で
は
な
い
。
ま
た
『
神
社
覈
録
』
に
は
式
外
神
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
挙
げ
て
お
く
。

『
三
実
』
貞
観
七
年
十
二
月
二
十
六
日
癸
酉
条
（
一
六
九
頁
）
に
見
ら
れ
る
「
河
内
國
。
酒
泉4

神
。
従
五
位
下
」
は
、
頭
注
に
「
泉
、
恐
当
據
神
名
式
作
屋
」
と
あ
り
、

式
内
社
の
酒
屋
神
社
に
宛
て
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。
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畿
内
　
摂
津
国
（
六
所
）

柏
濟
之
悪
神

柏
濟
神

景
行

景
行
二
十
七
・
十
二

景
行
二
十
八
・
二
・
朔

亦
此
レ
至
二
難
波
一
。
殺
二
。
柏
濟
之
悪
神
一
。

唯
。
吉
備
。
穴
濟
神
。
及
難
波
。
柏
濟
神
。
皆
有
二
害
心
一
。

神
畏

神
畏

書
紀
上
七
・
二
一
二

書
紀
上
七
・
二
一
二

雪
氣
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
二
戊
寅

授
二
摂
津
4

4

（
華
一
本
作
讃
岐
）國
。
正
六
位
上
。
雪4

（
華
一
本
作
雲
、
宜
参
攷
上
文

正
月
紀
）氣
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
・
二
三

田
邊
東
紙

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
十
一
乙
亥

摂
津
國
。
正
六
位
上
。
田
邊
東
神
。
田
邊
西
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
六
・
九
七

田
邊
西
神

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
十
一
乙
亥

摂
津
國
。
正
六
位
上
。
田
邊
東
神
。
田
邊
西
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
六
・
九
七

高
林
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
十
五
庚
寅

授
二
摂
津
國
。
正
六
位
上
。
高
林
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

長
柄
神

光
孝

仁
和
元
・
十
・
八
己
未

授
二
摂
津
國
。
正
六
位
上
。
長
柄
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
八
・
五
九
六

（
備
考
）

　『
三
実
』
貞
観
元
年
正
月
二
十
七
日
甲
申
条
（
一
七
頁
）
に
「
従
五
位
下
（
中
略
）
木
嶋
天
照
御
魂
神
。（
中
略
）
並
正
五
位
下
）」
と
あ
る
。『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』

で
は
こ
れ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
山
城
國
の
式
内
社
に
「
木
嶋
坐
天
照
御
魂
神
社
」
が
あ
り
、『
神
祇
志
料
』
で
も
こ
れ
に
宛
て
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。

東
海
道
　
伊
賀
国
（
八
所
）

津
神

文
徳

嘉
祥
三
・
六
・
四
庚
戌

伊
賀
國
。
佐
々
神
。
津
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
一
・
一
三

高
蔵
神

清
和

貞
観
三
・
四
・
十
甲
寅

授
二
伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
高
蔵
神
。
阿
波
神
。
高
松
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従
五

位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
七
四

高
松
神

清
和

貞
観
三
・
四
・
十
甲
寅

授
二
伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
高
蔵
神
。
阿
波
神
。
高
松
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従
五

位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
七
四

宇
奈
根
神

清
和

貞
観
三
・
四
・
十
甲
寅

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑

授
二
伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
高
蔵
神
。
阿
波
神
。
高
松
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従
五

位
下
一
。

伊
賀
國（
中
略
）従
五
位
下
。
佐
々
神
。
應
感
神
。
阿
波
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従

五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
五
・
七
四

三
実
二
十
四
・
三
二
九

應
感
神

清
和

貞
観
五
・
三
・
十
六
戊
寅

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑

伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
大
村
神
。
應
感
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

伊
賀
國（
中
略
）従
五
位
下
。
佐
々
神
。
應
感
神
。
阿
波
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従

五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
七
・
一
〇
九

三
実
二
十
四
・
三
二
九

安
部
神

清
和

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
安
部
神
。
伊
賀
津
彦
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
九
・
一
四
二

伊
賀
津
彦
神

清
和

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
安
部
神
。
伊
賀
津
彦
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
九
・
一
四
二

鹿
高
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
伊
賀
國（
中
略
）正
六
位
上
。
宇
豆
賀
之
神
。
神4

（
印
本
无
、或
衍
）鹿
高
神
。（
中

略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九
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畿
内
　
摂
津
国
（
六
所
）

柏
濟
之
悪
神

柏
濟
神

景
行

景
行
二
十
七
・
十
二

景
行
二
十
八
・
二
・
朔

亦
此
レ
至
二
難
波
一
。
殺
二
。
柏
濟
之
悪
神
一
。

唯
。
吉
備
。
穴
濟
神
。
及
難
波
。
柏
濟
神
。
皆
有
二
害
心
一
。

神
畏

神
畏

書
紀
上
七
・
二
一
二

書
紀
上
七
・
二
一
二

雪
氣
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
二
戊
寅

授
二
摂
津
4

4

（
華
一
本
作
讃
岐
）國
。
正
六
位
上
。
雪4

（
華
一
本
作
雲
、
宜
参
攷
上
文

正
月
紀
）氣
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
・
二
三

田
邊
東
紙

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
十
一
乙
亥

摂
津
國
。
正
六
位
上
。
田
邊
東
神
。
田
邊
西
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
六
・
九
七

田
邊
西
神

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
十
一
乙
亥

摂
津
國
。
正
六
位
上
。
田
邊
東
神
。
田
邊
西
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
六
・
九
七

高
林
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
十
五
庚
寅

授
二
摂
津
國
。
正
六
位
上
。
高
林
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

長
柄
神

光
孝

仁
和
元
・
十
・
八
己
未

授
二
摂
津
國
。
正
六
位
上
。
長
柄
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
八
・
五
九
六

（
備
考
）

　『
三
実
』
貞
観
元
年
正
月
二
十
七
日
甲
申
条
（
一
七
頁
）
に
「
従
五
位
下
（
中
略
）
木
嶋
天
照
御
魂
神
。（
中
略
）
並
正
五
位
下
）」
と
あ
る
。『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』

で
は
こ
れ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
山
城
國
の
式
内
社
に
「
木
嶋
坐
天
照
御
魂
神
社
」
が
あ
り
、『
神
祇
志
料
』
で
も
こ
れ
に
宛
て
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。

東
海
道
　
伊
賀
国
（
八
所
）

津
神

文
徳

嘉
祥
三
・
六
・
四
庚
戌

伊
賀
國
。
佐
々
神
。
津
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
一
・
一
三

高
蔵
神

清
和

貞
観
三
・
四
・
十
甲
寅

授
二
伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
高
蔵
神
。
阿
波
神
。
高
松
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従
五

位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
七
四

高
松
神

清
和

貞
観
三
・
四
・
十
甲
寅

授
二
伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
高
蔵
神
。
阿
波
神
。
高
松
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従
五

位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
七
四

宇
奈
根
神

清
和

貞
観
三
・
四
・
十
甲
寅

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑

授
二
伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
高
蔵
神
。
阿
波
神
。
高
松
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従
五

位
下
一
。

伊
賀
國（
中
略
）従
五
位
下
。
佐
々
神
。
應
感
神
。
阿
波
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従

五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
五
・
七
四

三
実
二
十
四
・
三
二
九

應
感
神

清
和

貞
観
五
・
三
・
十
六
戊
寅

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑

伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
大
村
神
。
應
感
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

伊
賀
國（
中
略
）従
五
位
下
。
佐
々
神
。
應
感
神
。
阿
波
神
。
宇
奈
根
神
。
並
従

五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
七
・
一
〇
九

三
実
二
十
四
・
三
二
九

安
部
神

清
和

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
安
部
神
。
伊
賀
津
彦
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
九
・
一
四
二

伊
賀
津
彦
神

清
和

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

伊
賀
國
。
正
六
位
上
。
安
部
神
。
伊
賀
津
彦
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
九
・
一
四
二

鹿
高
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
伊
賀
國（
中
略
）正
六
位
上
。
宇
豆
賀
之
神
。
神4

（
印
本
无
、或
衍
）鹿
高
神
。（
中

略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九
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東
海
道
　
伊
勢
国
（
三
所
）

多
氣
太
神
宮

文
武

文
武
二
・
十
二
・
二
十
九
乙
卯
遷
二
。
多
氣
太
神
宮
。
于
度
曾4

（
印
本
作
合
）郡
一
。

遷
座

続
紀
一
・
三

簀
乃
波
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

伊
勢
國
。
正
六
位
上
。
簀
乃
波
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

火
雷
神

清
和

貞
観
八
・
十
・
二
十
四
乙
未

授
二
伊
勢
國
。无
位
。火4（
一
本
及
類
史
一
六
作
大
、同
丙
本
己
本
柳
本
小
本
與
此
同
）

雷
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
三
・
二
〇
一

東
海
道
　
尾
張
国
（
三
所
）

多
天
神

多
名
神

文
徳

陽
成

仁
壽
三
・
六
・
十
一
庚
午

仁
壽
三
・
七
・
十
二
辛
丑

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌

以
二
尾
張
國
。
多
天
神
一
。
預
二
於
名
神
一
。

加
二
尾
張
國
。
多
天
神
。
従
五
位
上
一
。

尾
張
國
。
正
五
位
下
。
多
名
神
。
正
五
位
上
。

名
神

授
位

授
位

文
実
五
・
五
四

文
実
五
・
五
四

三
実
三
十
・
三
九
六

枌
地
神

清
和

貞
観
七
・
十
・
二
十
八
丙
子

尾
張
國
。
正
六
位
上
。
鞆
江
地
神
。
枌
地
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
六

栗
栖
地
神

清
和

貞
観
十
六
・
二
・
二
十
三
癸
丑
尾
張
國
。
正
六
位
上
。
栗
栖
地
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
三
八

（
備
考
）「
多
天
神
」
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』
で
は
、
式
内
社
の
「
大
神
社
」
と
し
て
い
る
が
明
白
な
ら
ず
。
故
に
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
挙
げ
る
。

東
海
道
　
遠
江
国
（
十
二
所
）

筑
紫
對
馬
神

清
和

貞
観
六
・
三
・
二
十
三
己
酉

遠
江
國
。
正
六
位
上
。
筑
紫
對
馬
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
八
・
一
三
四

淡
海
石
井
神

清
和

貞
観
七
・
五
・
八
戊
子

遠
江
國
。
正
六
位
上
。
淡
海
石
井
神
。
従
五
位
下

授
位

三
実
十
・
一
五
五

蟾
渭
神

清
和

貞
観
八
・
十
二
・
二
十
六
丁
酉
遠
江
國
。
正
六
位
上
。
蟾
渭
4

4

（
類
史
一
六
作
蟾
謂
、神
名
式
作
渭
伊
、蟾
恐
当
作
膽
）

神
。
鳥
飼
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
三
・
二
〇
六

鳥
飼
神

清
和

貞
観
八
・
十
二
・
二
十
六
丁
酉
遠
江
國
。
正
六
位
上
。
蟾
渭
神
。
鳥
飼
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
三
・
二
〇
六

鴨
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

遠
江
國
。
正
六
位
上
。
鴨
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

伊
古
奈
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
二
十
七
己
丑
遠
江
國
。
正
六
位
上
。
伊
古
奈
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

岐
氣
保
神

清
和

貞
観
十
六
・
五
・
十
丁
酉

授
二
遠
江
國
。
正
六
位
上
。
岐
氣
保
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
四
二

蒲
太
神

清
和

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

遠
江
國
。
正
六
位
上
。
蒲
太
神
。
白
伊
大
刀
自
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
四
二

白
伊
大
刀
自
神

清
和

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

遠
江
國
。
正
六
位
上
。
蒲
太
神
。
白
伊
大
刀
自
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
四
二

眞
蘇
原
神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

遠
江
國
。
眞
蘇
原
神
。
赤
尾
神
。
澁
垂
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

赤
尾
神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

遠
江
國
。
眞
蘇
原
神
。
赤
尾
神
。
澁
垂
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

澁
垂
神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

遠
江
國
。
眞
蘇
原
神
。
赤
尾
神
。
澁
垂
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八
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東
海
道
　
駿
河
国
（
四
所
）

阿
氣
大
神

文
徳

天
安
二
・
六
・
二
十
己
酉

駿
河
郡
有
下
自
二
伊
豆
一
。
新
移
神
上
。
名
二
。
阿
氣
大
神
一
。

遷
座

文
実
十
・
一
一
八

大
井
神

清
和

貞
観
七
・
十
二
・
二
十
一
戊
辰
駿
河
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
大
井
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
九

岐
都

命
神

陽
成

元
慶
二
・
四
・
十
四
己
卯

駿
河
國
。
正
六
位
上
。
岐
都
4

（
一
本
作
咩
、
印
本
作
宇
）命
神
。
火
雷
神
。
並

従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
六

火
雷
神

陽
成

元
慶
二
・
四
・
十
四
己
卯

駿
河
國
。
正
六
位
上
。
岐
都

命
神
。
火
雷
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
六

東
海
道
　
甲
斐
国
（
七
所
）

美
和
神

清
和

陽
成

貞
観
五
・
六
・
八
己
亥

貞
観
八
・
三
・
二
十
八
甲
辰

貞
観
十
八
・
七
・
十
一
丙
戌

元
慶
四
・
二
・
八
壬
辰

甲
斐
國
。
従
五
位
下
。
勲
十
二
等
。
物
部
神
。
美
和
神
。
従
五
位
上
。

甲
斐
國
。
従
五
位
上
。
勲
十
二
等
。
物
部
神
。
美
和
神
。
並
授
二
正
五
位
下
一
。

甲
斐
國
。
正
五
位
下
。
美
和
神
。
正
五
位
上
。

甲
斐
國（
中
略
）正
五
位
上
。
美
和
神
。
従
四
位
下
。

授
位

授
位

授
位

授
位

三
実
七
・
一
一
三

三
実
十
二
・
一
七
九

三
実
二
十
九
・
三
七
八
～

　

　
　
　
　
　
　
　三

七
九

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

比
志
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
六
乙
丑

（
前
略
）甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
比
志
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

浅
間
神

清
和

貞
観
七
・
十
二
・
二
十
丁
卯

令
下
甲
斐
國
。
於
二
山
梨
郡
一
致
中
祭
。
浅
間
明
神
上
。
一
同
二
八
代
郡
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
八
～

　
　
　
　
　
　
　一

六
九

檜
岑
神

清
和

貞
観
十
・
九
・
十
七
丁
未

甲
斐
國
。
无
位
。
檜
岑
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
五

船
形
神

光
孝

元
慶
八
・
十
二
・
十
六
壬
寅

甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
船
形
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
六

建
岡
神

光
孝

仁
和
元
・
閏
三
・
二
十
七
壬
子
授
二
甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
建
岡
神
。
藤
武
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
六

藤
武
神

光
孝

仁
和
元
・
閏
三
・
二
十
七
壬
子
授
二
甲
斐
國
。
正
六
位
上
。
建
岡
神
。
藤
武
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
六

東
海
道
　
武
蔵
国
（
五
所
）

倭
文
一
神

文
徳

天
安
元
・
九
・
十
六
庚
戌

在
二
武
蔵
國
一
。
正
六
位
上
。
倭
文
一4

（
広
本
墨
抹
）神
。
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
九
・
一
〇
二

若
雷
神

清
和

貞
観
六
・
七
・
二
十
七
辛
亥

武
蔵
國
。
従
五
位
下
。
若
雷4

（
原
作
電
、
今
意
改
、
宜
参
攷
古
事
記
伝
六
〇
）神
。

従
五
位
上
。

授
位

三
実
九
・
一
三
八

伊
多
之
神

清
和

貞
観
七
・
十
二
・
二
十
六
癸
酉
武
蔵
國
。
従
五
位
下
。
伊
多
之
神
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
九

河
輪
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

武
蔵
國
。
正
六
位
上
。
河
輪
神
。
稲
聚
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

稲
聚
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

武
蔵
國
。
正
六
位
上
。
河
輪
神
。
稲
聚
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七
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東
海
道
　
上
総
国
（
六
所
）

前
廣
神

清
和

貞
観
十
・
九
・
十
七
丁
未

上
総
國
。
正
六
位
上
。
前
廣
神
。
◦
代
神
。
高
瀧
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
五

神
代
神

神
氏
神

清
和

陽
成

貞
観
十
・
九
・
十
七
丁
未

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌

元
慶
元
・
五
・
十
七
丁
巳

上
総
國
。
正
六
位
上
。
前
廣
神
。
◦（
代
字
上
恐
脱
神
字
）代
神
。
高
瀧
神
。
並

授
二
従
五
位
下
一
。

上
総
國
。
正
六
位
上
。
神
代
神
。
常
世
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

上
総
國（
中
略
）従
五4（
原
闕
、
據
印
本
補
）位
下
。
神
氏
神
。
従
五
位
上
。

授
位

授
位

授
位

三
実
十
五
・
二
三
五

三
実
三
十
・
三
九
六

三
実
三
十
一
・
四
〇
六

高
瀧
神

清
和

貞
観
十
・
九
・
十
七
丁
未

上
総
國
。
正
六
位
上
。
前
廣
神
。
◦
代
神
。
高
瀧
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
五

常
世
神

陽
成

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌
上
総
國
。
正
六
位
上
。
神
代
神
。
常
世
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
・
三
九
六

建
市
神

光
孝

元
慶
八
・
七
・
十
五
癸
酉

上
総
国
。（
中
略
）正
六
位
上
。
建
市
神
。
田
原
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
六
九

田
原
神

光
孝

元
慶
八
・
七
・
十
五
癸
酉

上
総
国
。（
中
略
）正
六
位
上
。
建
市
神
。
田
原
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
六
九

東
海
道
　
下
総
国
（
一
所
）

子
松
神

陽
成

元
慶
三
・
四
・
五
甲
子

下
総
國
。
正
六
位
上
。
子
松
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
五
・
四
五
一

東
海
道
　
常
陸
国
（
八
所
）

飛
護
念
神

清
和

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

常
陸
國
。
立
野
神
。
飛
護
念
神
。
國
都
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
四
二

國
都
神

清
和

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

常
陸
國
。
立
野
神
。
飛
護
念
神
。
國
都
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
四
二

三
枝
祇
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
二
十
七
丙
子
常
陸
國
。
正
六4（
據
御
本
内
本
及
類
史
補
）位
上
。
三
枝
祇
神
。（
中
略
）並
従
五

位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
八

河
江
神

陽
成

元
慶
元
・
六
・
二
十
八
丁
酉

常
陸
國
。
正
六
位
上
。
河
江
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
一
・
四
〇
七

於
岐
都
説
神

光
孝

仁
和
元
・
三
・
十
乙
丑

授
二
常
陸
國
。
正
六
位
上
。
於
岐
都
説
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
四

村
上
神

光
孝

仁
和
元
・
九
・
七
戊
子

常
陸
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
村
上
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
十
八
・
五
九
四

御
造
神

光
孝

仁
和
二
・
六
・
二
十
八
丙
子

授
二
常
陸
國
。
正
六
位
上
。
御4（
林
本
淀
本
印
本
作
鄕
）造
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
九
・
六
一
三

菅
田
神

光
孝

仁
和
三
・
五
・
十
六
己
丑

常
陸
國
。
正
六
位
上
。
菅
田
神
。
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
五
十
・
六
三
二
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東
山
道
　
上
野
国
（
五
所
）

波
己
曾
神

清
和

陽
成

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

元
慶
三
・
閏
十
・
四
庚
寅

元
慶
四
・
五
・
二
十
五
戊
寅

授
二
上
野
國
。
正
六
位
上
。
波
己
曾
神
。
従
五
位
下
一
。

上
野
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
波
己
曾
神
。
若
伊
賀
保
神
。
並
従
五
位
上
。

上
野
國
。（
中
略
）正
五
位
下
。
小
祝
神
。
波
己
曾
神
。
並
正
五
位
上
。
勲
十
二
等
。

授
位

授
位

授
位

三
実
二
・
二
三

三
実
三
十
六
・
四
六
一

三
実
三
十
七
・
四
七
五

小
高
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
九
辛
未

授
二
上
野
國
。
正
六
位
上
。
小
高
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
二

若
伊
賀
保
神

清
和

陽
成

貞
観
五
・
十
・
七
丙
寅

元
慶
三
・
閏
十
・
四
庚
寅

元
慶
四
・
十
・
十
四
甲
午

上
野
國
。
正
六
位
上
。
若
伊
賀
保
神
。
従
五
位
下
。

上
野
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
波
己
曾
神
。
若
伊
賀
保4

（
據
上
文
貞
観
五
年
十

月
紀
補
）神
。
並
従
五
位
上
。

授
二
上
野
國
。
正
五
位
下
。
若4

（
原
作
君
、
據
上
文
元
慶
三
年
閏
十
月
紀
改
）伊

賀
保
神
。
正
五
位
上
一
。

授
位

授
位

授
位

三
実
七
・
一
一
八

三
実
三
十
六
・
四
六
一

三
実
三
十
八
・
四
八
二

丹
生
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

（
前
略
）上
野
國
。
正
六
位
上
。
丹
生
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

稲
裹
地
神

陽
成

元
慶
四
・
五
・
二
十
五
戊
寅

（
上
野
國
）正
六
位
上
。
稲 

 

地
神
。
従
五
位
下
。
勲
十
二
等
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
五

東
山
道
　
下
野
国
（
三
所
）

伊
門
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
二
十
七
丙
子
下
野
國
。
従
五
位
下
。
伊
門
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七
～

三
六
八

賀
蘇
山
神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

下
野
國
。
賀
蘇
山
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

綾
都
比
神

陽
成

元
慶
三
・
三
・
九
己
亥

授
二
下
野
國
。
正
六
位
上
。
綾
都
比
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
五
・
四
四
九

東
山
道
　
陸
奥
国
（
六
所
）

蝦
夷
神

齊
明

齊
明
五
・
是
月

即
以
三
船
一
隻
與
二
五
色
綵
帛
一
。
祭
二
彼
地
神
一
。

祭
祀

書
紀
下
二
十
六
・
二
七
〇

多
久
都
神

仁
明

承
和
十
・
九
・
五
庚
寅

奉
レ
授
二
陸
奥
國
。従
五
位
下
。多
久4

（
原
作
允
、今
従
尾
本
及
宮
本
傍
朱
書
）都
神
。

正
五
位
下
一
。

授
位

続
後
紀
十
三
・
一
六
一

八
牡
姫
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

陸
奥
國
。（
中
略
）无
位
。
八
牡
姫
。
小
結
。
温
泉
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

小
結
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

陸
奥
國
。（
中
略
）无
位
。
八
牡
姫
。
小
結
。
温
泉
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

温
泉
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

陸
奥
國
。（
中
略
）无
位
。
八
牡
姫
。
小
結
。
温
泉
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

鹿
島
大
神
苗
裔
神

卅
八
社

清
和

貞
観
八
・
正
・
二
十
丁
酉

常
陸
國
。
鹿
嶋
神
宮
司
言
。
大
神
之
苗
裔
神
卅
八
社
。
在
二
陸
奥
國
一
。

授
位

三
実
十
二
・
一
七
三
～

　
　
　
　
　
　
　一

七
四



［国史見在社について］……三橋 健

543

東
山
道
　
近
江
国
（
二
十
二
所
）

筑
摩
神

文
徳

仁
壽
二
・
三
・
八
甲
戌

授
二
近
江
國
。
筑
摩4（
類
史
一
四
作
麻
）神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
四
・
三
九

小
比
叡
神

清
和

陽
成

光
孝

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

元
慶
四
・
五
・
十
九
壬
申

仁
和
三
・
三
・
十
四
戊
子

近
江
國
。（
中
略
）小
比
叡
神
。
並
従
五
位
上
。

奉
レ
授
二
正
二
位
。
勲
一
等
。
大
比
叡
神
。
正
一
位
一
。
従
五
位
上
。
小
比
叡
神
。

従
四
位
上
。

當
寺
法
主
。
大
比
叡
。
小
比
叡
両
明
神
。
陰
陽
不
測
。
造
化
無
為
。
弘
誓
亜
レ
佛
。

護
國
為
レ
心
。

授
位

授
位

祈
請

三
実
二
・
十
八

三
実
三
十
七
・
四
七
四
～

　
　
　
　
　
　
　四

七
五

三
実
五
十
・
六
二
八

葛
野
神

清
和

貞
観
五
・
九
・
二
十
五
甲
寅

近
江
國
。
正
六
位
上
。
葛
野
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

阿
度
河
川
内
神

清
和

貞
観
五
・
十
二
・
三
辛
酉

近
江
國
。
小
杖
神
。
阿
度
河
。
川
内
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九
～
一
二
〇

比
良
神

清
和

貞
観
七
・
正
・
十
八
庚
子

授
二
近
江
國
。
无
位
。
比
良
神
。
従
四
位
下
一
。

授
位

三
実
十
・
一
四
五

石
劔
神

清
和

貞
観
七
・
九
・
二
十
二
庚
子

近
江
國
。
正
六
位
上
。
石
劔
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
四

麻
生
神

清
和

貞
観
七
・
十
一
・
二
十
六
癸
卯
授
二
近
江
國
。
正
六
位
上
。
麻
生
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
七

天
社
神

清
和

貞
観
八
・
閏
三
・
五
庚
戌

授
二

近
江
國
。
正
六
位
上
。
天4（
原
イ
本
林
イ
本
華
イ
本
及
類
史
一
六
作
大
）社
神
。

従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
二
・
一
八
〇

山
主
神

清
和

貞
観
九
・
九
・
十
四
庚
戌

近
江
國
。
正
六
位
上
。
山
主
神
。
麻
氣
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
一

飯
河
内
神

清
和

貞
観
十
二
・
五
・
二
十
九
庚
辰
近
江
國
。
正
六
位
上
。
飯
河
内
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
八
・
二
七
五

天
若
御
子
神

清
和

貞
観
十
三
・
二
・
十
六
壬
辰

授
二
近
江
國
。
正
六
位
上
。
天
若
御
子
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

牟
佐
上
神

清
和

陽
成

貞
観
十
七
・
五
・
二
十
九
庚
戌

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
牟
佐
上
神
。
牟
佐
下
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

近
江
國
。
従
五
位
下
。
牟
佐
上4（
據
上
文
貞
観
十
七
年
五
月
紀
及
印
本
補
）神
。

牟
佐
下
神
。
柏
杉
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
二

三
実
四
十
二
・
五
二
七

牟
佐
下
神

清
和

陽
成

貞
観
十
七
・
五
・
二
十
九
庚
戌

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
牟
佐
上
神
。
牟
佐
下
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

近
江
國
。
従
五
位
下
。
牟
佐4（
據
上
文
貞
観
十
七
年
五
月
紀
及
印
本
補
）上
神
。

牟
佐
下
神
。
柏
杉
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
二

三
実
四
十
二
・
五
二
七

坂
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

近
江
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
坂
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

天
高
結
神

清
和

貞
観
十
八
・
八
・
二
丙
午

近
江
國
。
正
六
位
上
。
天
高
結
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
八
〇

油
日
神

陽
成

元
慶
元
・
十
二
・
三
己
巳

授
二
近
江
國
。
正
六
位
上
。
油
日
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
四

大
比
叡
神

陽
成

光
孝

元
慶
四
・
五
・
十
九
壬
申

仁
和
三
・
三
・
十
四
戊
子

奉
レ
授
二
正
二
位
。
勲
一4（
據
印
本
補
）等
。
大4（
據
印
本
補
）比
叡
神
。
正
一
位
一
。

従
五
位
上
。
小
比
叡
神
。
従
四
位
上
。

當
寺
法
主
。
大
比
叡
。
小
比
叡
両
明
神
。
陰
陽
不
測
。
造
化
无
為
。
弘
誓
亜
レ
佛
。

護
國
為
レ
心
。

授
位

祈
請

三
実
三
十
七
・
四
七
四
～

　
　
　
　
　
　
　四

七
五

三
実
五
十
・
六
二
八
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東
山
道
　
近
江
国
（
二
十
二
所
）

筑
摩
神

文
徳

仁
壽
二
・
三
・
八
甲
戌

授
二
近
江
國
。
筑
摩4（
類
史
一
四
作
麻
）神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
四
・
三
九

小
比
叡
神

清
和

陽
成

光
孝

貞
観
元
・
正
・
二
十
七
甲
申

元
慶
四
・
五
・
十
九
壬
申

仁
和
三
・
三
・
十
四
戊
子

近
江
國
。（
中
略
）小
比
叡
神
。
並
従
五
位
上
。

奉
レ
授
二
正
二
位
。
勲
一
等
。
大
比
叡
神
。
正
一
位
一
。
従
五
位
上
。
小
比
叡
神
。

従
四
位
上
。

當
寺
法
主
。
大
比
叡
。
小
比
叡
両
明
神
。
陰
陽
不
測
。
造
化
無
為
。
弘
誓
亜
レ
佛
。

護
國
為
レ
心
。

授
位

授
位

祈
請

三
実
二
・
十
八

三
実
三
十
七
・
四
七
四
～

　
　
　
　
　
　
　四

七
五

三
実
五
十
・
六
二
八

葛
野
神

清
和

貞
観
五
・
九
・
二
十
五
甲
寅

近
江
國
。
正
六
位
上
。
葛
野
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

阿
度
河
川
内
神

清
和

貞
観
五
・
十
二
・
三
辛
酉

近
江
國
。
小
杖
神
。
阿
度
河
。
川
内
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九
～
一
二
〇

比
良
神

清
和

貞
観
七
・
正
・
十
八
庚
子

授
二
近
江
國
。
无
位
。
比
良
神
。
従
四
位
下
一
。

授
位

三
実
十
・
一
四
五

石
劔
神

清
和

貞
観
七
・
九
・
二
十
二
庚
子

近
江
國
。
正
六
位
上
。
石
劔
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
四

麻
生
神

清
和

貞
観
七
・
十
一
・
二
十
六
癸
卯
授
二
近
江
國
。
正
六
位
上
。
麻
生
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
七

天
社
神

清
和

貞
観
八
・
閏
三
・
五
庚
戌

授
二

近
江
國
。
正
六
位
上
。
天4（
原
イ
本
林
イ
本
華
イ
本
及
類
史
一
六
作
大
）社
神
。

従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
二
・
一
八
〇

山
主
神

清
和

貞
観
九
・
九
・
十
四
庚
戌

近
江
國
。
正
六
位
上
。
山
主
神
。
麻
氣
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
一

飯
河
内
神

清
和

貞
観
十
二
・
五
・
二
十
九
庚
辰
近
江
國
。
正
六
位
上
。
飯
河
内
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
八
・
二
七
五

天
若
御
子
神

清
和

貞
観
十
三
・
二
・
十
六
壬
辰

授
二
近
江
國
。
正
六
位
上
。
天
若
御
子
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

牟
佐
上
神

清
和

陽
成

貞
観
十
七
・
五
・
二
十
九
庚
戌

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
牟
佐
上
神
。
牟
佐
下
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

近
江
國
。
従
五
位
下
。
牟
佐
上4（
據
上
文
貞
観
十
七
年
五
月
紀
及
印
本
補
）神
。

牟
佐
下
神
。
柏
杉
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
二

三
実
四
十
二
・
五
二
七

牟
佐
下
神

清
和

陽
成

貞
観
十
七
・
五
・
二
十
九
庚
戌

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
牟
佐
上
神
。
牟
佐
下
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

近
江
國
。
従
五
位
下
。
牟
佐4（
據
上
文
貞
観
十
七
年
五
月
紀
及
印
本
補
）上
神
。

牟
佐
下
神
。
柏
杉
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
二

三
実
四
十
二
・
五
二
七

坂
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

近
江
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
坂
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

天
高
結
神

清
和

貞
観
十
八
・
八
・
二
丙
午

近
江
國
。
正
六
位
上
。
天
高
結
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
八
〇

油
日
神

陽
成

元
慶
元
・
十
二
・
三
己
巳

授
二
近
江
國
。
正
六
位
上
。
油
日
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
四

大
比
叡
神

陽
成

光
孝

元
慶
四
・
五
・
十
九
壬
申

仁
和
三
・
三
・
十
四
戊
子

奉
レ
授
二
正
二
位
。
勲
一4（
據
印
本
補
）等
。
大4（
據
印
本
補
）比
叡
神
。
正
一
位
一
。

従
五
位
上
。
小
比
叡
神
。
従
四
位
上
。

當
寺
法
主
。
大
比
叡
。
小
比
叡
両
明
神
。
陰
陽
不
測
。
造
化
无
為
。
弘
誓
亜
レ
佛
。

護
國
為
レ
心
。

授
位

祈
請

三
実
三
十
七
・
四
七
四
～

　
　
　
　
　
　
　四

七
五

三
実
五
十
・
六
二
八
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柏
板
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
従
五
位
下
。
牟
佐
上
神
。
牟
佐
下
神
。
柏
板4（
一
本
作
杉
也
、
據
印
本

補
）神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七

物
部
布
津
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
物
部
布
津
神
。
海
北
神
。
海
南
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七

海
北
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
物
部
布
津
神
。
海
北
神
。
海
南
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七

海
南
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

近
江
國
。
正
六
位
上
。
物
部
布
津
神
。
海
北
神
。
海
南
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七

叡
山
主
神

光
孝

元
慶
八
・
三
・
二
十
六
丁
亥

于
レ
時
。
叡
山
主
神
。
假
二
口
於
人
一
。

祈
請

三
実
四
十
五
・
五
五
五

（
備
考
）『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』で
は「
大
比
叡
神
」と「
小
比
叡
神
」を
同
神
と
見
て
い
る
が
、別
々
と
す
べ
き
か
。『
神
祇
志
料
』で
は「
小
比
叡
神
」を
日
吉
神
社
に
宛
て
て
い
る
。

明
白
な
ら
ず
。
故
に
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
挙
げ
る
。

　
　
　
　『

三
実
』
貞
観
五
年
十
二
月
三
日
辛
酉
条
（
一
一
九
頁
）、
貞
観
十
七
年
十
二
月
五
日
甲
寅
条
（
三
六
七
頁
）、
元
慶
六
年
十
月
九
日
戊
申
条
（
五
二
七
頁
）
に
み
え
る

「
小
杖
神
」
は
式
内
社
の
「
小
椋
神
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』
で
は
式
内
社
の
「
小
槻
神
社
」
に
宛
て
て
い
る
。
考
慮
を
要
す
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
式
内
社
と
思
わ
れ
る
の
で
挙
げ
な
い
。

　
　
　
　「

阿
度
河
川
内
神
」
は
、
本
文
で
は
「
阿
度
河
。
川
内
神
」
に
作
る
。

東
山
道
　
美
濃
国
（
五
所
）

伊
奈
波
神

否
間
神

仁
明

清
和

陽
成

承
和
十
二
・
七
・
十
六
辛
酉

貞
観
十
一
・
十
二
・
五
戊
子

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

元
慶
四
・
十
一
・
九
己
未

美
濃
國
。
厚
見
郡
。
无
位
。
伊
奈
波
神
。
等
。
並
奉
レ
授
二
従
五
位
下
一
。
依
二
國

司
等
解
状
一
也
。

授
二
美
濃
國
。
従
五
位
上
。
伊
奈
波
神
。
正
五
位
下
一
。

授
二
美
濃
國
。
正
五
位
下
。
否
間
神
。
正
五
位
上
一
。

授4（
據
印
本
補
）二
美
濃
國
。
正
五
位
下
。
伊
那
波
神
。
従
四
位
下
一
。

授
位

授
位

授
位

授
位

続
後
紀
十
五
・
一
七
八

三
実
十
六
・
二
五
三

三
実
三
十
四
・
四
三
八

三
実
三
十
八
・
四
八
三

長
孫
神

清
和

貞
観
十
一
・
十
二
・
五
戊
子

美
濃
國（
中
略
）正
六
位
上
。
長
孫
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
三

金
神

清
和

貞
観
十
一
・
十
二
・
二
十
五
戊
申

美
濃
國
。
正
六
位
上
。
金
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
六

兒
安
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
十
一
丙
戌

美
濃
國
。
正
六
位
上
。
兒
安
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

長
友
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

美
濃
國
。
長
友
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七
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東
山
道
　
飛
騨
国
（
十
所
）

大
歳
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

走
淵
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

四
天
王
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
正
六
位
上
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

遊
幡
石
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
正
。
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

彦
度
瀬
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
4

4（
印

本
无
、
或
衍
）瀬
神
。
道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

道
後
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

氣
多
若
宮
神

清
和

陽
成

貞
観
十
五
・
八
・
四
丙
申

元
慶
五
・
十
・
九
甲
申

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
氣
多
若
宮
神
。
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
氣
多
若
宮
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
八

三
実
四
十
・
五
〇
三

木
母
國
都
神

清
和

陽
成

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
木
母
國
都
神
。
釼
緒
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。
木
母
神
。
劔
緒
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

三
実
三
十
・
三
九
六

劔
緒
神

清
和

陽
成

光
孝

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌

元
慶
八
・
三
・
二
十
七
戊
子

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
木
母
國
都
神
。
釼
緒
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。
木
母
神
。
劔
緒
神4（
據
印
本
補
）。
並
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。
従
五
位
下
。
劔
緒
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

三
実
三
十
・
三
九
六

三
実
四
十
五
・
五
五
六

賀
茂
若
宮
神

陽
成

元
慶
五
・
十
・
九
甲
申

飛
騨
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
賀
茂
若
宮
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
三
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東
山
道
　
飛
騨
国
（
十
所
）

大
歳
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

走
淵
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

四
天
王
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
正
六
位
上
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

遊
幡
石
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
正
。
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

彦
度
瀬
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
4

4（
印

本
无
、
或
衍
）瀬
神
。
道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

道
後
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
大
歳
神
。
走
淵
神
。
四
天
王
神
。
遊
幡
石
神
。
彦
度
瀬
神
。

道
後
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

氣
多
若
宮
神

清
和

陽
成

貞
観
十
五
・
八
・
四
丙
申

元
慶
五
・
十
・
九
甲
申

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
氣
多
若
宮
神
。
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
氣
多
若
宮
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
八

三
実
四
十
・
五
〇
三

木
母
國
都
神

清
和

陽
成

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
木
母
國
都
神
。
釼
緒
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。
木
母
神
。
劔
緒
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

三
実
三
十
・
三
九
六

劔
緒
神

清
和

陽
成

光
孝

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

元
慶
元
・
閏
二
・
二
十
六
戊
戌

元
慶
八
・
三
・
二
十
七
戊
子

飛
騨
國
。
正
六
位
上
。
木
母
國
都
神
。
釼
緒
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。
木
母
神
。
劔
緒
神4（
據
印
本
補
）。
並
従
五
位
下
。

飛
騨
國
。
従
五
位
下
。
劔
緒
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

三
実
三
十
・
三
九
六

三
実
四
十
五
・
五
五
六

賀
茂
若
宮
神

陽
成

元
慶
五
・
十
・
九
甲
申

飛
騨
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
賀
茂
若
宮
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
三
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東
山
道
　
信
濃
国
（
十
九
所
）

寳
宅
神

清
和

貞
観
元
・
二
・
十
一
丁
酉

信
濃
国
。
従
五
位
下
。
寳4

（
印
本
作
守
、
非
）宅
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
・
二
〇

守
達
神

宇
達
神

清
和

貞
観
元
・
十
二
・
十
四
乙
未

貞
観
五
・
二
・
十
四
丁
未

貞
観
七
・
三
・
十
二
癸
巳

授
二
信
濃
國
。
无
位
。
守4

（
貞
観
七
年
三
月
紀
作
宇
）達
神
。
従
五
位
下
一
。

信
濃
國
。
従
五
位
下
。
宇
達
神
。
妻
科
神
。
八
櫛
神
等
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
二
信
濃
國
。
従
五
位
上
。
守4

達
神（
備
考
を
見
よ
）。
従
四
位
下
一
。

授
位

授
位

授
位

三
実
三
・
四
二

三
実
七
・
一
〇
七

三
実
十
・
一
五
一

馬
背
神

清
和

貞
観
二
・
二
・
五
丙
戊

貞
観
七
・
三
・
二
十
三
甲
辰

貞
観
九
・
三
・
十
一
辛
亥

信
濃
國
。正
六
位
上
。馬
背
神
。飄
別
神
。（
中
略
）出
速
雄
神
。並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
二
信
濃
國
。
従
五
位
下
。
馬
背
神
。
従
四
位
下
一
。

信
濃
國
。（
中
略
）従
四
位
上
。
馬
背
神
。
従
三
位
。

授
位

授
位

授
位

三
実
四
・
四
六
～
四
七

三
実
十
・
一
五
一

三
実
十
四
・
二
一
三
～二

一
四

飄
別
神

清
和

貞
観
二
・
二
・
五
丙
戊

信
濃
國
。正
六
位
上
。馬
背
神
。飄
別
神
。（
中
略
）出
速
雄
神
。並
授
二
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
四
・
四
六
～
四
七

出
速
雄
神

清
和

陽
成

貞
観
二
・
二
・
五
丙
戊

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

元
慶
二
・
二
・
七
癸
酉

信
濃
國
。正
六
位
上
。馬
背
神
。飄
別
神
。（
中
略
）出
速
雄
神
。並
授
二
従
五
位
下
一
。

（
前
略
）信
濃
國
。
従
五
位
下
。
出
早
雄
神
。
並
従
五
位
上
。

授
二
信
濃
國
。
従
五
位
上
。
出
速
雄
神
。
正
五
位
下
一
。

授
位

授
位

授
位

三
実
四
・
四
六
～
四
七

三
実
二
十
三
・
三
二
三

三
実
三
十
三
・
四
二
一

國
業
比
賣
神

清
和

貞
観
三
・
二
・
七
辛
亥

授
二
信
濃
國
。
正
六
位
上
。
國
業
比
賣
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
六
七

八
櫛
神

清
和

貞
観
五
・
二
・
十
四
丁
未

信
濃
國
。
従
五
位
下
。
宇
達
神
。
妻
科
神
。
八
櫛
神4

（
據
一
本
補
）等
。
並
授
二

従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
七
・
一
〇
七

名
立
神

清
和

貞
観
七
・
七
・
二
十
六
乙
巳

信
濃
國
。
正
六
位
上
。
名
立
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
一

神
部
神

清
和

貞
観
八
・
二
・
七
癸
丑

信
濃
國
。
水
内
郡
。
三
和
。
神
部
。
両
神
。
有
二
忿
怒
之
心
一
。

神
畏

三
実
十
二
・
一
七
六

會
津
比
賣
神

清
和

貞
観
八
・
六
・
朔
甲
戌

信
濃
國
。（
中
略
）无
位
。
會
津
比
賣
神
。
草
奈
井
比
賣
神
。
並
従
四
位
下
。

授
位

三
実
十
三
・
一
八
七

草
奈
井
比
賣
神

清
和

貞
観
八
・
六
・
朔
甲
戌

信
濃
國
。（
中
略
）无
位
。
會
津
比
賣
神
。
草
奈
井
比
賣
神
。
並
従
四
位
下
。

授
位

三
実
十
三
・
一
八
七

梓
水
神

清
和

貞
観
九
・
三
・
十
一
辛
亥

信
濃
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
梓
水
神
。
湏
々
岐
水
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
三
～二

一
四

 
 

々
岐
水
神

清
和

貞
観
九
・
三
・
十
一
辛
亥

信
濃
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
梓
水
神
。
湏
々
岐
水
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
三
～二

一
四

八
縣
宿
禰
命
神

清
和

貞
観
十
・
三
・
九
癸
卯

授
二
信
濃
國
。
従
五
位
下
。
八4

（
或
当
作
小
）縣
宿
祢
命
神
。
正
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
二

和
世
田
神

清
和

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

信
濃
國
。
正
六
位
上
。
塩
野
神
。
和
世
田
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三

蓼
科
神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

信
濃
國
。
正
六
位
上
。
蓼
科
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

地
生
神

陽
成

元
慶
五
・
十
・
九
甲
申

信
濃
國
。
正
六
位
上
。
地4

（
印
本
作
池
）生
神
。
御
厩
中
央
御
玉
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
四
十
・
五
〇
三

御
厩
中
央
御
玉
神

陽
成

元
慶
五
・
十
・
九
甲
申

信
濃
國
。
正
六
位
上
。
地
生
神
。
御
厩
中
央
御
玉
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
三

槻
井
泉
神

陽
成

元
慶
五
・
十
二
・
二
十
八
壬
寅
信
濃
國
。
正
六
位
上
。
槻
井
泉
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
九

（
備
考
）
「
守
達
神
」
は
頭
注
に
「
守
、
原
作
宇
、
據
上
文
貞
観
元
年
十
二
月
紀
及
神
名
式
改
」
と
記
す
が
、『
神
名
式
』
に
は
「
守
田
神
社
」（
水
内
郡
）と
見
え
る
。
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東
山
道
　
上
野
国
（
五
所
）

波
己
曾
神

清
和

陽
成

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

元
慶
三
・
閏
十
・
四
庚
寅

元
慶
四
・
五
・
二
十
五
戊
寅

授
二
上
野
國
。
正
六
位
上
。
波
己
曾
神
。
従
五
位
下
一
。

上
野
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
波
己
曾
神
。
若
伊
賀
保
神
。
並
従
五
位
上
。

上
野
國
。（
中
略
）正
五
位
下
。
小
祝
神
。
波
己
曾
神
。
並
正
五
位
上
。
勲
十
二
等
。

授
位

授
位

授
位

三
実
二
・
二
三

三
実
三
十
六
・
四
六
一

三
実
三
十
七
・
四
七
五

小
高
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
九
辛
未

授
二
上
野
國
。
正
六
位
上
。
小
高
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
二

若
伊
賀
保
神

清
和

陽
成

貞
観
五
・
十
・
七
丙
寅

元
慶
三
・
閏
十
・
四
庚
寅

元
慶
四
・
十
・
十
四
甲
午

上
野
國
。
正
六
位
上
。
若
伊
賀
保
神
。
従
五
位
下
。

上
野
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
波
己
曾
神
。
若
伊
賀
保4

（
據
上
文
貞
観
五
年
十

月
紀
補
）神
。
並
従
五
位
上
。

授
二
上
野
國
。
正
五
位
下
。
若4

（
原
作
君
、
據
上
文
元
慶
三
年
閏
十
月
紀
改
）伊

賀
保
神
。
正
五
位
上
一
。

授
位

授
位

授
位

三
実
七
・
一
一
八

三
実
三
十
六
・
四
六
一

三
実
三
十
八
・
四
八
二

丹
生
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
五
甲
寅

（
前
略
）上
野
國
。
正
六
位
上
。
丹
生
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七

稲
裹
地
神

陽
成

元
慶
四
・
五
・
二
十
五
戊
寅

（
上
野
國
）正
六
位
上
。
稲 

 

地
神
。
従
五
位
下
。
勲
十
二
等
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
五

東
山
道
　
下
野
国
（
三
所
）

伊
門
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
二
十
七
丙
子
下
野
國
。
従
五
位
下
。
伊
門
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
七
～

三
六
八

賀
蘇
山
神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

下
野
國
。
賀
蘇
山
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

綾
都
比
神

陽
成

元
慶
三
・
三
・
九
己
亥

授
二
下
野
國
。
正
六
位
上
。
綾
都
比
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
五
・
四
四
九

東
山
道
　
陸
奥
国
（
六
所
）

蝦
夷
神

齊
明

齊
明
五
・
是
月

即
以
三
船
一
隻
與
二
五
色
綵
帛
一
。
祭
二
彼
地
神
一
。

祭
祀

書
紀
下
二
十
六
・
二
七
〇

多
久
都
神

仁
明

承
和
十
・
九
・
五
庚
寅

奉
レ
授
二
陸
奥
國
。従
五
位
下
。多
久4

（
原
作
允
、今
従
尾
本
及
宮
本
傍
朱
書
）都
神
。

正
五
位
下
一
。

授
位

続
後
紀
十
三
・
一
六
一

八
牡
姫
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

陸
奥
國
。（
中
略
）无
位
。
八
牡
姫
。
小
結
。
温
泉
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

小
結
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

陸
奥
國
。（
中
略
）无
位
。
八
牡
姫
。
小
結
。
温
泉
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

温
泉
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

陸
奥
國
。（
中
略
）无
位
。
八
牡
姫
。
小
結
。
温
泉
神
等
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

鹿
島
大
神
苗
裔
神

卅
八
社

清
和

貞
観
八
・
正
・
二
十
丁
酉

常
陸
國
。
鹿
嶋
神
宮
司
言
。
大
神
之
苗
裔
神
卅
八
社
。
在
二
陸
奥
國
一
。

授
位

三
実
十
二
・
一
七
三
～

　
　
　
　
　
　
　一

七
四
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東
山
道
　
出
羽
国
（
十
一
所
）

齶
田
浦
神

齊
明

齊
明
四
・
四

齶
田
浦
神
。
知
矣
。
将
二
清
白
心
一
。
仕
二
官
朝
一
矣
。

神
畏

書
紀
下
二
十
六
・
二
六
五

熊
通
男
神

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
二
十
二
丙
戌
出
羽
國
。
正
六
位
上
。
熊
通
男
神
。
石
通
男
神
。
眞
赫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
六
・
九
七

石
通
男
神

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
二
十
二
丙
戌
出
羽
國
。
正
六
位
上
。
熊
通
男
神
。
石
通
男
神
。
眞
赫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
六
・
九
七

眞
赫
神

清
和

貞
観
四
・
十
一
・
二
十
二
丙
戌
出
羽
國
。
正
六
位
上
。
熊
通
男
神
。
石
通
男
神
。
眞
赫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
六
・
九
七

城
輪
神

清
和

陽
成

貞
観
七
・
二
・
二
十
七
己
卯

元
慶
四
・
二
・
二
十
七
辛
亥

出
羽
國
。
正
六
位
上
。
城
輪
神
。
高
泉
神
。
並
従
五
位
下
。

出
羽
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
勲
七
等
。
袁
物
忌
神
。
城
輪
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
・
一
五
〇

三
実
三
十
七
・
四
七
一

高
泉
神

清
和

貞
観
七
・
二
・
二
十
七
己
卯

出
羽
國
。
正
六
位
上
。
城
輪
神
。
高
泉
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
・
一
五
〇

白
磐
神

清
和

貞
観
十
二
・
八
・
二
十
八
戊
申
出
羽
國
。
白
磐
神
。 

 

波
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
八
・
二
七
七

 
 

波
神

清
和

貞
観
十
二
・
八
・
二
十
八
戊
申
出
羽
國
。
白
磐
神
。 

 

波
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
八
・
二
七
七

利
神

清
和

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

出
羽
國
。
利
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

酢
川
温
泉
神

清
和

貞
観
十
五
・
六
・
二
十
六
己
未
授
二
出
羽
國
。
正
六
位
上
。
酢
川
温
泉
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
七

矢
向
神

清
和

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

（
前
略
）出
羽
國
。
矢
向
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
五
・
三
四
二

北
陸
道
　
若
狭
国
（
一
所
）

八
幡
神
宮

称
徳

寶
亀
元
・
八
・
庚
寅
朔

遣
二
。
若
狭
國
目
。
従
七
位
下
。
伊
勢
朝
臣
諸
人
。
内
舎
人
大
初
位
下
。
佐
伯
宿

祢
老
一
。
奉
二
。
鹿
毛
馬
。
於
。
若
狭
彦
神
。
八
幡
神
宮
。
各
一
疋
一
。

奉
幣

続
紀
三
十
・
三
七
九

北
陸
道
　
越
前
国
（
四
所
）

金
山
彦
神

文
徳

嘉
祥
三
・
十
一
・
二
十
二
乙
未
進
二
越
前
國
。
金
山
彦
神
。
階
一
加
二
従
四
位
下
一
。

授
位

文
実
二
・
二
二

二
上
神

清
和

貞
観
二
・
八
・
二
己
卯

越
前
國
。
正
六
位
上
。
廣
湍
雄
推
神
。
二
上
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
・
五
二

廣
湍
雄
推
神

清
和

貞
観
二
・
八
・
二
己
卯

越
前
國
。
正
六
位
上
。
廣
湍
雄
推
神
。
二
上
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
・
五
二

氣
多
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
甲
午

（
前
略
）越
前
國
。
正
六
位
上
。
氣
多
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
四

（
備
考
）
「
廣
湍
雄
推
神
」
は
『
神
祇
志
料
』、『
神
社
覈
録
』
で
は
「
廣
湍
神
」、「
雄
推
神
」
の
二
神
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』
に
も
と
づ
き
一
神
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

（
備
考
）
「
八
牡
姫
神
」「
小
結
神
」「
温
泉
神
」
の
三
神
は
、『
神
社
覈
録
』
で
は
「
八
牡
姫
小
結
温
泉
神
」
と
一
神
に
し
て
お
り
、『
神
祇
志
料
』、『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
で
は
「
八

牡
姫
神
」「
小
結
温
泉
神
」
と
二
神
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』
に
も
と
づ
き
、
三
神
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。
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山
陰
道
　
伯
耆
国
（
十
所
）

大
帶
孫
神

文
徳

齊
衡
三
・
八
・
五
乙
亥

伯
耆
國
。（
中
略
）大
帶
孫
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

文
実
八
・
八
三

湊
神

清
和

貞
観
九
・
四
・
八
丁
丑

伯
耆
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
湊
神
。
賀
茂
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
五

賀
茂
神

清
和

貞
観
九
・
四
・
八
丁
丑

伯
耆
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
湊
神
。
賀
茂
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
五

勝
宿
祢
神

清
和

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

伯
耆
國
。
勝
宿
祢
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

國
廰
裏
神

清
和

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

伯
耆
國
。
無
位
。
國
廰
裏
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三

三
輪
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
二
十
辛
亥
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
三
輪
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
四

天
乃
佐
奈
咩
神

清
和

貞
観
十
六
・
七
・
二
戊
子

授
二
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
乃
佐
奈
咩
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
六
・
三
四
五

天
照
高
日
女
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
照
高
日
女
神
。
天
乃
神
奈
斐
神
。
天
高
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

天
乃
神
奈
斐
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
照
高
日
女
神
。
天
乃
神
奈
斐
神
。
天
高
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

天
高
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
照
高
日
女
神
。
天
乃
神
奈
斐
神
。
天
高
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

山
陰
道
　
出
雲
国
（
三
所
）

與
都
彦
命

文
徳

仁
壽
元
・
九
・
十
六
乙
酉

出
雲
國
。（
中
略
）與
都
彦
命
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
〇

湯
坐
志
去
日
女
命
神

清
和

貞
観
元
・
七
・
十
一
甲
子

出
雲
國
。（
中
略
）无
位
。
湯
坐
志
去
日
女
命
神
。
並
授
二
正
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
・
三
四

阿
式
神

清
和

貞
観
七
・
十
・
二
十
八
丙
子

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
壬
午

出
雲
國
。
従
五
位
下
。
左
草
神
。
御
譯
神
。
阿
式
神
等
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

出
雲
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
能
義
神（
中
略
）阿
式
神
。
並
正
五
位
下
。

授
位

授
位

三
実
十
一
・
一
六
六

三
実
二
十
・
三
〇
〇
～三

〇
一

（
備
考
）
『
文
実
』
仁
壽
元
年
九
月
十
六
日
乙
酉
条
（
三
〇
頁
）、『
三
実
』
元
慶
二
年
三
月
三
日
己
亥
条
（
四
二
三
頁
）
に
見
え
る
「
青
幡
佐
草
壯
丁
命
」「
青
幡
佐4

草
壯
丁
神
」
は
、

『
文
実
』
の
頭
注
に
「
佐
、
原
作
位
、
據
広
本
及
神
名
式
改
」
と
あ
り
、
式
内
社
の
「
佐
久
佐
神
社
」
に
宛
て
ら
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。

　
　
　
　『

三
実
』
貞
観
十
年
九
月
二
十
一
日
辛
亥
条
（
二
三
五
頁
）、
貞
観
十
三
年
十
一
月
十
日
壬
午
条
（
三
〇
一
頁
）
に
見
え
る
「
温
沼
神
」
は
、
頭
注
に
「
温
沼
、
或
云
當

作
塩
治
」
と
あ
り
、
式
内
社
の
「
鹽
冶
神
社
」
に
宛
て
ら
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。
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北
陸
道
　
加
賀
国
（
四
所
）

白
鳥
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
二
十
一
丙
申
授
二
加
賀
國
。
正
六
位
上
。
白
鳥
神
。
郡
家
神
。
山
代
大
堰
神
。
並
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

山
代
大
堰
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
二
十
一
丙
申
授
二
加
賀
國
。
正
六
位
上
。
白
鳥
神
。
郡
家
神
。
山
代
大
堰
神
。
並
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

畔
分
堰
神

陽
成

元
慶
三
・
六
・
二
十
三
壬
午

加
賀
國
。
正
六
位
上
。
畔
分
堰
神
。
垂
比
咩
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
五

垂
比
咩
神

陽
成

元
慶
三
・
六
・
二
十
三
壬
午

加
賀
國
。
正
六
位
上
。
畔
分
堰
神
。
垂
比
咩
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
五

（
備
考
）
『
文
実
』
天
安
元
年
九
月
八
日
壬
寅
条
（
一
〇
二
頁
）
に
「
正
六
位
上
。
治
田
若
御
子
神
。
授
従
五
位
下
」
と
み
え
、こ
の
神
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』

で
は
式
外
神
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
。『
加
賀
国
式
内
社
並
国
史
現
在
社
調
書
』
で
は
、「
治
田
」
は
「
気
多
」
の
誤
写
と
し
、
式
内
社
の
「
気
多
御
子
神
社
」
と
し
て
い

る
。
考
慮
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
で
お
く
。

北
陸
道
　
能
登
国
（
一
所
）

高
倉
彦
神

清
和

貞
観
十
五
・
八
・
四
丙
申

（
前
略
）能
登
國
。
従
五
位
下
。
高
倉
彦
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
八

北
陸
道
　
越
中
国
（
十
所
）

二
上
神

光
仁

寶
亀
十
一
・
十
二
・
十
四
甲
辰
越
中
國
。
射
水
郡
。
二
上
神
。（
中
略
）並
叙
二
従
五
位
下
一
。

授
位

続
紀
三
十
六
・
四
六
五

鵜
坂
姉
比
咩
神

清
和

貞
観
五
・
八
・
十
五
乙
亥

越
中
國
。
正
六
位
上
。
鵜
坂
姉
比
咩
神
。
鵜
坂
妻
比
咩
神
。
杉
田
神
。
並
授
二
従

五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
五

鵜
坂
妻
比
咩
神

清
和

貞
観
五
・
八
・
十
五
乙
亥

越
中
國
。
正
六
位
上
。
鵜
坂
姉
比
咩
神
。
鵜
坂
妻
比
咩
神
。
杉
田
神
。
並
授
二
従

五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
五

楯
桙
神

清
和

陽
成

貞
観
六
・
三
・
二
十
三
己
酉

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
壬
午

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

（
前
略
）越
中
國
。
正
六
位
上
。
楯
桙
神
。
並
従
五
位
下
。

（
前
略
）越
中
國
。
従
五
位
下
。
楯
桙
神
。
並
従
五
位
上
。

越
中
國
。
楯
桙
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

授
位

三
実
八
・
一
三
四

三
実
二
十・
三
〇
〇
～
三
〇
一

三
実
四
十
二
・
五
二
七

新
川
神

清
和

貞
観
九
・
二
・
二
十
七
丁
酉

貞
観
十
八
・
七
・
十
一
丙
戌

越
中
國
。（
中
略
）正
五
位
上
。
新
川
神
。
従
四
位
下
。

（
前
略
）越
中
國
。
新
川
神
。
並
従
四
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
四
・
二
一
二

三
実
二
十
九
・
三
七
八

御
田
神

清
和

陽
成

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

元
慶
三
・
二
・
八
戊
辰

越
中
國
。
従
五
位
下
。
御
田
神
等
。
並
従
五
位
上
。

授
二
越
中
國
。
従
五
位
上
。
御
田
神
。
正
五
位
下
一
。

授
位

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

三
実
三
十
五
・
四
四
六

賀
積
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午
越
中
國
。
賀
積
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

手
向
神

陽
成

元
慶
二
・
五
・
八
癸
卯

授
二
越
中
國
。
正
六
位
上
。
手
向
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
八

石
武
雄
神

陽
成

元
慶
三
・
十
・
二
十
九
乙
酉

（
前
略
）正
六
位
上
。
石
武
雄
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
六
一

新
治
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
越
中
國
。
正
六
位
上
。
新
治
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六



［国史見在社について］……三橋 健

549

北
陸
道
　
加
賀
国
（
四
所
）

白
鳥
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
二
十
一
丙
申
授
二
加
賀
國
。
正
六
位
上
。
白
鳥
神
。
郡
家
神
。
山
代
大
堰
神
。
並
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

山
代
大
堰
神

清
和

貞
観
十
八
・
七
・
二
十
一
丙
申
授
二
加
賀
國
。
正
六
位
上
。
白
鳥
神
。
郡
家
神
。
山
代
大
堰
神
。
並
従
五
位
下
一
。
授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
九

畔
分
堰
神

陽
成

元
慶
三
・
六
・
二
十
三
壬
午

加
賀
國
。
正
六
位
上
。
畔
分
堰
神
。
垂
比
咩
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
五

垂
比
咩
神

陽
成

元
慶
三
・
六
・
二
十
三
壬
午

加
賀
國
。
正
六
位
上
。
畔
分
堰
神
。
垂
比
咩
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
五

（
備
考
）
『
文
実
』
天
安
元
年
九
月
八
日
壬
寅
条
（
一
〇
二
頁
）
に
「
正
六
位
上
。
治
田
若
御
子
神
。
授
従
五
位
下
」
と
み
え
、こ
の
神
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』

で
は
式
外
神
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
。『
加
賀
国
式
内
社
並
国
史
現
在
社
調
書
』
で
は
、「
治
田
」
は
「
気
多
」
の
誤
写
と
し
、
式
内
社
の
「
気
多
御
子
神
社
」
と
し
て
い

る
。
考
慮
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
で
お
く
。

北
陸
道
　
能
登
国
（
一
所
）

高
倉
彦
神

清
和

貞
観
十
五
・
八
・
四
丙
申

（
前
略
）能
登
國
。
従
五
位
下
。
高
倉
彦
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
八

北
陸
道
　
越
中
国
（
十
所
）

二
上
神

光
仁

寶
亀
十
一
・
十
二
・
十
四
甲
辰
越
中
國
。
射
水
郡
。
二
上
神
。（
中
略
）並
叙
二
従
五
位
下
一
。

授
位

続
紀
三
十
六
・
四
六
五

鵜
坂
姉
比
咩
神

清
和

貞
観
五
・
八
・
十
五
乙
亥

越
中
國
。
正
六
位
上
。
鵜
坂
姉
比
咩
神
。
鵜
坂
妻
比
咩
神
。
杉
田
神
。
並
授
二
従

五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
五

鵜
坂
妻
比
咩
神

清
和

貞
観
五
・
八
・
十
五
乙
亥

越
中
國
。
正
六
位
上
。
鵜
坂
姉
比
咩
神
。
鵜
坂
妻
比
咩
神
。
杉
田
神
。
並
授
二
従

五
位
下
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
五

楯
桙
神

清
和

陽
成

貞
観
六
・
三
・
二
十
三
己
酉

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
壬
午

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

（
前
略
）越
中
國
。
正
六
位
上
。
楯
桙
神
。
並
従
五
位
下
。

（
前
略
）越
中
國
。
従
五
位
下
。
楯
桙
神
。
並
従
五
位
上
。

越
中
國
。
楯
桙
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

授
位

三
実
八
・
一
三
四

三
実
二
十・
三
〇
〇
～
三
〇
一

三
実
四
十
二
・
五
二
七

新
川
神

清
和

貞
観
九
・
二
・
二
十
七
丁
酉

貞
観
十
八
・
七
・
十
一
丙
戌

越
中
國
。（
中
略
）正
五
位
上
。
新
川
神
。
従
四
位
下
。

（
前
略
）越
中
國
。
新
川
神
。
並
従
四
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
四
・
二
一
二

三
実
二
十
九
・
三
七
八

御
田
神

清
和

陽
成

貞
観
九
・
十
・
五
庚
午

元
慶
三
・
二
・
八
戊
辰

越
中
國
。
従
五
位
下
。
御
田
神
等
。
並
従
五
位
上
。

授
二
越
中
國
。
従
五
位
上
。
御
田
神
。
正
五
位
下
一
。

授
位

授
位

三
実
十
四
・
二
二
二

三
実
三
十
五
・
四
四
六

賀
積
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午
越
中
國
。
賀
積
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

手
向
神

陽
成

元
慶
二
・
五
・
八
癸
卯

授
二
越
中
國
。
正
六
位
上
。
手
向
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
二
八

石
武
雄
神

陽
成

元
慶
三
・
十
・
二
十
九
乙
酉

（
前
略
）正
六
位
上
。
石
武
雄
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
六
一

新
治
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
越
中
國
。
正
六
位
上
。
新
治
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六
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（
備
考
）
「
二
上
神
」
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
祇
志
料
』
で
は
式
内
社
の
「
射
水
神
社
」
に
宛
て
る
。
明
白
な
ら
ず
。
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
　『

三
実
』
貞
観
五
年
八
月
十
五
日
乙
亥
条
（
一
一
五
頁
）
に
見
え
る
「
杉
田
神
」
は
、『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
で
は
式
外
神
と
し
て
い
る
。
一
説
に
、
婦
負
郡
の
式
内

社
杉
原
神
社
に
あ
て
ら
れ
、
再
考
を
要
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
こ
と
に
し
た
。

北
陸
道
　
佐
渡
国
（
四
所
）

浦
神

欽
明

欽
明
五
・
十
二

浦
神
。
厳
忌
。
人
不
二
敢
近
一
。

神
畏

書
紀
下
十
九
・
七
〇

花
村
神

清
和

貞
観
十
六
・
十
二
・
二
十
九
癸
未
佐
渡
國
。
正
六
位
上
。
花
村
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
六
・
三
五
五

佐
志
羽
神

陽
成

元
慶
二
・
十
一
・
十
三
甲
辰

佐
渡
國
。
正
六
位
上
。
佐
志
羽
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下4（
原
作
上
、
今
意
改
）。
授
位

三
実
三
十
四
・
四
四
〇

大
庭
神

陽
成

元
慶
七
・
二
・
二
己
亥

授
二
佐
渡
國
。
正
六
位
上
。
大
庭
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
三
・
五
三
二
～

　
　
　
　
　
　
　五

三
三

山
陰
道
　
丹
波
国
（
五
所
）

物
部
箐
掃
神

清
和

貞
観
十
一
・
十
二
・
八
辛
卯

丹
波
國
。
正
六
位
上
。
物
部
箐4

（
印
本
作
簀
、
相
通
）掃
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
六
・
二
五
四

雷
神

陽
成

元
慶
四
・
四
・
二
十
九
壬
子

授
二
丹
波
國
。
阿
當
護
山
。
无
位
。
雷
神
。
破
无
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
四

破
无
神

陽
成

元
慶
四
・
四
・
二
十
九
壬
子

授
二
丹
波
國
。
阿
當
護
山
。
无
位
。
雷
神
。
破
无
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
四

荒
井
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

丹
波
國
。
荒
井
神
。
城
埼
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七

城
埼
神

陽
成

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

丹
波
國
。
荒
井
神
。
城
埼
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
二
・
五
二
七

山
陰
道
　
丹
後
国
（
四
所
）

山
伎
神

陽
成

元
慶
元
・
十
二
・
二
十
九
乙
未
丹
後
國
。
正
六
位
上
。
竹
野
神
。
山
伎
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
七

息
津
嶋
神

陽
成

元
慶
四
・
十
・
十
三
癸
巳

丹
後
國
。
正
六
位
上
。
息4

（
原
作
恩
、
今
意
改
）津
嶋
神
。
葛
嶋
神
。
坂
代
神
。

並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
八
・
四
八
二

葛
嶋
神

陽
成

元
慶
四
・
十
・
十
三
癸
巳

丹
後
國
。
正
六
位
上
。
息
津
嶋
神
。
葛
嶋
神
。
坂
代
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
八
・
四
八
二

坂
代
神

陽
成

元
慶
四
・
十
・
十
三
癸
巳

丹
後
國
。
正
六
位
上
。
息
津
嶋
神
。
葛
嶋
神
。
坂
代
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
八
・
四
八
二
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山
陰
道
　
但
馬
国
（
四
所
）

大
岡
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
但
馬
國
。
正
六
位
上
。
大
岡
神
。
左
長
神
。（
中
略
）菅
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

左
長
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
但
馬
國
。
正
六
位
上
。
大
岡
神
。
左
長
神
。（
中
略
）菅
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

菅
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
但
馬
國
。
正
六
位
上
。
大
岡
神
。
左
長
神
。（
中
略
）菅
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

絹
巻
神

光
孝

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

但
馬
國
。
正
六
位
上
。
絹
巻
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
一

山
陰
道
　
因
幡
国
（
八
所
）

酒
賀
神

 
 

賀
神

清
和

貞
観
三
・
十
・
十
六
丙
辰

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

因
幡
國
。
正
六
位
上
。
酒
賀
神
。
賀
露
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
二
因
幡
國
。
従
五
位
下
。
賀
露
神
。 

 

賀
神
。
鷲
峯
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
五
・
八
一

三
実
二
十
五
・
三
四
二

賀
露
神

清
和

陽
成

貞
観
三
・
十
・
十
六
丙
辰

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

元
慶
元
・
六
・
二
十
八
丁
酉

元
慶
元
・
十
二
・
十
四
庚
辰

元
慶
二
・
十
一
・
十
三
甲
辰

因
幡
國
。
正
六
位
上
。
酒
賀
神
。
賀
露
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
二
因
幡
國
。
従
五
位
下
。
賀
露
神
。 

 

賀
神
。
鷲
峯
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
一
。

授
二
因
幡
國
。
従
五
位
上
。
賀
露
神
。
正
五
位
下
一
。

因
幡
國
。
正
五
位
下
。
賀
露
神
。
従
四
位
下
。

因
幡
國（
中
略
）従
四
位
下
。
賀
露
神
。
従
四
位
上
。

授
位

授
位

授
位

授
位

授
位

三
実
五
・
八
一

三
実
二
十
五
・
三
四
二

三
実
三
十
一
・
四
〇
七

三
実
三
十
二
・
四
一
五

三
実
三
十
四
・
四
四
〇

鷲
岑
神

清
和

貞
観
四
・
九
・
八
甲
戌

貞
観
十
六
・
五
・
十
一
戊
戌

授
二
因
幡
國
。
正
六
位
上
。
鷲
岑
神
。
従
五
位
下
一
。

授
二
因
幡
國
。
従
五
位
下
。
賀
露
神
。
須
賀
神
。
鷲
峯
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
六
・
九
六

三
実
二
十
五
・
三
四
二

多
神

清
和

貞
観
十
五
・
七
・
二
十
八
庚
寅
授
二
因
幡
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
多
神
。
正
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
八

神
前
神

清
和

貞
観
十
七
・
三
・
二
十
九
壬
子
因
幡
國
。
正
六
位
上
。
神
前
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
〇
～

三
六
一

相
尾
神

陽
成

元
慶
元
・
十
二
・
二
十
九
乙
未
授
二
因
幡
國
。
正
六
位
上
。
相
尾
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
七

大
山
神

陽
成

元
慶
三
・
二
・
八
戊
辰

因
幡
國
。正
六
位
上
。大
□（
印
本
作
大
山
、按
神
名
式
有
大
江
神
）神
。従
五
位
下
。
授
位

三
実
三
十
五
・
四
四
六

虫
井
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
因
幡
國
。
正
六
位
上
。
虫
井
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

（
備
考
）

　「
相
尾
神
」
は
『
神
祇
志
料
』『
神
社
覈
録
』
で
は
「
相
屋
神
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』
の
本
文
を
採
る
。
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山
陰
道
　
伯
耆
国
（
十
所
）

大
帶
孫
神

文
徳

齊
衡
三
・
八
・
五
乙
亥

伯
耆
國
。（
中
略
）大
帶
孫
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

文
実
八
・
八
三

湊
神

清
和

貞
観
九
・
四
・
八
丁
丑

伯
耆
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
湊
神
。
賀
茂
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
五

賀
茂
神

清
和

貞
観
九
・
四
・
八
丁
丑

伯
耆
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
湊
神
。
賀
茂
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
五

勝
宿
祢
神

清
和

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

伯
耆
國
。
勝
宿
祢
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

國
廰
裏
神

清
和

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

伯
耆
國
。
無
位
。
國
廰
裏
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三

三
輪
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
二
十
辛
亥
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
三
輪
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
四

天
乃
佐
奈
咩
神

清
和

貞
観
十
六
・
七
・
二
戊
子

授
二
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
乃
佐
奈
咩
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
六
・
三
四
五

天
照
高
日
女
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
照
高
日
女
神
。
天
乃
神
奈
斐
神
。
天
高
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

天
乃
神
奈
斐
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
照
高
日
女
神
。
天
乃
神
奈
斐
神
。
天
高
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

天
高
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
伯
耆
國
。
正
六
位
上
。
天
照
高
日
女
神
。
天
乃
神
奈
斐
神
。
天
高
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

山
陰
道
　
出
雲
国
（
三
所
）

與
都
彦
命

文
徳

仁
壽
元
・
九
・
十
六
乙
酉

出
雲
國
。（
中
略
）與
都
彦
命
。（
中
略
）並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
〇

湯
坐
志
去
日
女
命
神

清
和

貞
観
元
・
七
・
十
一
甲
子

出
雲
國
。（
中
略
）无
位
。
湯
坐
志
去
日
女
命
神
。
並
授
二
正
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
・
三
四

阿
式
神

清
和

貞
観
七
・
十
・
二
十
八
丙
子

貞
観
十
三
・
十
一
・
十
壬
午

出
雲
國
。
従
五
位
下
。
左
草
神
。
御
譯
神
。
阿
式
神
等
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

出
雲
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
能
義
神（
中
略
）阿
式
神
。
並
正
五
位
下
。

授
位

授
位

三
実
十
一
・
一
六
六

三
実
二
十
・
三
〇
〇
～三

〇
一

（
備
考
）
『
文
実
』
仁
壽
元
年
九
月
十
六
日
乙
酉
条
（
三
〇
頁
）、『
三
実
』
元
慶
二
年
三
月
三
日
己
亥
条
（
四
二
三
頁
）
に
見
え
る
「
青
幡
佐
草
壯
丁
命
」「
青
幡
佐4

草
壯
丁
神
」
は
、

『
文
実
』
の
頭
注
に
「
佐
、
原
作
位
、
據
広
本
及
神
名
式
改
」
と
あ
り
、
式
内
社
の
「
佐
久
佐
神
社
」
に
宛
て
ら
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。

　
　
　
　『

三
実
』
貞
観
十
年
九
月
二
十
一
日
辛
亥
条
（
二
三
五
頁
）、
貞
観
十
三
年
十
一
月
十
日
壬
午
条
（
三
〇
一
頁
）
に
見
え
る
「
温
沼
神
」
は
、
頭
注
に
「
温
沼
、
或
云
當

作
塩
治
」
と
あ
り
、
式
内
社
の
「
鹽
冶
神
社
」
に
宛
て
ら
れ
る
た
め
こ
こ
で
は
挙
げ
な
い
。
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山
陰
道
　
石
見
国
（
五
所
）

府
中
神

國
府
中
神

清
和

陽
成

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

貞
観
十
七
・
十
・
十
己
未

元
慶
三
・
九
・
四
辛
卯

石
見
國
。
霹
靂
神
。
國
府
中
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

石
見
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
府
中
神
。
従
五
位
上
。

石
見
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
府
中
神
。
國
分
寺
霹
靂
神
。
並
正
五
位
下
。

授
位

授
位

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

三
実
二
十
七
・
三
六
六

三
実
三
十
六
・
四
五
七

石
神

清
和

貞
観
十
六
・
九
・
八
癸
巳

石
見
國
。
上
言
。
石
神
。
二
。
自
二
出
雲
國
一
来
。
是
日
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
六
・
三
四
九

石
塔
鬼
王
帝
釋
天
王
國
社

神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

石
見
國
。
石
塔
鬼
王
帝
釋
天
王
國
社
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

椙
尾
國
社
神

陽
成

元
慶
四
・
二
・
八
壬
辰

石
見
國
。
正
六
位
上
。
椙
尾
國
社
神
。
常
世
國
社
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

常
世
國
社
神

陽
成

元
慶
四
・
二
・
八
壬
辰

石
見
國
。
正
六
位
上
。
椙
尾
國
社
神
。
常
世
國
社
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

山
陰
道
　
隠
岐
国
（
二
所
）

日
乃
賣
神

清
和

貞
観
十
三
・
閏
八
・
二
十
九
壬
申
隠
岐
國
。（
中
略
）无
位
。
日
乃
賣
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
・
二
九
四

健 
 

佐
雄
神

光
孝

元
慶
八
・
三
・
二
十
七
戊
子

隠
岐
國
。
正
六
位
上
。
健 

 

佐
雄
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
五
・
五
五
六

山
陽
道
　
播
磨
国
（
七
所
）

足
速
手
速
神

文
徳

嘉
祥
三
・
九
・
十
八
壬
辰

授
二
播
磨
國
。
足
速
手
速
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
二
・
一
九

速
素
戔
烏
神

清
和

貞
観
八
・
七
・
十
三
乙
卯

播
磨
國
。
无
位
。
速
素
戔
烏
神
。
速
風
武
雄
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
三
・
一
九
一

速
風
武
雄
神

清
和

貞
観
八
・
七
・
十
三
乙
卯

播
磨
國
。
无
位
。
速
素
戔
烏
神
。
速
風
武
雄
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
三
・
一
九
一

射
目
埼
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
播
磨
國
。
正
六
位
上
。
射
目
埼
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

姥
女
神

陽
成

元
慶
元
・
四
・
七
戊
寅

授
二
播
磨
國
。
正
六
位
上
。
姥
女
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
一
・
四
〇
一

英
賀
彦
神

陽
成

元
慶
五
・
五
・
五
壬
子

播
磨
國
。
正
六
位
上
。
英
賀
彦
神
。
英
賀
姫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
九
・
四
九
八

英
賀
姫
神

陽
成

元
慶
五
・
五
・
五
壬
子

播
磨
國
。
正
六
位
上
。
英
賀
彦
神
。
英
賀
姫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
九
・
四
九
八
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南
海
道
　
土
佐
国
（
十
二
所
）

殖
田
上
神

清
和

貞
観
八
・
五
・
二
十
二
乙
丑

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
殖
田
上
神
。・
峯
・
本
神
。
祈
年
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
二
・
一
八
四

祈
年
神

清
和

貞
観
八
・
五
・
二
十
二
乙
丑

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
殖
田
上
神
。・
峯
・
本
神
。
祈
年
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
二
・
一
八
四

神
奈
地
祇
神

清
和

貞
観
八
・
八
・
七
己
卯

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
神
奈4

（
類
史
作
岑
）地
祇
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
三
・
一
九
二

宗
我
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
土
左
國
。
無
位
。
宗
我
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

立
山
神

清
和

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

土
左
國
。
従
五
位
上
。
立
山
神
。
正
五
位
下
。

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

小
村
神

清
和

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

土
左
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
小
村
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

大
谷
神

清
和

陽
成

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

元
慶
三
・
九
・
二
十
七
甲
寅

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
大
谷
神
。
従
五
位
下
。

土
左
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
大
谷
神
。
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

三
実
三
十
六
・
四
五
八

伊
勢
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
二
十
三
辛
未
授
二
土
左
國
。
正
六
位
上
。
伊
勢
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
八
・
二
八
〇

並
山
神

陽
成

元
慶
三
・
九
・
二
十
七
甲
寅

授
二
土
左
國
。
正
五
位
下
。
並
山
神
。
正
五
位
上
一
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
八

宇
賀
神

陽
成

元
慶
三
・
九
・
二
十
七
甲
寅

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
宇
賀
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
八

堰
留
神

光
孝

元
慶
八
・
十
・
四
辛
卯

授
二
土
左
國
。
正
六
位
上
。
堰
留
神4

（
今
意
補
）。
石
留
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
三

石
留
神

光
孝

元
慶
八
・
十
・
四
辛
卯

授
二
土
左
國
。
正
六
位
上
。
堰
留
神
。
石
留
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
三

（
備
考
）
『
三
実
』
貞
観
八
年
五
月
二
十
二
日
乙
丑
条
（
一
八
四
頁
）
に
見
ら
れ
る
「
正
六
位
上
（
中
略
）・
峯
・
本
神
。（
中
略
）
並
従
五
位
下
」
は
、
頭
注
に
「
峯
本
神
、
神

階
記
作
朝
峯
神
坂
本
神
」
と
記
す
よ
う
に
、「
朝
峯（
岑
）神
」「
坂
本
神
」
の
二
神
と
考
え
ら
れ
式
内
社
で
あ
る
が
、『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
社
覈
録
』
で
は
、
こ

れ
ら
を
「
峯
本
神
」
の
一
神
と
し
て
式
外
神
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』
の
頭
注
に
も
と
づ
き
式
内
社
と
す
る
が
、
考
慮
を
要
す
る
。

　
　
　

西
海
道

　　　　
筑
前
国
（
十
一
所
）

大
倉
主
神

仲
哀

仲
哀
八
・
正
・
四
壬
午

是
浦
口
。
有
二
男
女
二
神
一
。
男
神
。
曰
二
。
大
倉
主
一
。
女
神
。
曰
二
。
菟
夫
羅
媛
一
。
祭
祀

書
紀
上
八
・
二
三
四
～二

三
五

菟
夫
羅
媛

仲
哀

仲
哀
八
・
正
・
四
壬
午

是
浦
口
。
有
二
男
女
二
神
一
。
男
神
。
曰
二
。
大
倉
主
一
。
女
神
。
曰
二
。
菟
夫
羅
媛
一
。
祭
祀

書
紀
上
八
・
二
三
四
～二

三
五

朝
倉
社

齊
明

齊
明
七
・
五
・
九
癸
卯

斮
二
除
朝
倉
社
木
一
而
作
二
此
宮
一
之
故
。

祭
祀

書
紀
下
二
十
六
・
二
七
七

香
椎
宮

香
椎
廟

樫
日
廟

聖
武

淳
仁

天
平
九
・
四
・
朔
乙
巳

天
平
寶
字
三
・
八
・
六
己
亥

天
平
寶
字
六
・
十
一
・
十
六
庚
寅

遣
二
使
。於
伊
勢
神
宮
。大
神
社
。筑
紫
住
吉
。八
幡
二
社
。及
。香
椎
宮
一
。奉
レ
幣
。

以
告
二
新
羅
无
禮
之
状
一
。

遣
二
。
太
宰
帥
三
品
船
親
王
。
於
。
香
椎
廟
一
。
奏
下
應
レ
伐
二
新
羅
一
之
状
上
。

奉
二
幣
于
。
香
椎
廟
一
。
以
下
為
レ
征
二
新
羅
一
調
中
習
軍
旅
上
也
。

奉
幣

祈
請

奉
幣

続
紀
十
二
・
一
四
三

続
紀
二
十
二
・
二
六
五

続
紀
二
十
四
・
二
八
九
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山
陰
道
　
石
見
国
（
五
所
）

府
中
神

國
府
中
神

清
和

陽
成

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

貞
観
十
七
・
十
・
十
己
未

元
慶
三
・
九
・
四
辛
卯

石
見
國
。
霹
靂
神
。
國
府
中
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

石
見
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
府
中
神
。
従
五
位
上
。

石
見
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
府
中
神
。
國
分
寺
霹
靂
神
。
並
正
五
位
下
。

授
位

授
位

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

三
実
二
十
七
・
三
六
六

三
実
三
十
六
・
四
五
七

石
神

清
和

貞
観
十
六
・
九
・
八
癸
巳

石
見
國
。
上
言
。
石
神
。
二
。
自
二
出
雲
國
一
来
。
是
日
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
二
十
六
・
三
四
九

石
塔
鬼
王
帝
釋
天
王
國
社

神

陽
成

元
慶
二
・
九
・
十
六
戊
申

石
見
國
。
石
塔
鬼
王
帝
釋
天
王
國
社
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
八

椙
尾
國
社
神

陽
成

元
慶
四
・
二
・
八
壬
辰

石
見
國
。
正
六
位
上
。
椙
尾
國
社
神
。
常
世
國
社
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

常
世
國
社
神

陽
成

元
慶
四
・
二
・
八
壬
辰

石
見
國
。
正
六
位
上
。
椙
尾
國
社
神
。
常
世
國
社
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
〇

山
陰
道
　
隠
岐
国
（
二
所
）

日
乃
賣
神

清
和

貞
観
十
三
・
閏
八
・
二
十
九
壬
申
隠
岐
國
。（
中
略
）无
位
。
日
乃
賣
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
・
二
九
四

健 
 

佐
雄
神

光
孝

元
慶
八
・
三
・
二
十
七
戊
子

隠
岐
國
。
正
六
位
上
。
健
湏
佐
雄
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
五
・
五
五
六

山
陽
道
　
播
磨
国
（
七
所
）

足
速
手
速
神

文
徳

嘉
祥
三
・
九
・
十
八
壬
辰

授
二
播
磨
國
。
足
速
手
速
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
二
・
一
九

速
素
戔
烏
神

清
和

貞
観
八
・
七
・
十
三
乙
卯

播
磨
國
。
无
位
。
速
素
戔
烏
神
。
速
風
武
雄
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
三
・
一
九
一

速
風
武
雄
神

清
和

貞
観
八
・
七
・
十
三
乙
卯

播
磨
國
。
无
位
。
速
素
戔
烏
神
。
速
風
武
雄
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
三
・
一
九
一

射
目
埼
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
播
磨
國
。
正
六
位
上
。
射
目
埼
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

姥
女
神

陽
成

元
慶
元
・
四
・
七
戊
寅

授
二
播
磨
國
。
正
六
位
上
。
姥
女
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
一
・
四
〇
一

英
賀
彦
神

陽
成

元
慶
五
・
五
・
五
壬
子

播
磨
國
。
正
六
位
上
。
英
賀
彦
神
。
英
賀
姫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
九
・
四
九
八

英
賀
姫
神

陽
成

元
慶
五
・
五
・
五
壬
子

播
磨
國
。
正
六
位
上
。
英
賀
彦
神
。
英
賀
姫
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
九
・
四
九
八
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山
陽
道
　
美
作
国
（
三
所
）

奈

神

清
和

貞
観
五
・
五
・
二
十
八
庚
寅

美
作
國
。
従
五
位
下
。
天
石
門
別
神
。
奈
4

（
即
癸
字
之
譌
）神
。
大
佐
々
神
。

並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
七
・
一
一
三

大
佐
々
神

清
和

貞
観
五
・
五
・
二
十
八
庚
寅

美
作
國
。
従
五
位
下
。
天
石
門
別
神
。
奈

神
。
大
佐
々
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。
授
位

三
実
七
・
一
一
三

御
鴨
神

清
和

貞
観
十
七
・
三
・
二
十
九
壬
子
美
作
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
御
鴨
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
〇
～

三
六
一

山
陽
道
　
備
中
国
（
二
所
）

穴
濟
神
之
悪
神

穴
濟
神

景
行

景
行
二
十
七
・
十
二

景
行
二
十
八
・
二

到
二
吉
備
一
。
以
渡
二
穴
海
一
。
其
處
有
二
悪
神
一
。
則
殺
之
。

唯
。
吉
備
。
穴
濟
神
。
及
難
波
。
柏
濟
神
。
皆
有
二
害
心
一
。

神
畏

神
畏

書
紀
七
・
二
一
二

書
紀
七
・
二
一
二

宮
原
神

清
和

貞
観
六
・
二
・
五
壬
戌

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

備
中
國
。
正
六
位
上
。
宮
原
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

備
中
國
。
従
五
位
下
。
宮
原
神
。
加
二
授
従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
八
・
一
三
一

三
実
九
・
一
四
二

山
陽
道
　
備
後
国
（
五
所
）

大
蔵
神

清
和

貞
観
二
・
二
・
二
十
八
己
酉

授
二
備
後
國
。
正
六
位
上
。
大
蔵
神
。
神
田
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
・
四
八

神
田
神

清
和

貞
観
二
・
二
・
二
十
八
己
酉

授
二
備
後
國
。
正
六
位
上
。
大
蔵
神
。
神
田
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
・
四
八

大
神
神

清
和

貞
観
三
・
十
・
二
十
庚
申

備
後
國
。
正
六
位
上
。
大
神
々
。
天
照
眞
良
建
雄
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
八
一

天
照
眞
良
建
雄
神

清
和

貞
観
三
・
十
・
二
十
庚
申

備
後
國
。
正
六
位
上
。
大
神
々
。
天
照
眞
良
建
雄
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
八
一

隠
嶋
神

陽
成

元
慶
二
・
十
二
・
十
五
丙
子

授
二
備
後
國
。
无
位
。
隠
嶋
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
四
〇

山
陽
道
　
安
芸
国
（
十
一
所
）

大
麻
天
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

安
藝
國
。正
六
位
上
。大
麻
天
神
。
伊
都
岐
嶋
中
子
天
神
。水
分
天
神
。天
社
天
神
。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
二
三

伊
都
岐
嶋
中
子
天
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

安
藝
國
。正
六
位
上
。大
麻
天
神
。
伊
都
岐
嶋
中
子
天
神
。水
分
天
神
。天
社
天
神
。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
二
三

水
分
天
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

安
藝
國
。正
六
位
上
。大
麻
天
神
。
伊
都
岐
嶋
中
子
天
神
。水
分
天
神
。天
社
天
神
。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
二
三
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天
社
天
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

安
藝
國
。正
六
位
上
。大
麻
天
神
。
伊
都
岐
嶋
中
子
天
神
。水
分
天
神
。天
社
天
神
。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
二
三

天
磐
門
別
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

安
藝
國
。
正
六
位
上
。
天
磐
門
別
神
。
在
屋
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

在
屋
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

安
藝
國
。
正
六
位
上
。
天
磐
門
別
神
。
在
屋
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

安
藝
都
彦
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
安
藝
都
彦
神
。
正
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

生
石
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
生
石
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

伊
都
嶋
宗
形
小
専
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊
都
嶋
宗
形
小
専
神
。
榲
樌
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

榲
樌
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊
都
嶋
宗
形
小
専
神
。
榲
樌
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

風
伯
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
安
藝
國
。
正
六
位
上
。
風
伯
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

山
陽
道
　
周
防
国
（
三
所
）

比
美
神

清
和

貞
観
九
・
八
・
十
六
壬
午

周
防
國
。
正
五
位
上
。
出
雲
神
。
石
城
神
。
比
美
神
。
並
授
二
従
四
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
〇

赤
田
神

陽
成

元
慶
二
・
六
・
二
十
三
丁
亥

周
防
國
。
正
六
位
上
。
赤
田
神
。
山
田
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
三
一
～

　

　
　
　
　
　
　
　四

三
二

山
田
神

陽
成

元
慶
二
・
六
・
二
十
三
丁
亥

周
防
國
。
正
六
位
上
。
赤
田
神
。
山
田
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
三
一
～

　

　
　
　
　
　
　
　四

三
二

山
陽
道
　
長
門
国
（
八
所
）

鹿
集
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

福
賀
磨
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

能
峯
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

壬
生
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

武
智
石
打
命
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午

長
門
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
武
智
石
打
命
神
。
意
久
神
。
土
地
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

意
久
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午

長
門
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
武
智
石
打
命
神
。
意
久
神
。
土
地
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

土
地
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午

長
門
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
武
智
石
打
命
神
。
意
久
神
。
土
地
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

宮
城
神

清
和

仁
和
二
・
十
一
・
十
四
己
丑

長
門
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
宮
城
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
十
九
・
六
二
〇
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天
社
天
神

清
和

貞
観
元
・
三
・
二
十
六
壬
午

安
藝
國
。正
六
位
上
。大
麻
天
神
。
伊
都
岐
嶋
中
子
天
神
。水
分
天
神
。天
社
天
神
。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
・
二
三

天
磐
門
別
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

安
藝
國
。
正
六
位
上
。
天
磐
門
別
神
。
在
屋
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

在
屋
神

清
和

貞
観
五
・
十
・
二
十
九
戊
子

安
藝
國
。
正
六
位
上
。
天
磐
門
別
神
。
在
屋
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
九

安
藝
都
彦
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）従
五
位
上
。
安
藝
都
彦
神
。
正
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

生
石
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
生
石
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

伊
都
嶋
宗
形
小
専
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊
都
嶋
宗
形
小
専
神
。
榲
樌
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

榲
樌
神

清
和

貞
観
九
・
十
・
十
三
戊
寅

安
藝
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊
都
嶋
宗
形
小
専
神
。
榲
樌
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
四
・
二
二
三

風
伯
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
安
藝
國
。
正
六
位
上
。
風
伯
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六

山
陽
道
　
周
防
国
（
三
所
）

比
美
神

清
和

貞
観
九
・
八
・
十
六
壬
午

周
防
國
。
正
五
位
上
。
出
雲
神
。
石
城
神
。
比
美
神
。
並
授
二
従
四
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
二
〇

赤
田
神

陽
成

元
慶
二
・
六
・
二
十
三
丁
亥

周
防
國
。
正
六
位
上
。
赤
田
神
。
山
田
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
三
一
～

　

　
　
　
　
　
　
　四

三
二

山
田
神

陽
成

元
慶
二
・
六
・
二
十
三
丁
亥

周
防
國
。
正
六
位
上
。
赤
田
神
。
山
田
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
三
・
四
三
一
～

　

　
　
　
　
　
　
　四

三
二

山
陽
道
　
長
門
国
（
八
所
）

鹿
集
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

福
賀
磨
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

能
峯
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

壬
生
神

文
徳

仁
壽
元
・
十
・
八
丙
午

長
門
國
。
鹿
集
。
福
賀
磨
。
能
峯
。
壬
生
等
四
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

文
実
三
・
三
一

武
智
石
打
命
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午

長
門
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
武
智
石
打
命
神
。
意
久
神
。
土
地
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

意
久
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午

長
門
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
武
智
石
打
命
神
。
意
久
神
。
土
地
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

土
地
神

清
和

貞
観
十
五
・
十
二
・
十
五
丙
午

長
門
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
武
智
石
打
命
神
。
意
久
神
。
土
地
神
。（
中
略
）

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
三
三

宮
城
神

清
和

仁
和
二
・
十
一
・
十
四
己
丑

長
門
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
宮
城
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
十
九
・
六
二
〇
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南
海
道
　
紀
伊
国
（
六
所
）

玉
津
嶋
之
神
明

玉
出
嶋
神

聖
武

陽
成

神
亀
元
・
十
・
十
六
壬
寅

元
慶
五
・
十
一
・
二
十
二
丁
酉

紀
伊
國（
中
略
）奠
二
祭
。
玉
津
嶋
之
神
。
明
光
浦
之
霊
一
。

紀
伊
國
。
正
六
位
上
。
玉
出
嶋
神
。
並
従
五
位
下
。

祭
祀

授
位

続
紀
九
・
一
〇
二

三
実
四
十
・
五
〇
五

明
光
浦
之
霊

聖
武

神
亀
元
・
十
・
十
六
壬
寅

紀
伊
國（
中
略
）奠
二
祭
。
玉
津
嶋
之
神
。
明
光
浦
之
霊
一
。

祭
祀

続
紀
九
・
一
〇
二

御
船
神

清
和

貞
観
三
・
七
・
二
甲
戌

紀
伊
國
。
正
六
位
上
。
御
船
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
五
・
七
八

三
前
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
・
十
己
未

紀
伊
國
。
正
六
位
上4

（
原
作
下
、
今
従
類
史
一
六
）。
三
前
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
六

大
位
神

清
和

貞
観
十
七
・
十
二
・
二
十
七
丙

子

紀
伊
國
。
正
六
位
上
。
大
位
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
八

浦
上
國
津
姫
神

光
孝

仁
和
元
・
十
二
・
二
十
九
己
卯

授
二
紀
伊
國
。
正
六
位
上
。
浦
上
國
津
姫
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
八
・
六
〇
一

南
海
道
　
淡
路
国
（
一
所
）

出
石
刀
子
祠

垂
仁

垂
仁
八
十
八
・
七

是
後
。出
石
刀
子
自
然
。至
二
于
淡
路
嶋
一
。其
嶋
人
。謂
レ
神
。而
為
二
刀
子
一
立
レ
祠
。

是
。
於
レ
今
所
レ
祠
也
。

祭
祀

書
紀
上
六
・
一
九
一
～一

九
二

（
備
考
）
「
出
石
刀
子
祠
」
は
、『
神
祇
志
料
』『
神
社
覈
録
』
で
は
「
生
石
社
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』
の
本
文
に
も
と
づ
き
「
出
石
刀
子
祠
」
と
す
る
。

南
海
道
　
阿
波
国
（
五
所
）

葦
稲
葉
神

　
葦
稲
羽
神

仁
明　

清
和

陽
成

承
和
九
・
十
・
二
壬
戌

　
貞
観
九
・
四
・
二
十
三
壬
辰

貞
観
十
六
・
三
・
十
四
癸
酉

元
慶
三
・
六
・
二
十
三
壬
午

阿
波
國
。
无
位
。
葦4

（
原
作  

  

、
據
三
実
元
慶
三
年
六
月
紀
改
）稲
葉
神
。
並
従

五
位
下
。

阿
波
國
。
従
五
位
上
。
葦
稲
羽
神
。（
中
略
）並
授
二
正
五
位
上
一
。

正
五
位
上
。
建
水
分
神
。（
中
略
）阿
波
國
。
葦
稲
葉
神
。
並
従
四
位
下
。

阿
波
國
。（
中
略
）従
四
位
下
。
葦
稲
羽
神
。
従
四
位
上
。

授
位　

授
位

授
位

授
位

続
後
紀
十
二
・
一
四
五

　
三
実
十
四・二
一
五
～
二
一
六

三
実
二
十
五
・
三
三
九

三
実
三
十
六
・
四
五
五

白
鳥
神

白
馬
神

清
和

陽
成

貞
観
三
・
三
・
六
庚
辰

元
慶
七
・
十
二
・
二
甲
午

授
二
阿
波
國
。
正
六
位
上
。
白
鳥
神
。
従
五
位
下
一
。

授
二
阿
波
國
。
従
五
位
下
。
和
多
都
美
豊
玉
比
咩
神
。
白
馬
神
。
並
従
五
位
上
一
。

授
位

授
位

三
実
五
・
六
九

三
実
四
十
四
・
五
四
四

伊
比
良
咩
神

清
和

貞
観
十
四
・
十
一
・
二
十
九
乙
未
阿
波
國
。
正
六
位
上
。
伊
比
良
咩
神
。
船
盡
比
咩
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
二
・
三
一
八

船
盡
比
咩
神

清
和

貞
観
十
四
・
十
一
・
二
十
九
乙
未
阿
波
國
。
正
六
位
上
。
伊
比
良
咩
神
。
船
盡
比
咩
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
二
・
三
一
八

埴
生
女
屋
神

陽
成

元
慶
七
・
十
二
・
二
十
八
庚
申
阿
波
國
。
従
五
位
下
。
埴
生
女
屋
神
。
八
桙
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
十
四
・
五
四
六
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南
海
道
　
讃
岐
国
（
七
所
）

梶
州
天
川
宇
夫
志
奈
神

清
和

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

讃
岐
國
。
正
六
位
上
。
屋
栗
神
。
梶
州
4

4

（
恐
誤
、此
下
或
脱
神
字
、天
川
下
亦
同
）・

天
川
・
宇
夫
志
奈
神
。
賀
富
良
津
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
九
・
一
四
二

天
河
神

陽
成

元
慶
五
・
十
一
・
十
四
戊
午

授
二
讃
岐
國
。
従
五
位
下
。
天
河
神
。
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
六

賀
富
良
津
神

清
和

貞
観
六
・
十
・
十
五
戊
辰

讃
岐
國
。
正
六
位
上
。
屋
栗
神
。
梶
州
・
天
川
・
宇
夫
志
奈
神
。
賀
富
良
津
神
等
。

並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
九
・
一
四
二

高
家
神

清
和

貞
観
九
・
五
・
十
七
乙
卯

授
二
讃
岐
國
。
正
六
位
上
。
高
家
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
七

松
井
神

陽
成

元
慶
元
・
四
・
七
戊
寅

授
二（
中
略
）讃
岐
國
。
松
井
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
一
・
四
〇
一

船
山
神

陽
成

元
慶
五
・
十
一
・
十
四
戊
午

讃
岐
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
船
山
神
。
万
農
池
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
六

万
農
池
神

陽
成

元
慶
五
・
十
一
・
十
四
戊
午

讃
岐
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
船
山
神
。
万
農
池
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
・
五
〇
六

（
備
考
）
「
梶
州
4

4

・
天
川
・
宇
夫
志
奈
神
」
は
、『
神
社
覈
録
』『
神
祇
志
料
』
で
は
「
梶
州
神
」「
天
川
神
」「
宇
夫
志
奈
神
」
の
三
神
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』

の
分
け
方
に
も
と
づ
き
一
神
と
す
る
。

　
　
　
　「

万
農
池
神
」
を
『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
社
覈
録
』『
神
祇
志
料
』
で
は
、
式
内
社
の
「
野
神
神
社
」、
も
し
く
は
「
神
野
神
社
」
と
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
明

白
な
ら
ず
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
挙
げ
る
。

　

南
海
道
　
伊
予
国
（
十
所
）

伊
方
神

清
和

貞
観
二
・
閏
十
・
十
六
壬
戌

進
二
伊
豫
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊
方
神
。
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
・
五
七

高
縄
神

清
和

貞
観
五
・
九
・
二
十
五
甲
寅

伊
豫
國
。
正
六
位
上
。
高
縄
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
七
・
一
一
八

浮
嶋
神

清
和

貞
観
九
・
二
・
五
乙
亥

伊
豫
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
浮
嶋
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
四
・
二
一
〇

風
伯
神

清
和

貞
観
十
七
・
三
・
二
十
九
壬
子
伊
豫
國
。
正
六
位
上
。
風
伯
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
七
・
三
六
一

墓
邊
神

陽
成

元
慶
二
・
七
・
八
辛
丑

伊
豫
國
。
无
位
。
墓
邊
神
。
雄
郡
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
三

雄
郡
神

陽
成

元
慶
二
・
七
・
八
辛
丑

伊
豫
國
。
无
位
。
墓
邊
神
。
雄
郡
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
三
三

井
河
神

光
孝

元
慶
八
・
十
一
・
十
七
甲
戌

授
二
伊
豫
國
。
正
六
位
上
。
井
河
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
四

徳
威
神

光
孝

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

伊
豫
國
。
正
六
位
上
。
徳
威
神
。
門
嶋
神
。
宇
和
津
彦
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
一

門
嶋
神

光
孝

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

伊
豫
國
。
正
六
位
上
。
徳
威
神
。
門
嶋
神
。
宇
和
津
彦
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
一

宇
和
津
彦
神

光
孝

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

伊
豫
國
。
正
六
位
上
。
徳
威
神
。
門
嶋
神
。
宇
和
津
彦
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
十
七
・
五
八
一
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南
海
道
　
土
佐
国
（
十
二
所
）

殖
田
上
神

清
和

貞
観
八
・
五
・
二
十
二
乙
丑

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
殖
田
上
神
。・
峯
・
本
神
。
祈
年
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
二
・
一
八
四

祈
年
神

清
和

貞
観
八
・
五
・
二
十
二
乙
丑

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
殖
田
上
神
。・
峯
・
本
神
。
祈
年
神
。
並
従
五
位
下
。
授
位

三
実
十
二
・
一
八
四

神
奈
地
祇
神

清
和

貞
観
八
・
八
・
七
己
卯

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
神
奈4

（
類
史
作
岑
）地
祇
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
三
・
一
九
二

宗
我
神

清
和

貞
観
十
・
閏
十
二
・
二
十
一
庚
戌
土
左
國
。
無
位
。
宗
我
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
五
・
二
三
七

立
山
神

清
和

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

土
左
國
。
従
五
位
上
。
立
山
神
。
正
五
位
下
。

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

小
村
神

清
和

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

土
左
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
小
村
神
。
従
五
位
上
。

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

大
谷
神

清
和

陽
成

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

元
慶
三
・
九
・
二
十
七
甲
寅

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
大
谷
神
。
従
五
位
下
。

土
左
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
大
谷
神
。
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

三
実
三
十
六
・
四
五
八

伊
勢
神

清
和

貞
観
十
二
・
十
一
・
二
十
三
辛
未
授
二
土
左
國
。
正
六
位
上
。
伊
勢
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
十
八
・
二
八
〇

並
山
神

陽
成

元
慶
三
・
九
・
二
十
七
甲
寅

授
二
土
左
國
。
正
五
位
下
。
並
山
神
。
正
五
位
上
一
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
八

宇
賀
神

陽
成

元
慶
三
・
九
・
二
十
七
甲
寅

土
左
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
宇
賀
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
六
・
四
五
八

堰
留
神

光
孝

元
慶
八
・
十
・
四
辛
卯

授
二
土
左
國
。
正
六
位
上
。
堰
留
神4

（
今
意
補
）。
石
留
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
三

石
留
神

光
孝

元
慶
八
・
十
・
四
辛
卯

授
二
土
左
國
。
正
六
位
上
。
堰
留
神
。
石
留
神
。
並
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
十
六
・
五
七
三

（
備
考
）
『
三
実
』
貞
観
八
年
五
月
二
十
二
日
乙
丑
条
（
一
八
四
頁
）
に
見
ら
れ
る
「
正
六
位
上
（
中
略
）・
峯
・
本
神
。（
中
略
）
並
従
五
位
下
」
は
、
頭
注
に
「
峯
本
神
、
神

階
記
作
朝
峯
神
坂
本
神
」
と
記
す
よ
う
に
、「
朝
峯（
岑
）神
」「
坂
本
神
」
の
二
神
と
考
え
ら
れ
式
内
社
で
あ
る
が
、『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』『
神
社
覈
録
』
で
は
、
こ

れ
ら
を
「
峯
本
神
」
の
一
神
と
し
て
式
外
神
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
国
史
大
系
本
』
の
頭
注
に
も
と
づ
き
式
内
社
と
す
る
が
、
考
慮
を
要
す
る
。

　
　
　

西
海
道

　　　　
筑
前
国
（
十
一
所
）

大
倉
主
神

仲
哀

仲
哀
八
・
正
・
四
壬
午

是
浦
口
。
有
二
男
女
二
神
一
。
男
神
。
曰
二
。
大
倉
主
一
。
女
神
。
曰
二
。
菟
夫
羅
媛
一
。
祭
祀

書
紀
上
八
・
二
三
四
～二

三
五

菟
夫
羅
媛

仲
哀

仲
哀
八
・
正
・
四
壬
午

是
浦
口
。
有
二
男
女
二
神
一
。
男
神
。
曰
二
。
大
倉
主
一
。
女
神
。
曰
二
。
菟
夫
羅
媛
一
。
祭
祀

書
紀
上
八
・
二
三
四
～二

三
五

朝
倉
社

齊
明

齊
明
七
・
五
・
九
癸
卯

斮
二
除
朝
倉
社
木
一
而
作
二
此
宮
一
之
故
。

祭
祀

書
紀
下
二
十
六
・
二
七
七

香
椎
宮

香
椎
廟

樫
日
廟

聖
武

淳
仁

天
平
九
・
四
・
朔
乙
巳

天
平
寶
字
三
・
八
・
六
己
亥

天
平
寶
字
六
・
十
一
・
十
六
庚
寅

遣
二
使
。於
伊
勢
神
宮
。大
神
社
。筑
紫
住
吉
。八
幡
二
社
。及
。香
椎
宮
一
。奉
レ
幣
。

以
告
二
新
羅
无
禮
之
状
一
。

遣
二
。
太
宰
帥
三
品
船
親
王
。
於
。
香
椎
廟
一
。
奏
下
應
レ
伐
二
新
羅
一
之
状
上
。

奉
二
幣
于
。
香
椎
廟
一
。
以
下
為
レ
征
二
新
羅
一
調
中
習
軍
旅
上
也
。

奉
幣

祈
請

奉
幣

続
紀
十
二
・
一
四
三

続
紀
二
十
二
・
二
六
五

続
紀
二
十
四
・
二
八
九
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嵯
峨

仁
明

清
和

陽
成

弘
仁
元
・
十
二
・
十
六
壬
午

天
長
十
・
四
・
五
壬
戌

承
和
八
・
五
・
二
十
己
丑

承
和
十
・
十
・
十
八
癸
酉

貞
観
六
・
八
・
十
五
己
巳

元
慶
元
・
二
・
二
十
一
癸
亥

遣
下
二
参
議
正
四
位
下
。巨
勢
朝
臣
野
足
一
。奉
中
幣
帛
於
。八
幡
大
神
宮
。樫
日
廟
上
。

賽
二
静
乱
之
祷
一
也
。

遣
下
二
従
四
位
下
行
。
伊
豫
權
守
和
氣
朝
臣
眞
綱
一
。
奉
中
御
釼
幣
帛
。
於
。
八
幡

大
菩
薩
宮
。
及
。
香
椎
廟
上
。
告
二
新
即
一
レ
位
也
。

遣
下
二
従
四
位
下
。
勘
解
由
長
官
。
和
氣
朝
臣
仲
世
一
。
奉
中
幣
。
八
幡
大
神
。
及
。

香
椎
廟
上
。

遣
三
レ
使
奉
二
幣
。
於
。
香
椎
廟
一
。
為
レ
令
二
寶
位
無
レ
動
。
國
家
太
平
一
也
。

制
。
筑
前
國
。
香
椎
廟
司
。
以
二
六
年
一
為
二
任
限
一
。

遣
下
二
従
五
位
下
行
。主
殿
權
助
在
原
朝
臣
友
于
一
。向
二
豊
前
國
。八
幡
大
菩
薩
宮
。

香
椎
廟
一
。
奉
中
幣
劒
等
物
上
。

奉
幣

奉
幣

奉
幣

奉
幣

社
職

奉
幣

後
紀
二
十
・
九
三

続
後
紀
一
・
一
〇

続
後
紀
十
・
一
二
〇

続
後
紀
十
三
・
一
六
二

三
実
九
・
一
四
〇

三
実
三
十
・
三
九
四

背
布
利
神

清
和

貞
観
十
二
・
五
・
二
十
九
庚
辰
筑
前
國
。
正
六
位
上
。
背
布
利
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
八
・
二
七
五

鳥
野
神

清
和

陽
成

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

筑
前
國
。
従
五
位
下
。
鳥
野
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
。

筑
前
國
。
鳥
野
神
。
並
従
五
位
上

4

4

4

4

（
恐
当
作
正
五
位
下
）。

授
位

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三

三
実
四
十
二
・
五
二
七

高
磯
比
咩
神

陽
成

元
慶
元
・
九
・
二
十
五
癸
亥

筑
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
高
礒
比
咩
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
一

天
照
神

陽
成

元
慶
元
・
十
二
・
十
五
辛
巳

筑
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
天
照
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
五

賀
津
萬
神

陽
成

元
慶
四
・
三
・
二
十
二
乙
亥

授
二
筑
前
國
。正
六
位
上
。賀
津
萬
神
。大
歳
神
。託
神
。咩
神
。（
中
略
）正
六
位
上
・

（
此
下
脱
分
）

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
三

大
歳
神

陽
成

元
慶
四
・
三
・
二
十
二
乙
亥

授
二
筑
前
國
。正
六
位
上
。賀
津
萬
神
。大
歳
神
。託
神
。咩
神
。（
中
略
）正
六
位
上
・

（
此
下
脱
分
）

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
三

託
神
咩
神

陽
成

元
慶
四
・
三
・
二
十
二
乙
亥

授
二
筑
前
國
。正
六
位
上
。賀
津
萬
神
。大
歳
神
。託
神
。咩
神
。（
中
略
）正
六
位
上
・

（
此
下
脱
分
）

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
三

（
備
考
）
『
続
日
本
紀
』
大
寶
二
年
十
月
三
日
丁
酉
条
（
一
五
頁
）
に
見
え
る
「
大
宰
所
部
神
九
處
」
に
は
、式
外
社
が
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
明
白
な
ら
ず
。
考
慮
を
要
す
る
。

「
託
神
咩
神
」
を
『
国
史
大
系
本
』
の
本
文
で
は
「
託
神
。
咩
神
」
と
二
神
に
す
る
が
、
こ
こ
で
は
一
神
と
し
て
掲
げ
た
。
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西
海
道

　壱
岐
国
（
一
所
）

眞
賀
山
神

清
和

貞
観
七
・
七
・
二
十
六
乙
巳

壹
岐
嶋
。
正
六
位
上
。
見
上
神
。
眞
賀
山
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
一

西
海
道

　日
向
国
（
一
所
）

高
智
保
皇
神

仁
明

清
和

承
和
十
・
九
・
十
九
甲
辰

天
安
二
・
十
・
二
十
二
己
酉

日
向
國

4

4

4

（
原
在
無
位
都
濃
皇
神
上
、
據
同
上
移
）。
无
位
。
高
智
保
皇
神
。
无
位
。

都
濃
皇
神
。
並
奉
レ
授
二
従
五
位
下
一
。

授
二
日
向
國
。
従
五
位
上
。
高
智
保
神
。
都
農
神
等
。
従
四
位
上
一
。

授
位

授
位

続
後
紀
十
三
・
一
六
一
～

　

　
　
　
　
　
　
　一

六
二

三
実
一
・
七

西
海
道

　　　　
薩
摩
国
（
七
所
）

志
奈
毛
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

白
羽
火
雷
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

智
賀
尾
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

鹿
兒
嶋
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

伊

色
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊

色
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
・
四
九

紫
美
神

清
和

貞
観
八
・
四
・
七
辛
巳

貞
観
十
・
三
・
八
壬
寅

薩
摩
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
紫
美
神
。
従
五
位
下
。

授
二
薩
摩
國
。
正
六
位
上
。
紫
美
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

授
位

三
実
十
二
・
一
八
一

三
実
十
五
・
二
三
二

多
夫
施
神

清
和

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

薩
摩
國
。
正
六
位
上
。
多
夫
施
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三
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香
椎
宮

香
椎
廟

樫
日
廟

聖
武

淳
仁

嵯
峨

仁
明

天
平
九
・
四
・
朔
乙
巳

天
平
寶
字
三
・
八
・
六
己
亥

天
平
寶
字
六
・
十
一
・
十
六
庚
寅

弘
仁
元
・
十
二
・
十
六
壬
午

天
長
十
・
四
・
五
壬
戌

遣
二
使
。於
伊
勢
神
宮
。大
神
社
。筑
紫
住
吉
。八
幡
二
社
。及
。香
椎
宮
一
。奉
レ
幣
。

以
告
二
新
羅
无
禮
之
状
一
。

遣
二
。
太
宰
帥
三
品
船
親
王
。
於
。
香
椎
廟
一
。
奏
下
應
レ
伐
二
新
羅
一
之
状
上
。

奉
二
幣
于
。
香
椎
廟
一
。
以
下
為
レ
征
二
新
羅
一
調
中
習
軍
旅
上
也
。

遣
下
二
参
議
正
四
位
下
。巨
勢
朝
臣
野
足
一
。奉
中
幣
帛
於
。八
幡
大
神
宮
。樫
日
廟
上
。

賽
二
静
乱
之
祷
一
也
。

遣
下
二
従
四
位
下
行
。
伊
豫
權
守
和
氣
朝
臣
眞
綱
一
。
奉
中
御
釼
幣
帛
。
於
。
八
幡

大
菩
薩
宮
。
及
。
香
椎
廟
上
。
告
二
新
即
一
レ
位
也
。

奉
幣

祈
請

奉
幣

奉
幣

奉
幣

続
紀
十
二
・
一
四
三

続
紀
二
十
二
・
二
六
五

続
紀
二
十
四
・
二
八
九

後
紀
二
十
・
九
三

続
後
紀
一
・
一
〇

清
和

陽
成

承
和
八
・
五
・
二
十
己
丑

承
和
十
・
十
・
十
八
癸
酉

貞
観
六
・
八
・
十
五
己
巳

元
慶
元
・
二
・
二
十
一
癸
亥

遣
下
二
従
四
位
下
。
勘
解
由
長
官
。
和
氣
朝
臣
仲
世
一
。
奉
中
幣
。
八
幡
大
神
。
及
。

香
椎
廟
上
。

遣
三
レ
使
奉
二
幣
。
於
。
香
椎
廟
一
。
為
レ
令
二
寶
位
無
レ
動
。
國
家
太
平
一
也
。

制
。
筑
前
國
。
香
椎
廟
司
。
以
二
六
年
一
為
二
任
限
一
。

遣
下
二
従
五
位
下
行
。主
殿
權
助
在
原
朝
臣
友
于
一
。向
二
豊
前
國
。八
幡
大
菩
薩
宮
。

香
椎
廟
一
。
奉
中
幣
劒
等
物
上
。

奉
幣

奉
幣

社
職

奉
幣

続
後
紀
十
・
一
二
〇

続
後
紀
十
三
・
一
六
二

三
実
九
・
一
四
〇

三
実
三
十
・
三
九
四

背
布
利
神

清
和

貞
観
十
二
・
五
・
二
十
九
庚
辰
筑
前
國
。
正
六
位
上
。
背
布
利
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
八
・
二
七
五

鳥
野
神

清
和

陽
成

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

元
慶
六
・
十
・
九
戊
申

筑
前
國
。
従
五
位
下
。
鳥
野
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
。

筑
前
國
。
鳥
野
神
。
並
従
五
位
上

4

4

4

4

（
恐
当
作
正
五
位
下
）。

授
位

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三

三
実
四
十
二
・
五
二
七

高
磯
比
咩
神

陽
成

元
慶
元
・
九
・
二
十
五
癸
亥

筑
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
高
礒
比
咩
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
一

天
照
神

陽
成

元
慶
元
・
十
二
・
十
五
辛
巳

筑
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
天
照
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
三
十
二
・
四
一
五

賀
津
萬
神

陽
成

元
慶
四
・
三
・
二
十
二
乙
亥

授
二
筑
前
國
。正
六
位
上
。賀
津
萬
神
。大
歳
神
。託
神
。咩
神
。（
中
略
）正
六
位
上
・

此
下
脱
分

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
三

大
歳
神

陽
成

元
慶
四
・
三
・
二
十
二
乙
亥

授
二
筑
前
國
。正
六
位
上
。賀
津
萬
神
。大
歳
神
。託
神
。咩
神
。（
中
略
）正
六
位
上
・

此
下
脱
分

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
三

託
神
咩
神

陽
成

元
慶
四
・
三
・
二
十
二
乙
亥

授
二
筑
前
國
。正
六
位
上
。賀
津
萬
神
。大
歳
神
。託
神
。咩
神
。（
中
略
）正
六
位
上
・

此
下
脱
分

授
位

三
実
三
十
七
・
四
七
三

（
備
考
）
『
続
日
本
紀
』
大
寶
二
年
十
月
三
日
丁
酉
条
（
一
五
頁
）
に
見
え
る
「
大
宰
所
部
神
九
處
」
に
は
、式
外
社
が
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
明
白
な
ら
ず
。
考
慮
を
要
す
る
。

「
託
神
咩
神
」
を
『
国
史
大
系
本
』
の
本
文
で
は
「
託
神
。
咩
神
」
と
二
神
に
す
る
が
、
こ
こ
で
は
一
神
と
し
て
掲
げ
た
。
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（
備
考
）
「
比
賣
語
曾
社
神
」
は
、『
国
史
現
在
社
神
名
帳
』
で
は
豊
前
国
と
し
て
い
る
が
、「
国
前
郡
」
は
後
の
豊
後
国
国
埼
郡
と
思
わ
れ
、
よ
っ
て
豊
後
国
に
宛
て
ら
れ
る
。

西
海
道

　　　　　　
肥
前
国
（
十
五
所
）

久
治
國
神

清
和

貞
観
二
・
二
・
八
己
丑

肥
前
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。豫
等
比
咩
天
神
。久
治
國
神
。天
山
神
。志
々
岐
神
。

温
泉
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
・
四
七

天
山
神

清
和

光
孝

貞
観
二
・
二
・
八
己
丑

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

肥
前
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。豫
等
比
咩
天
神
。久
治
國
神
。天
山
神
。志
々
岐
神
。

温
泉
神
。
並
従
五
位
上
。

肥
前
國
。
従
五
位
上
。
天
山
神
。
正
五
位
下
。

授
位

授
位

三
実
四
・
四
七

三
実
四
十
七
・
五
八
一

温
泉
神

清
和

貞
観
二
・
二
・
八
己
丑

肥
前
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。豫
等
比
咩
天
神
。久
治
國
神
。天
山
神
。志
々
岐
神
。

温
泉
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
四
・
四
七

西
海
道

　　　　
豊
後
国
（
四
所
）

比
賣
語
曾
社
神

垂
仁

垂
仁
二
・
十

詣
二
于
難
波
一
。
為
二
。
比
賣
語
曾
社
神
一
。
且
至
二
豊
國
。
國
前
郡
一
。
復
為
二
。

比
賣
語
曾
社
神
一
。
並
二
處
見
レ
祭
焉
。

祭
祀

書
紀
上
六
・
一
七
七

志
我
神

景
行

景
行
十
二
・
十

是
時
。
祷
神
。
則
。
志
我
神
。
直
入
物
部
神
。
直
入
中
臣
神
。
三
神
矣
。

祭
祀

書
紀
上
七
・
二
〇
四

直
入
物
部
神

景
行

景
行
十
二
・
十

是
時
。
祷
神
。
則
。
志
我
神
。
直
入
物
部
神
。
直
入
中
臣
神
。
三
神
矣
。

祭
祀

書
紀
上
七
・
二
〇
四

直
入
中
臣
神

景
行

景
行
十
二
・
十

是
時
。
祷
神
。
則
。
志
我
神
。
直
入
物
部
神
。
直
入
中
臣
神
。
三
神
矣
。

祭
祀

書
紀
上
七
・
二
〇
四

西
海
道

　　　　　　
豊
前
国
（
一
所
）

大
富
神

清
和

貞
観
二
・
十
・
三
己
卯

授
二
豊
前
國
。
正
六
位
上
。
大
富
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
四
・
五
四
～
五
五

西
海
道

　　　　
筑
後
国
（
三
所
）

八
女
津
媛

景
行

景
行
十
八
・
七
・
七
丁
酉

有
二
。
女
神
一
。
名
曰
二
。
八
女
津
媛
一
。
常
居
二
山
中
一
。

祭
祀

書
紀
上
七
・
二
〇
九

宗
像
神

仁
明

承
和
七
・
四
・
二
十
一
丙
寅

筑
後
國
。（
中
略
）又
・
勲
八
等
。
宗
像
神
。
従
五
位
下

授
位

続
後
紀
九
・
一
〇
〇

高
樹
神

陽
成

元
慶
二
・
十
一
・
十
三
甲
辰

筑
後
國
。
高
樹
神
。
並
従
五
位
下4

（
原
作
上
、
今
意
改
）。

授
位

三
実
三
十
四
・
四
四
〇

（
備
考
）
「
宗
像
神
」
の
頭
注
に
「
又
、
此
下
恐
当
補
筑
前
國
三
字
」
と
あ
り
、
当
神
を
筑
前
国
の
鎮
座
と
す
る
が
明
白
な
ら
ず
。
考
慮
を
要
す
る
が
、
こ
こ
で
は
筑
後
国
と
し
て

挙
げ
て
お
く
。
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金
立
神

清
和

光
孝

貞
観
二
・
二
・
八
己
丑

元
慶
八
・
十
二
・
十
六
壬
寅

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
金
立
神
。
従
五
位
下
。

肥
前
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
金
立
神
。
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
四
・
四
七

三
実
四
十
六
・
五
七
六

稲
佐
神

稲
佐
雄
神

清
和

光
孝

貞
観
三
・
八
・
二
十
四
乙
丑

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

肥
前
國
。
正
六
位
上
。
稲
佐
神
。
堤
雄
神
。
丹
生
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

肥
前
國
。（
中
略
）稲
佐
雄
神
。
堤
雄
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
五
・
七
九
～
八
〇

三
実
四
十
七
・
五
八
一

堤
雄
神

清
和

光
孝

貞
観
三
・
八
・
二
十
四
乙
丑

仁
和
元
・
二
・
十
丙
申

肥
前
國
。
正
六
位
上
。
稲
佐
神
。
堤
雄
神
。
丹
生
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

肥
前
國
。（
中
略
）稲
佐
雄
神
。
堤
雄
神
。
並
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
五
・
七
九
～
八
〇

三
実
四
十
七
・
五
八
一

丹
生
神

清
和

貞
観
三
・
八
・
二
十
四
乙
丑

肥
前
國
。
正
六
位
上
。
稲
佐
神
。
堤
雄
神
。
丹
生
神
。
並
授
二
従
五
位
下
一
。

授
位

三
実
五
・
七
九
～
八
〇

甘
南
備
神

清
和

貞
観
十
二
・
正
・
十
一
甲
子

授
二
肥
前
國
。
正
六
位
上
。
甘
南
備
神
。
従
五
位
下4（
類
史
一
六
戊
本
大
本
作
上
）一
。
授
位

三
実
十
七
・
二
五
九

宗
形
天
神

清
和

貞
観
十
三
・
四
・
三
己
卯

貞
観
十
五
・
九
・
十
六
戊
寅

肥
前
國
。
宗
形
天
神
。
並
従
五
位
下
。

肥
前
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
宗
形
神
。
従
五
位
上
。

授
位

授
位

三
実
十
九
・
二
八
六

三
実
二
十
四
・
三
二
九

白
角
折
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
十
六
戊
寅

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。・（
一
本
及
類
史
此
上
有
上
字
）白
角
折
神
。
葛

木
一
言
主
神
。
温
知
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

葛
木
一
言
主
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
十
六
戊
寅

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
白
角
折
神
。
葛
木4

（
類
史
作
城
）一
言
主
神
。
温

知
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

温
知
神

清
和

貞
観
十
五
・
九
・
十
六
戊
寅

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
白
角
折
神
。
葛
木
一
言
主
神
。
温
知
神
。
並
従

五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
四
・
三
二
九

神
嶋
神

清
和

貞
観
十
八
・
六
・
八
癸
丑

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
神
嶋
神
。
鳴
神
。
銀
山
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
七

鳴
神

清
和

貞
観
十
八
・
六
・
八
癸
丑

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
神
嶋
神
。
鳴
神
。
銀
山
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
七

銀
山
神

清
和

貞
観
十
八
・
六
・
八
癸
丑

肥
前
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
神
嶋
神
。
鳴
神
。
銀
山
神
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
九
・
三
七
七

西
海
道

　　　　
肥
後
国
（
三
所
）

曾
男
神

文
徳

天
安
元
・
六
・
十
九
甲
申

在
二
肥
後
國
一
。
従
五
位
上
。
曾
男
神
。
授
二
正
五
位
下
一
。

授
位

文
実
九
・
一
〇
〇

奈
我
神
社

清
和

貞
観
十
八
・
九
・
九
癸
未

肥
後
國
。（
中
略
）
於
二
所
部
。
正
六
位
上
。
奈
我
神
社
。
河
邊
一
。
獲
二
白
亀

一
一
。
神
乃
助
レ
化
。

神
畏

三
実
二
十
九
・
三
八
一

蒲
智
比
咩
神
社

陽
成

元
慶
二
・
九
・
七
己
亥

肥
後
國
。（
中
略
）宇
土
郡
。正
六
位
上
。蒲
智
比
咩
神
社
。前
河
水
。變
レ
赤
如
レ
血
。

縁
邊
山
野
草
木
彫
枯
。
宛
如
二
厳
冬
一
。

神
畏

三
実
三
十
四
・
四
三
七
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西
海
道

　壱
岐
国
（
一
所
）

眞
賀
山
神

清
和

貞
観
七
・
七
・
二
十
六
乙
巳

壹
岐
嶋
。
正
六
位
上
。
見
上
神
。
眞
賀
山
神
等
。
並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
十
一
・
一
六
一

西
海
道

　日
向
国
（
一
所
）

高
智
保
皇
神

仁
明

清
和

承
和
十
・
九
・
十
九
甲
辰

天
安
二
・
十
・
二
十
二
己
酉

日
向
國

4

4

4

（
原
在
無
位
都
濃
皇
神
上
、
據
同
上
移
）。
无
位
。
高
智
保
皇
神
。
无
位
。

都
濃
皇
神
。
並
奉
レ
授
二
従
五
位
下
一
。

授
二
日
向
國
。
従
五
位
上
。
高
智
保
神
。
都
農
神
等
。
従
四
位
上
一
。

授
位

授
位

続
後
紀
十
三
・
一
六
一
～

　

　
　
　
　
　
　
　一

六
二

三
実
一
・
七

西
海
道

　　　　
薩
摩
国
（
七
所
）

志
奈
毛
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

白
羽
火
雷
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

智
賀
尾
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

鹿
兒
嶋
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）従
五
位
下
。
志
奈
毛
神
。
白
羽
火
雷
神
。
智
賀
尾
神
。
賀
紫

久
利
神
。
鹿
兒
嶋
神
。
並
授
二
従
五
位
上
一
。

授
位

三
実
四
・
四
九

伊

色
神

清
和

貞
観
二
・
三
・
二
十
庚
午

薩
摩
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
伊

色
神
。
従
五
位
下
。

授
位

三
実
四
・
四
九

紫
美
神

清
和

貞
観
八
・
四
・
七
辛
巳

貞
観
十
・
三
・
八
壬
寅

薩
摩
國
。（
中
略
）正
六
位
上
。
紫
美
神
。
従
五
位
下
。

授
二
薩
摩
國
。
正
六
位
上
。
紫
美
神
。
従
五
位
下
一
。

授
位

授
位

三
実
十
二
・
一
八
一

三
実
十
五
・
二
三
二

多
夫
施
神

清
和

貞
観
十
五
・
四
・
五
己
亥

薩
摩
國
。
正
六
位
上
。
多
夫
施
神
。（
中
略
）並
従
五
位
下
。

授
位

三
実
二
十
三
・
三
二
三
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西
海
道

　対
馬
国
（
三
所
）

告
刀
神

清
和

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

對
馬
嶋
。（
中
略
）従
五
位
下
。
大
告
刀
神
。（
中
略
）告4（
原
作
吉
、據
神
名
式
改
、

下
同
）刀
神
。（
中
略
）國
本
神
。（
中
略
）並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

國
本
神

清
和

貞
観
十
二
・
三
・
五
丁
巳

對
馬
嶋
。（
中
略
）従
五
位
下
。
大
告
刀
神
。（
中
略
）告
刀
神
。（
中
略
）國
本
神
。

（
中
略
）並
従
五
位
上
。

授
位

三
実
十
七
・
二
六
九

平
野
神

陽
成

元
慶
三
・
五
・
二
十
一
庚
戌

授
二
對
馬
嶋
。
正
五
位
下
。
平
野
神4

（
今
意
補
）。
住
吉
神
。
並
従
四
位
下
一
。

授
位

三
実
三
十
五
・
四
五
二

（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）

追
記
‥
こ
の
表
覧
は
も
と
よ
り
完
全
な
も
の
で
な
く
、
必
ず
や
増
補
・
改
訂
を
必
要
と
す
る
が
、
ひ
と
ま
ず
は
公
表
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
六
国
史
か
ら
の
検
索
に
あ
た
り
、

越
智
（
旧
姓
・
守
谷
）
幸
乃
さ
ん
の
協
力
を
得
た
。

　
　


